
巻
頭
言
鬮
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
持
続
可
能
な
交
通
を
目
指
す

長
岡
技
術
科
学
大
学
教
授

松
本

昌
二

1

囮
エ
ッ
セ
イ
圏
規
制
さ
れ
る
側
の
都
合

道
路
局
路
政
課
長

有
賀

長
郎

3

特

集
/
道
路
と
渇
水
対
策

平
成
六
年
渇
水
と
総
合
的
渇
水
対
策
河
川
局
河
川
計
画
課
課
長
補
佐

尾
澤

卓
思

6

瀬
戸
内
渇
水
体
験
記
J
H
日
本
道
路
公
団
保
全
交
通
部
保
全
第
二
課

山
下

密
広

J
H
目
本
道
路
公
団
広
島
管
理
局
技
術
部
保
全
企
画
課
課
長
補
佐

秀
島

哲
雄

藺

平
成
六
年
｢青
い
国
四
国
｣の
水
飢
饉
と
渇
水
対
策
四
国
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長

藤
目

正
男

斜

渇
水
と
道
路
香
川
県
±
木
部
道
路
保
全
課
長

鎌
田

正
昭

斜

囮

｢道
と
文
化
｣
シ
リ
ー
ズ
-

網
野
善
彦
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

中
世
で
は
、
道
は
神
や
仏
の
も
の
で

｢公
｣
の
場
で
あ
っ
た
!

ィ
ン
タ
ビ
ュ
-
･文

千
世
ま
ゅ
子

鍋

道
路
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
〈道
路
管
理
の
実
態
報
告
〉
長
野
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

野
本

宏

伽

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
法
令
係
長

岸

毅
明

“

特
殊
車
両
の
通
行
許
可
制
度
に
つ
い
て
(そ
の
2
)
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
技
術
係

薄

-
シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
日

こ
の
道
一

環
日
本
海
交
流
時
代
の
拠
点
を
め
ざ
し
て

鳥
取
県
土
木
部
道
路
課

卸

囮
時

･
時

･
時
;
･･･
o

｣
本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お

【
い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

一
が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

…
ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

…
時
の
も
の
で
す
。



　

　

　
　　

　
　　

　

　

　

　

璽
成
夫
箪
渇
水
と
総
合
的
漏
水
瀰
簾

建
設
省
河
川
局
河
川
計
画
課
課
長
補
佐

尾
澤
卓
恩

一

渇
水
の
概
況

今
年
は
、
四
月
か
ら
八
月
の
降
雨
量
が
平
年
に
比

べ
四
割
か
ら
七
割
程
度
の
地
域
が
多
く
、
梅
雨
明
け

も
平
年
よ
り
-
-
二
週
間
早
く
、
七
月
、
八
月
と
も
、

降
雨
量
が
平
年
比
五
○
%
を
下
回
る
府
県
が
全
国
の

三
分
の
二
に
の
ぼ
り
、
こ
の
結
果
、
東
海
、
中
国
、

四
国
、
九
州
等
を
中
心
に
厳
し
い
渇
水
と
な
っ
た
。

過
去
の
渇
水
と
し
て
は
、
昭
和
三
九
年
の
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
渇
水
、
昭
和
四
八
年
の
高
松
渇
水

(高

松
砂
漠
)、
昭
和
五
三
年
の
福
岡
渇
水
が
著
名
で
あ

る
が
、
今
年
の
渇
水
は
、
同
時
期
に
全
国
的
に
そ
の

影
響
が
広
が
っ
た
こ
と
が
特
徴
と
い
え
る
。

九
月
に
入
り
、
梅
雨
前
線
に
よ
る
降
雨
に
よ
り
関

東
以
北
で
渇
水
状
態
を
脱
し
、
九
月
末
に
は
台
風
二

六
号
の
影
響
に
よ
り
中
部
、
近
畿
地
方
で
ま
と
ま
っ

た
降
雨
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
厳
し

い
状
況
を
脱
し
た
が
、
中
国
、
四
国
、
九
州
で
は
引

き
続
き
厳
し
い
渇
水
状
況
に
あ
る
地
域
が
あ
る
。

二

渇
水
に
よ
る
被
害

こ
の
渇
水
は
国
民
生
活
、
産
業
活
動
等
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
。

渇
水
の
深
刻
な
地
域
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
に

と
っ
て
の
最
も
大
き
な
影
響
と
し
て
、
日
常
生
活
に

お
け
る
炊
事
、
洗
濯
、
水
洗
ト
イ
レ
の
使
用
な
ど
に

　　
　

　　

　　
　

　

活
給
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写真 1 生活用水確保のための労働増
(給水車より給水を受ける市民)

全
国
の
渇
水
の
概
況



　
　
　

、

飲

　
　

　
　
　
　
　

“

真

｣
、
写

　
　
　　 　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

生活用水確保のための投資

写真 5 営業に必要な用水を確保するための労働増/投資
(ポンプの給水で洗髪する理髪店)

不
便
を
強
い
ら
れ
て
い
る

(写
真
1
5
3
)。
ま
た
、

小
、
中
学
校
、
幼
稚
園
等
の
プ
ー
ル
の
使
用
禁
止
、

病
院
に
お
け
る
使
い
捨
て
食
器
の
利
用
、
救
急
以
外

の
手
術
の
制
限
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
。

都
市
活
動
に
つ
い
て
も
、
喫
茶
店
、
飲
食
店
な
ど

で
は
、
営
業
時
間
短
縮
、
休
業
に
踏
み
切
る
店
が
相

次
い
だ
ほ
か

(写
真
4
)、
理
髪
店
で
汲
み
置
き

水
で
洗
髪
す
る
な
ど
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た

(写
真

5
)。
ま
た
、
温
泉
で
は
、
一
旦
入
浴
時
間
を
短
縮

し
た
と
こ
ろ
入
浴
客
が
激
減
し
、
慌
て
て
断
水
時
間

中
は
お
湯
だ
け
で
も
出
る
よ
う
に
し
て
平
常
営
業
に

写真 4 水利用を制限されることによる減収
(休業に追い込まれたうどん屋)

くボトルウオーター〉 の購入)

写真 2 生活用水確保のための投資
(ポリタンク等の購入)



戻
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

産
業
に
対
す
る
影
響
と
し
て
は
、
大
量
の
水
を
使

用
す
る
製
鉄
会
社
、
鉄
鋼
会
社
に
お
け
る
減
産
、
圧

延
ラ
イ
ン
の
部
分
休
止
、
自
動
車
部
品
会
社
、
製
紙

会
社
、
化
学
品
会
社
の
生
産
調
整
、
操
業
短
縮
が
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
ビ
ー
ル
工
場
な
ど
で
は
、
異
常
な

猛
暑
で
需
要
が
大
幅
に
伸
び
て
い
な
が
ら
、
製
造
を

半
減
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
用
水
用
途
毎
に
ま
と
め
る
と
、
そ
の
概
要

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

水
道
用
水

一
〇
月
一
二
日
ま
で
の
累
計
で
は
、
四
一
都
道
府

県
、
四
九
四
市
区
町
村
、
約
一
、
五
六
二
万
人

(時

間
給
水
八
一
一
万
人
、
減
圧
給
水
七
五
一
万
人
)
と

な
り
、
昭
和
五
三
年
の
記
録
を
更
新
し
、
過
去
最
大

の
影
響
と
な

っ
て
い
る

(図
1
)
。

な
お
、
一
〇
月
一
八
日
現
在
で
は
、
一
三
府
県
、

一
〇
六
市
町
村
、
約
五
五
五
万
人
が
影
響
を
受
け
て

お
り
、
こ
の
う
ち
時
間
給
水
は
、
三
九
市
町
村
、
二

八
三
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

減圧給水実施市区町村図、と
計　

　
　
　

　

　
　

　
　

碑市
n
】　　

図

2

工
業
用
水

今
年
の
渇
水
に
よ
っ
て
、
八
○
を
超
え
る
工
業
用

水
道
に
お
い
て
取
水
制
限
が
行
わ
れ
、
工
業
用
水
道

事
業
者
数
で
み
た
場
合
、
約
三
分
の
一
の
事
業
者
が
、

刃 道行セ 94.11
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受
水
企
業
数
で
み
た
場
合
、
概
ね
半
数
の
企
業
が
影

響
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
一
〇
月
四
日
現
在
で
は
、

中
部
地
方
か
ら
九
州
地
方
に
か
け
て
、
五
一
の
工
業

用
水
道
に
お
い
て
引
き
続
き
取
水
制
限
が
行
わ
れ
て

い
る
。
特
に
愛
知
県
及
び
岡
山
県
に
お
い
て
は
生
産

調
整
ま
た
は
一
部
生
産
ラ
イ
ン
の
停
止
を
行
っ
た
企

業
が
続
出
し
た
。

3

農
業
用
水

北
海
道
地
方
か
ら
九
州
地
方
に
か
け
て
農
業
用
水

の
一
0
%
-
八
0
%
の
節
水
を
行
っ
て
い
る
が
、
渇

水
に
よ
る
影
響
だ
け
で
は
な
く
猛
暑
に
よ
る
も
の
も

含
み
、
野
菜
類
･
果
樹
類
の
肥
大
不
良
･
落
果
、
水

稲
へ
の
被
害
な
ど
一
、
一
三
〇
億
円

(
一
〇
月
七
日

現
在
)
の
被
害
が
出
て
い
る

(写
真
6
)。

三

各
地
の
状
況

ー

東
北
地
方

上
水
道
に
つ
い
て
は
、
地
下
水
位
の
低
下
等
に
よ

る
取
水
障
害
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
市
町
村
は
あ
っ

た
が
、
一
級
水
系
か
ら
の
取
水
制
限
等
に
よ
る
直
接

的
な
被
害
は
な
か
っ
た
。

農
水
に
つ
い
て
は
、
北
上
川
水
系
、
雄
物
川
水
系
、

名
取
川
水
系
、
赤
川
水
系
の
一
〇
地
域
に
お
い
て
番

写真 6 農業用水を制限されることによる減収
(潅油用水の不足による稲の立ち枯れ)

鵞

′
、

-
用
用

　　
　
　　
　
　

　
　
　
　

　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　

水
制
を
実
施
し
、
取
水
の
確
保
に
あ
た
っ
た
。

発
電
関
係
で
は
、
北
上
川
水
系
、
名
取
川
水
系
、

阿
武
隈
川
水
系
、
鳴
瀬
川
水
系
の
一
七
発
電
所
に
お

い
て
、
流
量
の
減
少
に
よ
り
発
電
を
停
止
し
た
。

2

関
東
地
方

利
根
川
水
系

(関
係
地
域
…
東
京
都
、
埼
玉
県
、

千
葉
県
、
群
馬
県
、
栃
木
県
、
茨
城
県
)
で
は
上
流

ダ
ム
群
の
貯
水
率
が
低
下
し
た
た
め
、
七
月
二
二
日

に
よ
り
取
水
制
限
が
実
施
さ
れ
、
八
月
一
六
日
か
ら

二
一
日
ま
で
は
三
0
%
の
取
水
制
限
と
な
っ
た
。
八

月
二
〇
日
以
降
は
断
続
的
な
降
雨
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
取
水
制
限
を
緩
和
し
、
九
月
八
日
か
ら
一
時
的

な
取
水
制
限
解
除
に
入
り
、
九
月
一
九
日
に
そ
の
ま

ま
全
面
解
除
に
移
行
し
た
。

東
京
都
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
で
は
、
地
域
に
よ
っ

て
多
少
異
な
る
が
七
月
二
二
日
か
ら
概
ね
八
月
末
ま

で
減
圧
給
水
が
実
施
さ
れ
た
。
(東
京
都
で
は
、
最

大
一
五
%
の
減
圧
給
水
を
実
施
。)

3

北
陸
地
方

信
濃
川
水
系
、
阿
賀
野
川
水
系
等
で
流
況
の
悪
化

に
よ
り
取
水
障
害
が
生
じ
た
。

信
濃
川
で
は
、
七
月
三
〇
日
に
よ
り
上
水
を
除
く

暫
定
水
利
権
者
に
対
し
、
三
0
%
の
取
水
制
限
を
実

施
、
八
月
六
日
に
は
五
0
%
に
強
化
し
た
p
さ
ら
に



八
月
三
一日
か
ら
一
九
日
ま
で
は
、
流
況
の
改
善
の

た
め
、
北
陸
電
力
黒
又
ダ
ム
の
発
電
用
水
を
緊
急
放

流
し
た
。

4

東
海
地
方

木
曽
川
水
系

(関
係
地
域
…
岐
阜
県
、
愛
知
県
、

三
重
県
)、
矢
作
川
水
系

(関
係
地
域
…
愛
知
県
)

等
に
お
け
る
ダ
ム
の
貯
水
率
が
低
下
し
た
た
め
、
五

月
三
〇
日
の
矢
作
ダ
ム
を
皮
切
り
に
、
木
曽
川
水
系

牧
尾
ダ
ム
、
岩
屋
ダ
ム
、
阿
木
川
ダ
ム
及
び
横
山
ダ

ム
、
豊
川
、
天
竜
川
、
大
井
川
、
櫛
田
川
、
雲
出
川

に
お
い
て
取
水
制
限
が
実
施
さ
れ
た
。

木
曽
川
水
系
で
は
、
六
月
一
日
に
取
水
制
限
が
開

始
さ
れ
、
八
月
二
二
日
か
ら
八
月
末
の
最
大
時
に
は
、

上
水
三
五
%
、
農
･
工
水
六
五
%
の
取
水
制
限
と
な
っ

た
。
こ
の
結
果
、
東
海
市
、
半
田
市
等
二
一
市
町
で

八
月
一
七
日
よ
り
時
間
給
水
に
入
り
、
八
月
二
一
日

よ
り
三
〇
日
ま
で
三
一時
間
給
水
を
実
施
し
た
。
そ

の
後
、
岐
阜
県
の
一
部
を
含
め
、
二
四
市
町
で
減
圧

給
水
を
実
施
し
て
い
た
が
、
一
〇
月
二
四
日
現
在
、

給
水
制
限
は
解
除
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
岩
屋
ダ
ム
、
牧
尾
ダ
ム
及
び
阿
木
川
ダ
ム

で
は
、
八
月
五
日
に
貯
水
が
枯
渇
、
こ
れ
に
対
処
す

る
た
め
中
部
電
力
、
関
西
電
力
の
発
電
用
水
の
緊
急

放
流
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
味
噌
川
ダ
ム
は
、
試
験

湛
水
中
の
貯
留
水
の
緊
急
放
流
を
実
施
し
た
。

九
月
に
入

っ
て
か
ら
の
降
雨
に
よ
り
、
九
月
二
〇

日
に
矢
作
川
水
系
、
天
竜
川
水
系
で
、
一
〇
月
一
日

に
は
大
井
川
水
系
で
取
水
制
限
が
全
面
解
除
さ
れ
た
。

一
〇
月
二
四
日
現
在
、
木
曽
川
水
系
で
上
水
一
0

%
、
農
･
工
水
二
○
%
、
豊
川
水
系
で
上
水
五
%
、

農
･
工
水
一
0
%
の
取
水
制
限
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

5

近
畿
地
方

淀
川
水
系
(関
係
地
域
…
滋
賀
県
、
大
阪
府
、
京

都
府
、
兵
庫
県
)、
加
古
川
水
系
(関
係
地
域
…
兵
庫

県
)等
に
お
け
る
流
況
の
悪
化
、
ダ
ム
貯
水
率
の
低

下
の
た
め
、
七
月
九
日
の
淀
川
水
系
木
津
川
の
室
尾

ダ
ム
を
は
じ
め
、
淀
川
水
系
木
津
川
、
猪
名
川
、
琵

琶
湖
、
淀
川
中
下
流
、
木
ノ
川
水
系
、
加
古
川
水
系
、

揖
保
川
水
系
に
お
い
て
取
水
制
限
が
実
施
さ
れ
た
。

琵
琶
湖
で
は
水
位
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
り
、
八

月
二
二
日
か
ら
淀
川
中
下
流
地
域
に
お
い
て
取
水
制

限
が
開
始
さ
れ
、
九
月
一
〇
目
か
ら
は
二
0
%
の
取

水
制
限
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
九
月
一
五
日
に
は
、

△
-
･
一
ニ
ニ
m
の
過
去
最
低
水
位
を
記
録
し
た
が
、

九
月
一
六
日
か
ら
の
降
雨
、
台
風
二
六
号
に
よ
る
降

雨
に
よ
り
水
位
が
回
復
し
た
こ
と
に
よ
り
一
〇
月
四

日
に
全
面
的
に
取
水
制
限
が
解
除
さ
れ
た
。

な
お
、
一
〇
月
二
四
日
現
在
、
淀
川
水
系
猪
名
川

に
お
い
て
は
、
上
水
三
0
%
、
農
水
四
0
%
の
取
水

制
限
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

6

中
国
地
方

太
田
川
水
系

(関
係
地
域
"
広
島
県
)、
芦
田
川

水
系

(関
係
地
域
…
広
島
県
)、
高
梁
川
水
系

(関

係
地
域
"
岡
山
県
)
等
に
お
け
る
流
況
の
悪
化
、
ダ

ム
貯
水
率
の
低
下
の
た
め
、
七
月
七
日
の
芦
田
川
水

系
を
皮
切
り
に
太
田
川
水
系
、
高
梁
川
水
系
、
吉
井

川
水
系
、
旭
川
水
系
、
佐
波
川
水
系
に
お
い
て
取
水

制
限
が
実
施
さ
れ
た
。

太
田
川
で
は
、
最
大
時
で
上
水
二
七
%
、
農
･
工

水
六
0
%
の
取
水
制
限
と
な
り
、
広
島
市
の
時
間
給

水
は
避
け
ら
れ
た
も
の
の
、
九
市
町
に
お
い
て
時
間

給
水
、
二
五
市
町
に
影
響
が
出
た
。

高
梁
川
で
は
、
最
大
時
で
上
水
五
0
%
、
農
水
九

○
%
、
工
水
七
○
%
の
取
水
制
限
と
な
り
、
倉
敷
市

で
八
時
間
給
水
等
一
〇
市
町
村
で
時
間
給
水
と
な
っ

た
。台

風
二
六
号
に
よ
る
降
雨
に
よ
り
、
取
水
制
限
率

が
緩
和
さ
れ
た
も
の
の
、
一
〇
月
二
四
日
現
在
、
高

梁
川
、
太
田
川
、
芦
田
川
、
佐
波
川
に
お
い
て
引
き

続
き
取
水
制
限
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

7

四
国
地
方

吉
野
川
水
系

(関
係
地
域
"
香
川
県
、
徳
島
県
)、

重
信
川
水
系

(関
係
地
域
…
愛
媛
県
)
等
に
お
け
る

ダ
ム
の
貯
水
率
が
低
下
し
た
た
め
、
六
月
二
五
日
か

ら
重
信
川
水
系
石
手
川
を
は
じ
め
、
吉
野
川
水
系
吉

70 道行セ 94.11

特集/ 道路と渇水対策



野
川
及
び
銅
山
川
、
仁
淀
川
、
物
部
川
、
那
賀
川
に

お
い
て
取
水
制
限
が
実
施
さ
れ
た
。

吉
野
川
で
は
、
六
月
二
九
日
に
よ
り
取
水
制
限
を

開
始
し
、
七
月
一
六
日
に
は
香
川
用
水
に
対
し
、
七

五
%
の
取
水
制
限
と
な
っ
た
。
七
月
二
四
日
に
は
早

明
浦
ダ
ム
が
枯
渇
、
二
四
、
二
五
日
に
発
電
用
水
の

緊
急
放
流
を
実
施
し
た
。
そ
の
後
、
台
風
七
号
及
び

一
四
号
に
よ
る
降
雨
に
よ
り
、
早
明
浦
ダ
ム
の
貯
水

量
が
回
復
し
た
こ
と
に
よ
り
、
八
月
一
九
日
に
取
水

制
限
が
解
除
さ
れ
た
が
、
八
月
三
一
日
に
よ
り
再
度

取
水
制
限
を
再
開
、
台
風
二
六
号
に
よ
る
降
雨
で
貯

水
量
が
あ
る
程
度
回
復
し
た
が
、
一
〇
月
一
日
以
降

香
川
用
水
三
○
%
、
徳
島
用
水
一
七
･
六
%
の
取
水

制
限
を
実
施
し
て
い
る
。
高
松
市
等
一
九
市
町
で
は

五
時
間
給
水
な
ど
合
計
で
六
〇
日
を
超
え
る
時
間
給

水
が
実
施
さ
れ
た
が
、
一
〇
月
一
日
以
降
減
圧
給
水

に
緩
和
さ
れ
た
。

石
手
川
で
は
、
六
月
二
五
日
よ
り
取
水
制
限
を
開

始
し
、
八
月
一
日
に
は
上
水
四
二
%
、
農
水
六
七
%
、

潅
漉
四
二
%
の
取
水
制
限
と
な
っ
た
。
八
月
二
六
日

に
は
石
手
川
ダ
ム
の
利
水
容
量
が
枯
渇
し
た
た
め
、

ダ
ム
湖
底
部
留
水
の
緊
急
放
流
を
実
施
し
た
が
、
九

月
二
五
日
に
は
こ
れ
も
枯
渇
、
仁
淀
川
水
系
面
河
ダ

ム
に
よ
り
松
山
市
上
水
の
補
給
す
る
運
用
を
開
始
し

た
。そ

の
後
、
台
風
二
六
号
に
よ
る
降
雨
に
よ
り
ダ
ム

湖
底
部
か
ら
の
貯
留
水
が
回
復
し
、
現
在
は
、
こ
の

貯
留
水
か
ら
補
給
を
実
施
し
て
い
る
。
松
山
市
は
七

月
二
六
日
よ
り
時
間
給
水
を
実
施
し
て
お
り
、
八
月

二
一
日
か
ら
は
五
時
間
給
水
が
続
い
て
い
た
が
、
貯

水
量
等
の
回
復
に
よ
り
一
〇
月
二
二
日
か
ら
八
時
間

給
水
と
な

っ
て
い
る
o

8

九
州
地
方

筑
後
川
水
系

(関
係
地
域
"
福
岡
県
、
佐
賀
県
)

の
江
川
･
寺
内
ダ
ム
の
貯
水
率
が
低
下
し
た
た
め
、

七
月
八
日
よ
り
取
水
制
限
が
開
始
さ
れ
、
八
月
二
三

日
か
ら
は
ダ
ム
等
の
利
水
者
に
つ
い
て
六
三
%
の
取

水
制
限
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
九
月

一
日
か
ら
は
、

松
原
･
下
筌
ダ
ム
の
発
電
用
水
、
寺
内
ダ
ム
の
ダ
ム

湖
底
部
貯
留
水
を
含
め
総
合
的
な
運
用
を
開
始
し
た
。

そ
の
後
も
ま
と
ま
っ
た
降
雨
が
な
く
、
江
川
ダ
ム
の

一
部
の
特
定
容
量
を
除
き
枯
渇
状
態
と
な
っ
た
た
め
、

一
〇
月
六
日
よ
り
暫
定
的
に
河
川
の
自
流
取
水
の
み

に
よ
り
対
処
し
て
い
る
o

こ
れ
に
伴
っ
て
、
福
岡
市
等
二
○
市
町
村
で
時
間

給
水
を
実
施
。
福
岡
市
で
は
、
八
月
四
日
よ
り
夜
間

六
時
間
断
水
を
開
始
、
九
月
一
日
か
ら
は
夜
間
一
二

時
間
断
水
と
な
っ
て
い
る
。

一
今
般
の
渇
水
で
緊
急
的
に
実
施
し
て

い
る
渇
水
対
策

今
回
の
全
国
的
規
模
の
渇
水
に
対
し
、
建
設
省
で

は
本
省
及
び
全
国
八
つ
の
地
方
建
設
局
全
て
に
渇
水

対
策
本
部
を
設
置
し
、
水
系
毎
に
渇
水
対
策
協
議
会

等
を
開
催
し
、
渇
水
調
整
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

電
力
会
社
に
対
し
て
、
発
電
用
水
へ
の
緊
急
放
流
、

放
流
調
整
の
要
請
を
す
る
な
ど
、
緊
急
的
な
水
資
源

対
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
下
水
処
理
水
の
有
効

活
用
等
、
節
水
対
策
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
る
。

1

渇
水
対
策
本
部
の
設
置
等

①

渇
水
対
策
本
部
の
設
置

地
方
建
設
局
で
は
、
五
月
三
一
日
の
中
部
に

は
じ
ま
り
、
七
月
二
八
日
の
東
北
を
最
後
に
全

地
方
建
設
局
に
渇
水
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
全
地
方
建
設
局
の
対
応
と
な
っ
た

の
は
、
建
設
省
設
置
以
来
初
め
て
の
事
で
あ
る
。

ま
た
、
本
省
で
は
、
六
月
七
日
に
渇
水
対
策
本

部
を
設
置
し
た
。

②

渇
水
調
整
の
実
施

渇
水
対
策
の
取
り
組
み



2

緊
急
的
な
水
需
要
対
策

渇
水
状
況
が
厳
し
く
、
ダ
ム
が
枯
渇
し
て
し
ま
う

よ
う
な
深
刻
な
渇
水
の
河
川
で
は
、
電
力
会
社
に
対

し
、
関
連
水
系
の
電
力
ダ
ム
の
発
電
用
水
の
緊
急
放

流
、
放
流
調
整
を
要
請
し
、
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に

状
況
に
応
じ
て
、
通
常
は
利
水
の
対
象
と
し
な
い
ダ

ム
湖
底
部
貯
留
水

(堆
砂
容
量
等
)
の
緊
急
放
流
を

行

っ
て
い
る
。

①

発
電
用
水
の
緊
急
放
流
、
放
流
調
整
の
要
請

②

ダ
ム
湖
底
部
貯
留
水

(堆
砂
容
量
等
)
の
緊

急
的
活
用

3

緊
急
的
節
水
対
策
等

ま
た
、
限
ら
れ
た
河
川
水
、
ダ
ム
貯
水
を
有
効
に

利
用
す
る
た
め
、
関
係
機
関
の
協
力
に
よ
り
、
下
水

処
理
水
の
有
効
利
用
、
節
水
対
策
等
の
取
り
組
み
が

な
さ
れ
て
い
る
。

①

下
水
処
理
水
の
有
効
利
用

･
地
方
自
治
体
の
下
水
道
部
局
に
対
し
下
水
処

理
水
の
有
効
利
用
の
協
力
要
請

･
一
般
国
道
の
維
持
管
理

(路
面
撒
水
及
び
植

栽
管
理
)
に
お
け
る
下
水
処
理
水
等
の
利
用

･
公
園
等
の
維
持
管
理
に
お
け
る
下
水
処
理
水

の
利
用

･
工
業
用
水
及
び
農
業
用
水
へ
の
下
水
処
理
水

の
利
用

②

公
共
施
設
に
お
け
る
節
水

･
国
営
公
園
等
に
お
け
る
節
水

･
道
路
維
持
管
理
に
お
け
る
節
水

･
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
(S
A
)、
パ
ー

キ
ン
グ
エ
リ
ア
(P
A
)
に
お
け
る
節
水

･
庁
舎
に
お
け
る
節
水

③

建
設
業
界
団
体
へ
の
建
設
現
場
に
お
け
る
節

水
協
力
要
請

④

道
路
撒
水
車
の
給
水
車
と
し
て
の
自
治
体
へ

の
応
援

⑤

渇
水
情
報
の
提
供

(河
川
情
報
セ
ン
タ
ー
の
活
用
)

二

中
長
期
的
な
渇
水
対
策
の
取
り
組
み

本
年
の
渇
水
及
び
そ
の
影
響
の
深
刻
化
を
鑑
み
、

政
府
に
お
い
て
は
、
九
省
庁
か
ら
な
る
関
係
省
庁
渇

水
連
絡
会
議
を
随
時
開
催
す
る
と
と
も
に
、
渇
水
問

題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
合
を
開
催
し
た
。
こ
れ
ら

の
議
論
を
踏
ま
え
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
政
府
と

し
て
の
渇
水
対
策
を
取
り
ま
と
め
た
。

そ
の
取
り
組
み
の
基
本
的
認
識
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

渇
水
に
強
い
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、

『渇
水
に
強
い
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
総
合
的

な
渇
水
対
策
』

ま
ず
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
に
、
再
利
用
の
推

進
、
節
水
の
推
進
等
有
限
の
水
資
源
を
最
大
限

効
率
的
に
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
を
組
み
込
む
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
市

民
生
活
や
社
会
活
動
の
中
で
種
々
の
施
策
の
展

開
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
節
水
型
社
会
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
前
提
と
し
て
も
、
生
活
水
準
の
高
度
化

等
に
よ
り
水
需
要
の
増
加
が
今
後
も
予
想
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
現
行
の
水
供
給
安
全
度
が
、

近
年
の
少
雨
化
傾
向
等
に
よ
り
低
下
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
水
需
要
対
策
と
し
て
の
水
資
源
開

発
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
節
水
型
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構

築
と
水
資
源
開
発
を
車
の
両
輪
と
し
た
総
合
的

な
渇
水
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
認
識
の
も
と
、
以
下
の
施
策
を
講
じ
る
こ
と

と
し
て
い
る

(図
2
)。

1

節
水
型
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築

水
資
源
の
開
発
は
、
安
定
し
た
水
供
給
体
制
を
確

立
す
る
う
え
で
、
最
も
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

経
済
社
会
や
国
民
生
活
が
高
度
化
し
て
い
る
中
で
、

今
後
、
渇
水
に
対
し
て
真
に
強
じ
ん
な
国
土
を
築
い

て
い
く
た
め
に
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
節
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に扇町;而罫い社会を構築するための壁金的幽霊皇』

瞳に露三雲テニ膚庁システムの議す室蘭 『要三需要塁□割 に霜着意言の蒿巨霊一計
l下水処理水の有効利用 = 飜磁宅･建築物の I l梃謨鸚孃活用等l -振盪煮磁I
･下水処理水の雑用水等 ･税制上の優遇 ･既設ダムの有効利用等 ･節水型生活指針の作成への供給 国魁特例j措置 ‐水意讃の高揚

-節水型社会資本整備の = 節水型まちづの推進1

L安定的な水資源の確保 !
-節水型機器の普及 -

推進 ･讓燿概請稀鞠翌 .節水型トイ“、節水 R 等

-既設施設の有効活用等 lによる緊急対策

･既設ダムの有効利用等

安定的な水資源の確保

　　　　　　　　
効率的な水管理

･複数ダムのプール運用等

水利用の合理化

･余剰農水の合理的転用

異 常 渇 水 対 策

･渇水対策ダム等

る
　
　

　
　
図

水
型
の
構
造
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
に
は
、
都
市
内
の
安
定
的
な
水
資
源
で

あ
る
下
水
処
理
水
や
貴
重
な
水
資
源
で
あ
る
雨
水
な

ど
の
有
効
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
き
め
細
か
な
節

水
対
策
等
に
よ
る
水
需
要
の
適
正
化
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
節
水
型
社
会
シ
ス
テ

ム
の
構
築
を
目
指
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
施
策
を
推

進
し
て
い
く
o

の

下
水
処
理
水
の
有
効
活
用

下
水
処
理
水
を
水
洗
ト
イ
レ
用
水
や
撒
水
等
の
雑

用
水
等
と
し
て
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
送
水
管
、

高
度
処
理
施
設
等
の
整
備
を
行
う
再
生
水
利
用
下
水

道
事
業
を
強
力
に
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
道
路
、
公
園
等
に
お
け
る
撒
水
･
植
栽

管
理
や
、
官
庁
施
設
、
工
業
用
水
へ
の
供
給
な
ど
、

下
水
処
理
水
の
幅
広
い
活
用
を
進
め
て
い
く
。

②

節
水
型
住
宅
･
建
築
物
の
建
設
促
進

雨
水
･
排
水
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
雨
水
貯

留
施
設
や
排
水
再
利
用
施
設
な
ど
を
設
置
し
た
住
宅
･

建
築
物
の
建
設
を
促
進
す
る
た
め
、
以
下
の
施
策
を

推
進
す
る
。

①

税
制
上
の
優
遇

排
水
の
再
利
用
施
設
に
対
す
る
所
得
税
･
法

人
税
の
特
別
償
却

(雨
水
貯
留
施
設
等
に
対
す
る
所
得
税
･
法

人
税
の
特
別
償
却
、
固
定
資
産
税
の
軽
減

措
置
に
つ
い
て
平
成
七
年
度
税
制
改
正
要

望
中
)

②

雨
水
利
用
設
備
設
置
工
事
に
対
す
る
住
宅
金

融
公
庫
の
割
増
融
資

(割
増
額
五
〇
万
円
/
戸
)

③

雨
水
･
排
水
の
有
効
活
用
を
図
る
建
築
物
へ

の
日
本
開
発
銀
行
の
低
利
融
資

(平
成
七
年
度
拡
充
要
求
中
)

④

中
水
道
施
設
な
ど
を
設
置
し
た
建
築
物
に
対

す
る
容
積
率
の
特
例
の
活
用

③

節
水
型
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

①

計
画
的
な
開
発
地
区
に
お
い
て
、
下
水
処
理

水
の
有
効
活
用
や
、
雨
水
･
排
水
の
有
効
活
用

を
図
る
住
宅
等
の
供
給
な
ど
の
計
画
的
な
推
進

を
図
る
。

②

市
街
地
開
発
事
業
に
お
い
て
、
雨
水
･
排
水

再
利
用
施
設
の
整
備
を
行
う
。

③

土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
お
い
て
、
老

朽
水
道
管
を
一
括
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水

道
管
か
ら
の
漏
洩
を
防
止
す
る
。

印

節
水
型
社
会
資
本
整
備
の
推
進

①

道
路
に
お
け
る
取
り
組
み

道
路
の
撒
水
や
植
栽
管
理
の
水
源
の
、
上
水

道
か
ら
下
水
処
理
水
等
へ
の
切
り
替
え
を
逐
次

実
施
す
る
。



ま
た
、
道
路
に
お
け
る
節
水
対
策
を
進
め
る

2

水
需
要
対
策

た
め
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
等
の
休
憩
施
設
に
お

け
る
手
洗
い
蛇
口
の
自
動
セ
ン
サ
ー
化
、
小
便

器
の
洗
浄
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ル
ブ
化
を
行
う
と

と
も
に
、
地
域
の
気
候
風
土
に
適
し
た
耐
乾
性

の
街
路
樹

(イ
チ
ョ
ウ
、
マ
テ
バ
シ
イ
等
)
の

活
用
を
進
め
る
o

②

公
園
に
お
け
る
取
り
組
み

公
園
の
撒
水
や
植
栽
管
理
の
水
源
の
、
上
水

道
か
ら
下
水
処
理
水
等
へ
の
切
り
替
え
を
逐
次

実
施
す
る
。
ま
た
、
雨
水
浸
透
ま
ず
等
に
よ
る

雨
水
等
の
地
下
水
へ
の
還
元
や
公
園
内
で
の
水

循
環
利
用
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
。

③

官
庁
施
設
に
お
け
る
取
り
組
み

官
庁
施
設
に
お
い
て
、
先
導
的
な
取
り
組
み

を
進
め
る
観
点
か
ら
、
霞
ヶ
関
地
区
や
主
要
な

合
同
庁
舎
に
お
い
て
雨
水
･
排
水
の
有
効
活
用

を
図
る
た
め
の
施
設
の
整
備
を
強
力
に
推
進
す

る
%ま

た
、
節
水
型
便
器
等
の
設
備
の
導
入
を
進

め
て
い
く
。
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④

公
営
住
宅
、
公
団
住
宅
及
び
公
社
住
宅
に
お

　

　
　
　
　
　

け
る
取
り
組
み

公
営
住
宅
、
公
団
住
宅
及
び
公
社
住
宅
に
お

い
て
、
節
水
型
便
器
等
節
水
型
住
宅
設
備
の
設

置
を
進
め
る
o

今
年
の
渇
水
に
鑑
み
、
緊
急
的
な
対
策
と
し
て
、

既
設
ダ
ム
等
の
既
存
水
資
源
開
発
施
設
を
改
良
し
、

ま
た
は
、
こ
れ
ら
を
有
効
に
活
用
す
る
等
渇
水
被
害

の
軽
減
に
努
め
る
。

ま
た
、
中
長
期
的
な
目
標
と
し
て
、
二
一
世
紀
初

頭
ま
で
に
、
各
地
域
で
生
じ
た
過
去
の
主
要
な
渇
水

に
ほ
ぼ
対
応
で
き
る
よ
う
、
ダ
ム
等
か
ら
の
補
給
可

能
日
数

(全
量
の
上
水
道
用
水
を
ダ
ム
か
ら
補
給
す

る
と
し
た
場
合
の
確
保
可
能
日
数
)
を
現
在
の
お
お

む
ね
二
倍
と
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
安
定
的
な
水
資

源
の
確
保
及
び
効
率
的
な
水
管
理
に
努
め
る
。

さ
ら
に
、
社
会
、
経
済
の
変
化
に
応
じ
た
合
理
的

な
水
利
用
を
進
め
る
と
と
も
に
、
異
常
渇
水
時
に
お

い
て
も
深
刻
な
被
害
を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
異
常
渇

水
対
策
を
実
施
し
て
い
く
。

の

既
設
施
設
の
有
効
活
用
等
に
よ
る
緊
急
対
策

①

既
設
ダ
ム
の
有
効
利
用

･
ダ
ム
群
の
連
携

(図
3
)

隣
接
す
る
既
設
ダ
ム
群
を
連
絡
水
路
で
連
結

し
、
無
効
放
流
を
他
ダ
ム
に
貯
留
す
る
こ
と
に

よ
り
既
設
ダ
ム
容
量
の
有
効
活
用
を
行
う
。

[新
規
要
求
]

･
ダ
ム
の
再
開
発

(図
4
)

既
設
ダ
ム
の
嵩
上
げ
、
貯
水
池
内
の
浚
漂
等

に
よ
り
、
ダ
ム
容
量
を
増
加

(再
開
発
)
し
、

新
た
な
水
資
源
の
確
保
を
渇
水
地
域
で
重
点
的

に
図
る
。

･
ダ
ム
湖
底
部
貯
留
水
の
利
用

(図
5
)

通
常
で
は
取
水
で
き
な
い
ダ
ム
湖
底
部
の
貯

留
水
を
取
水
す
る
た
め
の
放
流
管
及
び
汲
み
上

げ
ポ
ン
プ
の
設
置
等
の
新
規
実
施
に
よ
り
緊
急

的
な
水
の
利
用
を
図
る
。

②

生
活
用
水
の
緊
急
確
保
方
策
の
策
定

全
国
の
主
要
地
域
に
お
い
て
、
関
係
自
治
体

等
と
協
力
し
て
、
渇
水
状
況
に
応
じ
た
地
域
毎 図 3 ダム群連携
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図 4 ダム再開発

治水 ･利水のための
有効貯水容量 (計画

. 堆砂容量 (計･画上)
堆
の

緊急的に
利用可能な貯水容量 .･d新設の放流管

A .放流管の新設による利用

治水 ･利水のための
有効貯水容量 (計画上)9

物理的に
利用可能な貯水容量

既設の放流管

　　　　 　　　緊急的に

汲み上げポンプ

B ,汲み上げポンプ設置による利用

図 5 ダム湖底部の貯留水利用



の
生
活
用
水
の
緊
急
確
保
策
を
取
り
ま
と
め
、

異
常
渇
水
時
に
備
え
る
。

②

安
定
的
な
水
資
源
の
確
保

①

渇
水
頻
発
地
域
で
の
水
資
源
開
発
施
設
の
前

倒
し
実
施
等

･
整
備
中
ダ
ム
の
重
点
実
施

水
資
源
開
発
は
長
年
月
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、

長
期
的
な
展
望
の
も
と
に
、
計
画
的
･
先
行
的

に
実
施
し
て
い
る
が
、
特
に
渇
水
の
頻
発
し
て

い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
整
備
中
の
ダ
ム
を
前

倒
し
で
重
点
的
に
推
進
す
る
。

･
不
安
定
取
水
の
解
消

増
加
を
続
け
る
水
需
要
に
対
し
て
、
水
資
源

開
発
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、
河
川
の
流
量
が
豊

富
に
あ
る
と
き
し
か
取
水
で
き
な
い
不
安
定
取

水
が
多
く
存
在

(首
都
圏
で
は
、
都
市
用
水
の

二
割
が
不
安
定
取
水
)
し
て
い
る
。
こ
の
不
安

定
取
水
が
、
渇
水
時
の
利
水
安
定
度
を
低
下
さ

せ
て
い
る
た
め
、
水
資
源
開
発
の
重
点
的
推
進

に
よ
り
、
安
定
し
た
取
水
の
確
保
を
図
る
。

･
き
め
細
か
な
水
資
源
開
発

半
島
、
島
し
ょ
部
、
山
間
地
域
等
不
安
定
な

水
資
源
に
依
存
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
も
安

定
し
た
取
水
が
行
え
る
よ
う
、
小
規
模
生
活
ダ

ム
の
整
備
等
き
め
細
か
な
水
資
源
の
確
保
を
図

ろ
↓0

②

地
下
水
の
保
全
と
利
用

透
水
性
舗
装
や
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
整
備

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
下
水
の
保
全
に
努
め

つ
つ
、
異
常
渇
水
時
に
も
適
正
利
用
が
図
れ
る

よ
う
、
年
間
採
取
量
の
配
分
量
等
の
検
討
を
行

　　　
　

③

効
率
的
な
水
管
理

①

複
数
ダ
ム
の
プ
ー
ル
運
用

異
常
渇
水
時
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
水
資
源

を
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
、
利
水
者
等
の
協

力
を
得
て
、
発
電
ダ
ム
を
含
む
複
数
の
ダ
ム
を

一
体
的
に
運
用
す
る
方
式

(プ
ー
ル
運
用
)
を

各
水
系
で
実
施
す
る
。

②

適
正
な
取
水
を
効
率
よ
く
推
進
す
る
た
め
の

施
設
の
改
善
。

渇
水
時
に
お
い
て
、
上
流
ダ
ム
で
放
流
し
た

水
が
下
流
の
取
水
地
点
に
到
達
し
な
い
な
ど
、

下
流
の
取
水
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
堰
に
低

水
ゲ
ー
ト
等
を
設
置
し
、
効
率
よ
く
適
正
に
下

流
で
の
取
水
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、

取
水
量
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
、
取
水
量
等

の
把
握
を
行
う
テ
レ
メ
ー
タ
等
の
情
報
機
器
の

整
備
を
図
る
。

複
数
散
在
す
る
取
水
施
設
を
統
廃
合
す
る
こ

と
に
よ
り
、
適
正
か
つ
効
率
的
な
取
水
及
び
施

設
管
理
を
行
え
る
よ
う
合
ロ
化
を
推
進
す
る
。

燭

水
利
用
の
合
理
化

･
余
剰
農
水
の
合
理
的
転
用

社
会
、
経
済
の
変
化
と
と
も
に
農
地
等
が
宅

地
等
へ
変
豹
す
る
な
ど
、
水
の
利
用
形
態
も
変

化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
余
剰
農
水
の
都
市

用
水
へ
の
転
用
等
水
利
用
の
合
理
化
を
図
る
。

◎

異
常
渇
水
対
策
の
推
進

①

渇
水
対
策
ダ
ム
の
整
備

異
常
渇
水
時
に
お
い
て
も
必
要
最
小
限
の
水

を
確
保
す
る
た
め
の
備
蓄
容
量
を
持
っ
た
ダ
ム

を
整
備
す
る
。

②

広
域
的
な
水
系
間
の
水
融
通

水
系
間
を
連
絡
水
路
で
結
び
、
水
の
融
通
を

可
能
に
(河
川
水
の
広
域
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
)

す
る
こ
と
に
よ
り
、
異
常
渇
水
時
に
お
い
て
、

余
裕
の
あ
る
他
水
系
か
ら
水
を
導
水
し
、
限
ら

れ
た
水
資
源
の
効
率
的
運
用
を
図
る
。

3

市
民
の
水
意
識
の
高
揚

渇
水
に
強
い
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
節
水

型
社
会
シ
ス
テ
ム
、
水
需
要
対
策
を
進
め
る
と
と
も

に
、
市
民
の
水
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
、
節
水
意

識
等
水
意
識
の
高
揚
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
各
種
情
報
の
提
供
、
広
報
活
動
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
節
水
機
器
の
普
及
等
に
努
め
る
。

Z6 道行セ 94,11
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⑩

広
報
活
動

①

渇
水
情
報
の
適
切
な
提
供

河
川
情
報
セ
ン
タ
ー
の
活
用
に
よ
り
、
ダ
ム

の
貯
水
量
や
取
水
制
限
率
等
の
き
め
細
か
な
渇

水
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
わ
か
り
や
す

く
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
た
渇
水
情
報
を
提

供
す
る
よ
う
に
努
め
る
。

②

節
水
型
生
活
指
針
の
作
成

節
水
型
生
活
の
提
案
･
実
践
す
る
こ
と
に
よ

り
、
生
活
水
準
の
向
上
と
と
も
に
増
え
続
け
る

水
需
要
の
伸
び
を
鈍
化
さ
せ
、
節
水
型
社
会
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
資
す
る
。
そ
の
た
め
に
節
水

型
生
活
指
針
を
作
成
し
、
そ
の
普
及
に
努
め
る
。

③

水
意
識
の
高
揚

水
の
日
、
水
の
週
間
、
国
連
水
の
日
、
水
を

中
心
と
す
る
地
域
イ
ベ
ン
ト
等
様
々
な
機
会
を

利
用
し
て
、
水
の
大
切
さ
、
節
水
の
重
要
性
等

を
国
民
に
P
R
す
る
と
と
も
に
、
渇
水
時
及
び

そ
の
直
後
に
は
、
特
に
教
訓
等
を
踏
ま
え
て
水

意
識
の
高
揚
に
努
め
る
。

⑭

節
水
機
器
の
普
及

炊
事
用
水
の
削
減
を
図
る
節
水
コ
マ
、
風
呂
水
の

再
利
用
の
た
め
の
簡
易
ポ
ン
プ
等
の
機
器
、
節
水
型

ト
イ
レ
機
器
等
各
種
節
水
機
器
の
利
用
を
奨
励
し
節

水
意
識
の
普
及
･
啓
発
を
促
進
す
る
。

三

お
わ
り
に

渇
水
は
、
近
年
に
お
い
て
も
、
毎
年
全
国
各
地
で

発
生
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
そ
の
対
策
を
推
進
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
の
渇
水
を
契
機
に
関

係
省
庁
、
各
部
局
が
連
携
し
て

｢総
合
的
な
渇
水
対

策
｣
の
枠
組
み
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に

意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
｢渇
水
に
対
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に

水
の
大
切
さ
を
認
識
し
て
節
水
す
る
こ
と
、
次
に
、

水
の
有
効
利
用
、
利
用
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
不
足
す
る
水
に
対
し
て
、
水

資
源
の
確
保
に
努
め
る
。｣
と
の
認
識
の
も
と
、
積

極
的
な
渇
水
対
策
の
推
進
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば

を
いら
な
い
い
。
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さ
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瀬
皹
内
漏
水
体
験
記

J

H

日

本

道

路

公

団

保

全

交

通

部

保

全

第

二

課

山
下
-
出密開山広

J
H
日
本
道
路
公
団
広
島
管
理
局
技
術
部
保
全
企
画
課
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長
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理
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!哲骸雄

一
は
じ
め
に

今
年
の
夏
は
、
全
国
各
地
で
最
高
気
温
の
観
測
記

録
を
塗
り
変
え
る
記
録
的
な
猛
暑
で
あ
り
、
平
成
六

年
八
月
三
一
日
気
象
庁
は

『平
成
六
年
の
夏
は
、
戦

後
最
も
暑
く
、
雨
が
少
な
か
っ
た
』
と
発
表
し
た
。

広
島
地
区
の
月
別
最
高
気
温
を
み
る
と
、
六
月
か

ら
九
月
ま
で
の
間
で
、
平
年
値
を
そ
れ
ぞ
れ
二
-
五

度
上
回
る
結
果
で
あ
っ
た
。

降
雨
量
は
全
国
的
に
平
年
を
大
き
く
下
回
り
、
六

月
i
八
月
で
平
年
を
一
〇
0
と
し
た
場
合
に
、
東
日

本
で
五
○
、
西
日
本
で
四
八
と
、
戦
後
最
低
を
記
録

し
た
。

J
H
の
観
測
所
に
お
い
て
も
、
雨
量
は
極
め
て
少

な
く
、
高
松
地
区
で
一
七
三
獅
(平
成
三
八
八
皿
)、

広
島
地
区
で
一
三
三
皿
(平
年
六
三
五
肌
)
で
あ
り
、

平
年
値
や
平
成
五
年
と
の
対
比
で
、
そ
の
異
常
度
が

う
か
が
え
る
o

二

瀬
戸
内
の
渇
水
状
況

今
夏
の
異
常
渇
水
に
よ
り
、
瀬
戸
内
沿
岸
の
地
方

自
治
体
で
は
八
月
上
旬
よ
り
上
水
用
の
水
源
が
枯
渇

し
た
こ
と
に
よ
り
、
給
水
制
限
や
断
水
が
実
施
さ
れ
、

一
部
の
地
域
で
は
現
在
も
継
続
中
で
越
年
の
声
も
出

て
き
た
。
九
月
末
の
台
風
二
六
号
で
一
息
つ
い
た
地

区
が
多
い
が
、
完
全
解
消
に
は
ほ
ど
遠
く
、
今
年
最

後
の
台
風
と
も
い
わ
れ
た
台
風
二
八
号
も
、
期
待
は

ず
れ
の
降
雨
量
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
市
民
の
疲
労
も
極
度
に

達
し
、
工
業
用
水
や
消
防
用
水
の
確
保
に
も
大
き
な

‘!
≧

年
年
年

　　
　　
　　

成
成
成
成

　
　
　
　

↑
…
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図 2 高松地区

平成 4年 平成 5年 平成 6年

降水量比較 ( 6月 ~ 8月

平年値 平成 4年 平成 5年 平成 6年

図 3 広島地区 降水量比較 (6月 ~ 8月)
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況 表
を 1
示 に
す 瀬
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内
地

　
　
治
体

民
へ
恐
怖
を
与
え
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
と
な
っ

　　
恐 火
怖 事
を が
与 竹
え 原

　
　　
l に
ス 頻

を毯

影
響
が
で
た
。
ま
た
、
広
島
県
内
に
お
い
て
は
、
少

○
′

雨
や
空
気
乾
燥
に
よ
る
影
響
と
考
え
ら
れ
る
大
規
模
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表 1 瀬戸内地区断水状況

市町村名 開始日 断水時間 備 考

早島町 8 / 9

8 /12

8 /25

9 /30

易
々
鬘
除

o

れ
銘
解

倉

敷

市

岡山

管内

8 / 9

8 /12

8 /25

9 /30

易
々
槌
除

0

21

22

解

福山
管内

8 / 9

8 /10

8 /11

8 /12

8 /27

9 /30

0 - 2

23‐5 ,0‐4

22‐6

21‐7

14‐10

解除

鴨方町 8 / 9

9 /27

9 /30

0‐2 ,22‐6

14‐10

解除

笠岡市 8 / 9

9 /27

9 /30

泌
6
拗
除

0

22

14

解

福山市 8 /16

9 /30

22‐lo

解除

尾道市 7 /22

9 /30

14‐10

解除

三原市 7 /21

7 /27

9 / 6

lo‐5

隔日36時間断水

解除

東広島市 7 /22

9 /30

22‐6

解除

高松市 7 /11

7 /14

7 /15

8 /16

8 /20

9 / 4

10/ l

23-.7

21‐5 ,9‐16

21‐16

21‐7

解除
23‐6

解除

坂出市 7 / 5

7 /22

8 /16

8 /22

21‐6

21‐5 ,9‐17

22- 6

解除

松山市 8 / 1

8 /22

21‐13

21‐16 継続中

伊予市 8 / 1

9 / l

12- 5

9‐5 継続中



三

高
速
道
路
へ
の
渇
水
の
影
響

建
設
省
や
地
方
自
治
体
は
今
夏
の
渇
水
に
対
し
、

渇
水
対
策
本
部
を
設
置
し
、
相
互
連
絡
調
整
の
う
え

市
民
生
活
確
保
の
た
め
対
策
を
実
施
し
活
躍
し
て
い

　
　　こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
J
H
に
お
い
て
も
お
客

様
に
直
接
支
障
の
恐
れ
が
あ
る
休
憩
施
設
や
管
理
施

設
及
び
沿
道
の
植
栽
に
影
響
が
及
ん
だ
。

以
下
に
詳
細
に
記
述
す
る
。

の

休
憩
施
設
へ
の
影
響

J
H
の
道
路
施
設
の
う
ち
休
憩
施
設
と
管
理
施
設

に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
受
水
槽
及
び
高
架
水
槽
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
貯
水
能
力
は
、
料
金
所
で

ニ
ー
五
t
、
管
理
事
務
所
で
一
五
ー
二
0
t
、
休
憩

施
設
で
一
○
-
六
0
t
程
度
貯
水
で
き
る
も
の
が
多

く
、
極
力
断
水
等
の
影
響
が
で
な
い
よ
う
考
慮
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
域
の
渇
水
状
況
は
深
刻
で
あ

り
、
J
H
と
し
て
も
各
施
設
に
お
い
て
、
節
水
呼
び

掛
け
の
貼
り
紙
を
掲
載
し
た
り
、
ト
イ
レ
等
の
給
水

バ
ル
ブ
の
絞
り
込
み
な
ど
の
節
水
対
策
を
実
施
し
、

地
域
ぐ
る
み
の
対
策
に
協
力
す
る
こ
と
と
し
た
。

瀬
戸
内
に
面
す
る
高
速
道
路
休
憩
施
設
で
は
、
ト

イ
レ
の
使
用
数
量
を
制
限
す
る
ほ
か
、
手
洗
い
の
バ

ル
ブ
の
元
栓
を
半
開
に
し
、
貼
り
紙
に
よ
り
節
水
協

力
を
呼
び
掛
け
た
。
ま
た
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
い
て

は
、
食
器
の
洗
い
水
節
水
の
た
め
、
使
い
捨
て
容
器

を
使
用
し
た
り
、
う
ど
ん
･
そ
ば
な
ど
の
水
を
多
量

に
使
用
す
る
も
の
を
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
の
ぞ
き
、
お
客

様
の
協
力
を
得
て
節
水
に
努
め
た
。

幸
い
ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
は
、
節
水
努
力
に
よ
り

地
域
の
時
間
断
水
中
に
お
い
て
も
、
完
全
に
断
水
す

る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
山
陽
道
の
福

山
S
A
で
は
高
架
水
槽
が
な
い
た
め
、
給
水
制
限
に

よ
り
水
頭
が
落
ち
、
ト
イ
レ
で
の
断
水
が
発
生
す
る

事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
対
策
と
し
て
は
、
予
め
ポ
リ

バ
ケ
ツ
･
ひ
し
ゃ
く
等
を
購
入
し
て
各
手
洗
い
に
備

え
付
け
、
散
水
車
に
よ
り
水
を
運
搬
し
汲
お
き
水
で

利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
ポ
リ
バ
ケ

ツ
へ
の
補
給
人
員
も
配
置
し
て
急
場
を
し
の
い
だ
。

そ
の
後
は
、
散
水
車
の
ホ
ー
ス
か
ら
給
水
槽
の
配

管
に
直
結
し
、
加
圧
ポ
ン
プ
を
使
用
し
て
水
源
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
一
息
つ
け
た
状
況
に
あ
っ
た
。

福
山
S
A
で
の
対
策
を
実
例
と
し
て
表
2
に
示
す
。

四
国
地
方
で
は
、
一
部
の
料
金
所
に
て
市
水
道
が

直
結
の
た
め
時
間
断
水
時
は
汲
み
お
き
水
で
対
応
し

た
が
、
S
A
･
P
A
等
は
受
水
槽
の
容
量
で
対
応
が

可
能
で
あ
っ
た
。

概損　
　

　

　

･中

行道

特集/道路と渇水対策



表 2 福山SA渇水対策
平成 6年 9月末現在 内

1斧合水制限の状況

8月 3日からピーク時に、 SA が受水している配水池への送水を止めることとなっ
た。 これにより、 SA の断水の可能性があるため、 タンク ･バケツによる体制を実施

している。
なお、 福山市としては、 8月 4日から30% の給水制限中である。
今後状況は悪化し時間断水となり、 断水時間の延長が予想されるため、 仮設給水設

備を設置し対応する。

2.タンク、 バケツによる体制

お手洗い前にタンク、 バケツを置き、 ピーク時に断水した場合に利用する体制を整

える。
1) 実施状況 H 6 年 8月 3日から当面の間実施

A M 8 : 00 ~ 11 :00 (3 H )

P M 5 " 00 ~ 8 :00 (3 H )

2) 人員配置 作業員 上下 各 1名配置

散水車 1台 運転手 1名配置 (下)

3) 備 品 類 洗浄水用タンク 上 2 t 1基 下 1 t 1基

水洗用タンク 500 8 上下 各 1基 (購入)
ポリバケツ 60個、 ヒシャク 8本

4) 備 考 補給水は福山束IQ水槽 (真水) からとする。 (未消毒のため飲料

不可)

3.仮設給水設備
今後断水となり、 また断水時間の延長が予想されるため、 仮設給水設備を設置し対

応することが現実的と思われる。
この際、 レストラン等の休憩施設にも給水可能だが~ 料理メニューのしぼり込み等

を実施しかっ、 お手洗いを優先することを前提に実施する。
1) 給水方法 既設給水槽にバルブ、 バイパス、 加圧タンクを取付け、 散水車に

より給水する。
･散水車 上下 1台配置 (10,000 の

･補給水は福山東IC貯水槽とする。 (8 / 5 清掃、 6万姪程度)

福山東ICで不足の場合、 八幡P A井戸水利用。
2) 広 報 お客様が、 極力給水制限の影響の少ない他エリアへ立ち寄られる

様案内看板を設置する。
上り線 古谷SA ･八幡P A

上り線 吉備SA ･道口P A ･篠坂P A

4‐節水対策状況

①公 団

1) お手洗いの一部利用制限 (7 / 29から実施)

男小 男大 女 男手 女手

既 設 15 5 17 6 10箇所

制限後 11 3 11 3 8 箇所

※便器は緊急時には使用可

2) 吐出量の制限 (8 / 2 から実施)

小便器 80 % (3 scc→ l scc)

大使器 44 % (15L→1OL )

手洗い 50% (バルブ半開)

3) 下り線の池への給水停止

4) 広報 節水呼びかけの徹底

②エリア内のレストラン等 (詳細)

1) 料理メニューの一部制限 (8 / 4 から実施)

(上) 冷やしうどんセット他 4 品目 (レストラン)

(下) 冷やし中華他 2品目 (レストラン)

2) 使い捨て容器の使用 (8 / 4 ~ )

3) ガスステーション洗車の中止 (8 / 4 ~ )

4) お手洗い清掃方法による節水 (8 / 4 ~ )

※状況に応じ、 順次体制を強化していく。



②

植
栽
の
枯
損

(中
分
植
栽
、
景
観
植
栽
)

中
国
四
国
地
方
で
は
、
渇
水
に
弱
い
、
ツ
ツ
ジ
や

ツ
ゲ
の
木
あ
る
い
は
、
植
樹
後
間
も
な
い
そ
の
他
の

樹
木
は
、
根
付
き
や
給
水
条
件
が
悪
い
も
の
か
ら
変

色
や
落
葉
し
、
ひ
ど
い
も
の
は
枯
損
し
て
い
る
。

ま
た
、
香
川
県
は
年
間
平
均
雨
量
一
、
一
〇
0

m

前
後
と
、
も
と
も
と
降
水
量
が
少
な
く
樹
木
育
成
に

は
厳
し
い
地
域
で
あ
り
、
今
夏
は
特
に
活
着
時
期
と

な
る
植
樹
後
二
-
三
年
の
樹
木
に
、
最
初
は
衰
弱
が

目
立
っ
た
が
、
異
常
高
温
･
異
常
小
雨
に
よ
り
ほ
ぼ

全
線
に
わ
た
り
枯
損
が
発
生
し
始
め
た
。

状
況
を
写
真
1
･
2
に
示
す
。

四

渇
水
地
域
へ
の
散
水
車
の
派
遣

J
H
で
は
、
平
成
六
年
八
月
一
〇
日
に
渇
水
対
策

の
一
環
と
し
て
、
中
国
地
建
及
び
四
国
地
建
の
渇
水

対
策
本
部
に
対
し
、
機
動
性
の
あ
る
J
H
散
水
車
派

遣
協
力
の
申
し
出
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
地
元
の

関
係
市
町
村
へ
の
防
火
用
水
を
主
体
と
し
た
緊
急
用

水
確
保
に
、
J
H
散
水
車

(
一
○
、
○
○
○
@
･
写

真
3
)
の
派
遣
要
請
が
な
さ
れ
た
。

散
水
車
の
派
遣
は
、
広
島
管
理
局
と
高
松
建
設
局

22 道行セ 94.11

の
両
局
で
所
掌
し
て
い
る
な
か
か
ら
ピ
ー
ク
時
で
、

の
べ
一
三
台
を
地
元
自
治
体
に
派
遣
し
た
。
派
遣
し

た
散
水
車
の
一
覧
表
は
表
3
の
と
お
り
で
あ
り
、
脈

遣
に
あ
た
っ
て
の
手
続
き
は
表
4
に
示
す
通
り
で
あ

る
%

写真 3 派遣散水車

特集/道路と渇水対策

写真 2 ツツジ ･ツゲ等の枯損状況



　
　　
　　
　(市町
村
)

表 3 散水車派遣一覧表

事
務
所
名

三

次

六
日
市

小

郡

岡

山

福

山

広

島

岩

国

徳

山

浜

田

川
之
江

川
之
江

徳

島

南

国

派
遣
先

府
中
市

尾
道
市

三
原
市

尾
道
市

尾
道
市

東
広
島
市

福
山
市

福
山
市

三
原
市

松
山
市

松
山
市

松
山
市

伊
予
市

期

間

8
/
第
ー
槍
/
3

8
/
第
ー
9
/
26

8
/
第
i
9
/
第

7
/
“
i
9
/
9

7
/
“
I
9
/
9

8
/
m
ー

8
/
器
j
m
/
3
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用

途

病
院
給
水

市
民
給
水

消
防
水
源

市
民
給
水

市
民
給
水

消
防
水
源

消
防
水
源

消
防
水
源

消
防
水
源

消
防
水
源

消
防
水
源

消
防
水
源

消
防
水
源

き
一

派
道
先
の
検
討

擶

協
力

の造

仮
受
事
務
所
の
選
定

派

(直
近
事
務
所
)

派
遣

4

使
用
方
法
等
の
説
明

･ー
J
I
I
l

表

返
却

五

飲
み
水
確
保
に
あ
げ
て
の
調
査

J
H
の
高
速
道
路
に
お
い
て
は
、
建
設
時
か
ら
の

副
産
物
と
し
て
、
ト
ン
ネ
ル
か
ら
の
湧
水
が
あ
る
場

合
が
あ
り
、
中
国
道
の
津
波
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
で
は
、

こ
の
湧
水
を
雪
氷
対
策
用
の
溶
液
用
水
と
し
て
利
用

し
て
い
る
。

今
夏
の
渇
水
に
際
し
、
こ
の
湧
水
を
一
時
貯
水
す

る
貯
水
槽
の
水
を
飲
料
水
に
利
用
可
能
か
水
質
検
査

を
行
っ
た
結
果
、
飲
用
可
能
と
の
結
果
を
得
た
こ
と

か
ら
早
急
に
散
水
車
を
利
用
し
た
渇
水
地
域
へ
の
水

の
運
搬
を
検
討
し
た
。

し
か
し
、
各
地
と
も
上
水
の
供
給
源
で
あ
る
水
が

め
は
不
足
し
て
い
る
も
の
の
、
湧
水
の
あ
る
ト
ン
ネ

ル
に
隣
接
し
た
地
区
に
お
い
て
は
十
分
に
飲
料
水
が

確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
特
に
要
請
は
な
か
っ

た
。
ま
た
、
遠
隔
地
へ
の
高
速
道
路
か
ら
の
飲
み
水

運
搬
に
つ
い
て
も
他
の
応
援
も
あ
っ
て
、
今
回
は
実

現
し
な
か
っ
た
。

六

散
水
車
の
派
遣
時
の
こ
ぼ
れ
話

J
H
で
使
用
し
て
い
る
散
水
車
は
、
約
一
0
t
の

積
み
込
み
が
可
能
な
車
種
で
あ
り
、
一
般
的
な
四
t

車
と
は
格
段
の
能
力
差
が
あ
る
。
ま
た
、
散
水
銃
を

装
備
し
て
い
る
も
の
は
、
消
防
用
に
即
座
に
転
用
が

可
能
で
あ
る
た
め
、
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

た
。
し
か
し
、
一
部
の
自
治
体
で
は
J
H
の
車
両
で

は
消
防
用
の
水
源
車

(応
急
用
の
水
源
タ
ン
ク
と
し

て
の
利
用
)
と
し
て
は
大
き
す
ぎ
て
、
保
管
す
る
場

所
が
な
い
ケ
ー
ス
や
道
路
の
通
行
が
で
き
な
い
た
め

に
利
用
を
あ
き
ら
め
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
車
両
の
管
理
上
、
満
水
の
状
態
で
保
管
す

る
と
三
日
程
度
で
車
両
の
ス
プ
リ
ン
グ
が
痛
む
こ
と

か
ら
、
約
半
分
の
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
支
障
が
で
る
こ
と
等
は
管
理
局
に
在
籍

す
る
私
も
知
ら
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

七

お
わ
り
に

植
栽
枯
損
防
止
対
策
と
し
て
、
一
部
地
域
に
お
い

て
は
、
渇
水
事
情
が
好
転
し
た
時
期
に
合
わ
せ
、
下

水
処
理
水
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
潅
水
に
利
用
し

た
が
、
猛
暑
の
勢
い
に
は
勝
て
ず
回
復
す
る
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

な
か
で
も
中
分
植
栽
は
、
交
通
安
全
対
策
と
し
て

の
眩
光
防
止
機
能
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
今
後
は
眩

光
防
止
網
へ
の
適
宜
変
更
等
を
検
討
中
で
あ
。

ま
た
、
こ
の
機
会
を
捕
ら
え
て
水
不
足
に
臨
機
に

対
処
で
き
る
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
、
休
憩
施
設
等
で

の
水
再
利
用
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
必
要
性

を
痛
感
し
た
。
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『青
い
国
四
国
』

氷
飢
饉
と
渇
水
対
策

建
設
省
四
国
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長

藤
目

正
男

一

は
じ
め
に

本
年
の
四
国
地
方
の
気
候
は
、
四
月
か
ら
五
月
の

降
雨
量
が
平
年
に
比
し
て
少
な
い
中
、
梅
雨
も
六
月

五
日
に
入
っ
た
も
の
の
、
七
月
二
日
に
明
け
る
と
い

う
観
測
史
上
二
番
目
に
早
い
梅
雨
明
け
と
な
り
、
こ

の
間
の
降
雨
量
は
、
平
年
の
三
○
ー
四
五
%
と
小
雨

量
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
七
月
、
八
月
に
入
っ
て
も
ま
と
ま
っ
た
雨

量
が
な
く
、
松
山
で
は
八
月
の
月
間
雨
量
が
二
脚
に

止
ま
る
等
異
常
乾
燥
状
態
の
う
え
、
四
国
東
部
で
は

七
月
の
最
高
気
温
の
平
均
が
、
平
年
値
を
四
度
も
上

回
る
と
い
う
異
常
な
暑
さ
と
日
照
り
に
見
舞
わ
れ
、

直
轄
国
道
の
道
路
管
理
に
お
い
て
も
異
常
高
温
、
渇

水
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二

四
国
の
気
候

四
国
は
、
四
国
山
地
に
よ
り
地
形
的
に
大
き
く
北

と
南
に
分
か
れ
て
お
り
、
気
候
も
北
と
南
で
は
著
し

く
異
な
っ
て
い
る
。
北
部
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
は
、

年
平
均
気
温
一
五
度
ー
ニ
ハ
度
、
年
降
水
量
一
、
○

0
o
m
-

-、
五
〇
〇
皿
と
比
較
的
温
暖
で
降
水
量

は
少
な
く
、
ま
た
逆
に
南
部
の
太
平
洋
地
域
は
、
年

平
均
気
温
一
六
度
~
一
七
度
、
年
降
水
量
二
、○
○

○
鬮
i
三
、
二
〇
〇
皿
と
高
温
で
多
雨
地
帯
で
あ
る
。

昭
和
四
八
年
の
高
松
渇
水

(高
松
砂
漠
)
や
本
年

の
異
常
渇
水
も
北
部
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

三

平
成
六
年
の
異
常
気
象
と
渇
水
状
況

1

異
常
気
象

本
年
は
、
平
年
よ
り
二
週
間
早
く
梅
雨
が
明
け
て

長
く
暑
い
夏
と
な
り
、
七
月
、
八
月
の
猛
暑
は
す
さ

ま
じ
い
も
の
と
な

っ
た
。

七
月
の
降
水
量
は
、
台
風
七
号
に
よ
る
雨
量
が
あ
っ

た
も
の
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
を
中
心
に
平
年
値
を

大
き
く
下
回
り
、
県
庁
所
在
地
の
雨
量
は
、
高
松
市

五
九
皿
(平
年
比
四
五
%
)、
松
山
市
二
二
皿
(同

一
四
%
)、
徳
島
市
一
八
〇
皿
(同
一
〇
六
%
)、
高

知
市
一
七
七
面
(同
六
二
%
)
と
な
っ
て
お
り
、
特

に
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
は
前
年
比
の
三
○
%
の
小
雨

で
あ

っ
た
。

一
方
、
平
均
気
温
は
、
四
都
市
と
も
観
測
史
上
最
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高
を
記
録
し
、
高
松
市
二
九
･
六
度

(平
年
比
十
三
･

三
度
)、
松
山
市
二
九
･
一
度

(同
十
二
･
七
度
)、

徳
島
市
二
九
･
三
度

(同
十
三
･
二
度
)、
高
知
市

二
八

･
七
度

(同
十
二

･
四
度
)
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
最
高
気
温
の
平
均
値
で
も
高
松
市
三
四
･
三

度

(平
年
比
十
三
･
九
度
)、
徳
島
市
三
三
･
七
度

(平
年
比
十
四
･
0
度
)
を
記
録
し
、
桁
外
れ
の
猛

暑
と
な
っ
た
。

八
月
の
降
水
量
は
、
台
風
一
四
号
に
よ
り
早
明
浦

ダ
ム
周
辺
で
は
貯
水
量
を
少
し
回
復
す
る
雨
量
が
あ
っ

た
も
の
の
、
県
庁
所
在
地
の
雨
量
は
、
高
松
市
二
六

皿
(平
年
比
二
八
%
)、
松
山
市
二
脚
(同
二
%
)、

徳
島
市
五
九
皿
(同
三
三
%
)、
高
知
市
一
一
一
硼

(同
三
三
%
)
と
な

っ
て
お
り
、
七
月
に
も
増
し
て

降
水
量
は
非
常
に
少
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
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地
方
。
七
、
八
月
は
、
翼
常
な
暑
さ
と
日
照
に
見
鰐
わ
れ

　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　　　
　

‐

テ

ラ

た
。
高
松
地
方
気
象
台
の
霞
測
デ
ー
タ
に
も
、
唇
さ
と
干

天
を
証
明
す
る
記
録
が
め
じ
ろ
卸
し
。
観
測
史
上
最
も
昇

九
月
に
入
って
も
厳
し
い
残
暑
が
続
い
て
い
る
香
川
県

か
った
｢執
損
岐
の
夏
｣
を
振
り
返
った
。

び
っ
く
り
鰡
塵
題

鬆
諭
真
夏
日
は
錠
自
粛
&

こ
と
し
は
平
年
よ
り
二
週
間

早
い
七
月
二
日
に
梅
雨
明
け

し
、
長
く
暑
い
夏
が
ス
タ
ー
ト

し
た
,
七
、
八
月
と
も
援
男
は

す
さ
ま
じ
く
月
平
均
気
温
、
月

平
均
履
高
気
温
、
同
燬
低
気
温

は
い
ず
れ
も
観
測
史
上
一位
の

高
さ
だ
った
。
最
高
気
温
も
七

月
十
五
日
に
三
八
･二
度
を
記

録
、
四
年
ぶ
り
に
更
新
し
た
。

真
夏
日
(最
高
気
温
が
三
〇

度
を
超
え
た
日
)
は
七
、
八
月

7月窟奴日
8月貫度目

例
年
8
月
末
に
は
咲
き
的
る

約
3
0
0
株
の
名
物
ハ
ギ
も

猛
瓣
の
今
年
は
開
花
が
埋
れ

気
味
。
花
色
も
心
な
し
か
ぼ

ん
や
り
見
え
る
,

見
ご
ろ
は

m
日
ご
ろ
と
か
=
塩
江
町
安

鰍
下
、
最
明
寺

で
六
十
一日
と
過
去
最
高
?
熱

帯
夜
(二
五
度
を
下
回
ら
な
か

っ
た
夜
)
も
七
月
に
二
十
日
を

数
え
、
こ
れ
ま
で
で
儼
多
だ
っ

た
。同

気
象
台
は
援
野
と
日
照
り

の
原
因
に
つ
い
て
、
冷
た
く
て

湿
った
空
気
を
運
ん
で
く
る
ジ

ェ
ット
気
流
が
、
例
年
よ
り
北

寄
り
の
コ
ー
ス
で
、
白
木
祠
か

ら
東
シ
ナ
海
を
中
心
に
太
平
洋

高
気
圧
が
強
ま
り
、
西
日
本
が

す
っぽ
り
覆
わ
れ
た
た
め
と
親

期
し
て
い
る
。

一ず
以
上
の
ま
と
ま
った
雨

が
あ
った
の
は
七
月
が
七
日
‐

三
八
･五
ゞ
、
二
十
五
日
の

七
･五
〆
、
二
十
六
日
の
二

五
ゞ
。
二
十
五
日
か
ら
二
十
･

日
に
か
け
て
の隣
雨
は
台
風
‐

号
の
接
近
に
よ
る
恵
み
。

八
月
に
至
って
は
十
三
日

七
ず
、
二
十
二
日
の
一九
凌

げ
。
十
三
日
の
而
は
台
風
同
‐

に
よ
る
も
の
で
、
高
知
県
山
…

部
に
ま
と
ま
った
雨
を
も
た
‐

し
、
早
明
浦
ダ
ム
の
断
水
椴

回
復
さ
せ
、
県
内
の
渇
水
に

暑
い
晴
れ
の

上
旬
後
半

高
松
地
方
気
象
台
は
一日

四
国
地
方
の
高
温
と
少
雨
に

す
る
俄
照
を
発
表
し
た
。高
揖

少
雨
価
報
は
四
回
目
。

四
国
地
方
は
七
月
以
降
、
･

平
澤
高
気
圧
に
園
わ
れ
、
動

て
暑
い
日
が
多
か
った
。
七

の
台
風
7
号
と
、
八
月
の
同

の
影
響
で
、
太
平
洋
側
は
ま

高
松
の

県
内
は
一日
、
強
い
太
平

高
気
正
に
扇
わ
れ
て
餌
い
一

と
な
り
、
高
松
の
最
高
気
温

午
後
三
時
五
十
分
、
三
七
--

度
を
記
録
。
中
年
の
三
0
･

度
を
大
き
く
上
回
り
、
九
月

し
て
は
過
去
最
高
の
確
と
な

た
。日

氷
海
上
の
気
圧
の
谷
に

か
つて
帝
方
か
ら
暖
か
い
空

干
天
に
恵
み
の
台
風
2
度

1500
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一
方
、
平
均
気
温
は
、高
松
市
二
九
･
六
度
(平
年

比
十
二
･
五
度
)、松
山
市
二
八
･
九
度
(同
十
一
･

七
度
)、徳
島
市
二
九
･
0
度
(同
十
一
･
八
度
)、高

知
市
二
七
･
九
度

(同
+
○
･
七
度
)
で
あ
っ
た
。

表 - 平成 6 年 6月 ~ 8月 県庁所在地の気象状況表

別目
【

観測地
月間平均里塑気温 (℃) 月間平均最廳気温 ぐC) 月 間 総 雨 量 (四翁

平成6年 平 年 値 温 度 差 平成6年 平 年 値 温 度 差 平成 6 年 平 年 値 雨 量 差

日
々

R)
高 松 2 3, 4 2 2. 1 + 1, 3 2 7. 8

捌
+ l, 4 8 8. 5 1 6 4, 4 ‐7 5. 9

松 山 2 2, 6 2 2. O + 0, 6 2 6. 7 2 6, 2 + 0. 5 1 0 4. 5 2 3 2. 6 ‐1 2 8. 1

徳 島 2 3. 2 2 2. 1 + 1･ 1 2 7. 1 2 5. 8 + 1. 3 7 4. 0 2 2 9. 6 ‐1 5 5. 6

高 知 2 8. 2 2 2. 5 + 0･ 7 2 7. 5 2 6, 7 + 0. 8 2 1 7. 5 3 7 8, 5 ‐1 6 1. 0

目
"

7
･

高 松 2 8. 6 2 6. 3 + 3. 3 3 4. 3

纜
9･3+

麟総 鵺-松 山 2 9. l 2 6, 4 + 2, 7 3 3. 5

凝
0･3+

鸚纖 燃-徳 島 2 9. 3 2 6, 1 + 3. 2 3 3. 7

郷
0･4+

駕縢 ㈱+高 知 2 8, 7 2 8, 3 + 2. 4 8 8, 0

凝
“h〕‐2+

筬牢 鱒-日
召8

高 松

郷
2 7. 1 + 2. 6 3 4, 4

郷
9･2+

加 鰯 筋ー松 山 2-8. 9 2 7, 2 + 1･ 7 3 3, 7

瑯
1驫･ど̂+ 即 ㈱ 鵜-徳 島 2 9, 0 2 7, 2 + 1. 8 3 3. 4

鯛
3･2+ 閼鰍 鰺-高 知 2 7, 9 2 7, 2 + 0･ 7 3 2. 5

鴉
8･0+

脚滅 鮫-
2

渇
水
の
状
況

四
国
地
方
で
は
、
1
で
述
べ
た
よ
う
な
異
常
気
象

に
よ
る
河
川
流
況
の
悪
化
に
よ
り
、
ダ
ム
や
た
め
池

の
貯
水
量
の
減
少
、
地
下
水
位
の
低
下
に
よ
り
水
資

源
が
不
安
定
に
な
っ
た
。
四
国
の
水
が
め
で
あ
る
一

級
河
川
吉
野
川
水
系
の
早
明
浦
ダ
ム
、
柳
瀬
、
新
宮

ダ
ム
及
び
一
級
河
川
重
信
川
水
系
の
石
手
川
ダ
ム
で

は
、
貯
水
量
の
減
少
が
著
し
く
節
水
運
用
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
、
四
国
地
方
建
設
局
に
渇
水
対
策

本
部
を
平
成
六
年
六
月
二
七
日
に
設
置
し
、
取
水
削

減
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

特
に
影
響
の
大
き
か
っ
た
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
で

あ
る
香
川
県
下
高
松
市
及
び
愛
媛
県
下
松
山
市
の
状

況
に
つ
い
て
、
以
下
に
ま
と
め
て
み
た
。

･
香
川
県

(高
松
市
)

香
川
県
で
は
、
昭
和
四
八
年
の
異
常
渇
水

(高
松

砂
漠
)
が
市
民
生
活
及
び
産
業
活
動
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
慢
性
的
な
水
不
足
解
消

の
た
め
吉
野
川
上
流
の
早
明
浦
ダ
ム
、
下
流
の
池
田

ダ
ム
か
ら
地
下
導
水
管
で
香
川
県
に
水
を
引
く

｢香

川
用
水
｣
を
昭
和
五
〇
年
に
完
成
さ
せ
、
工
業
用
水
、

農
業
用
水
、
水
道
水
へ
の
供
給
を
行
っ
て
い
る
。

香
川
県
下
の
香
川
用
水
依
存
度
は
高
く
、
県
下
五

市
三
八
町
の
う
ち
臨
海
工
業
地
帯
へ
の
工
業
用
水
や

五
市
三
〇
町
の
農
業
用
水
、
五
市
一
九
町
の
水
道
水

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
早
明
浦
ダ
ム
の
貯
水
量
の
減

　　　　
、.ハ.) .ノ

′も い、

が

　
　
　

　
　　

　

　
　

　

　

　

騒
が

マ o坂出市
o丸亀市

少
は
香
川
県
に
と
っ
て
即
、
日
常
生
活
や
農
、
工
業

等
の
産
業
活
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。

今
回
の
異
常
渇
水
に
お
け
る
早
明
浦
ダ
ム
取
水
制

限
及
び
高
松
市
の
上
水
道
の
給
水
制
限
を
表
2
に
示

す
。

26 道行セ 94.11

図 2 ｢香川用水｣
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表 2 早明浦ダム (一級河川吉野川)

高松市の上水道給水制限等 月日 ダム貯水量 香川用水取水制限

第一次給水制限 (減圧) 6 .29 50 % 第一次取水制限 (30% カット)

第二次給水制限(二次減圧) 7 .8 30 % 第二次取水制限 (60% カット)

夜間断水 (23 h ~ 5 h ) 7 .11

第三次給水制限

9時間給水 (5 h ~ 9 h )

(16 h ~ 21 h )

7 .14

5 時間給水 (16 h ~ 21 h ) 7 .15 15%

7 .16 第三次取水制限 (75% カット)

7 .24 0 % 発電用水 (900が) 使用開始

7 .25 台風 7号により、
30 % 回復

8 .3 32 % 第二次取水制限に戻す (60 % カット)

8 .13 台風14号により

50% 以上に回復

第二次給水制限

14時間給水 (7 h ~ 21 h )

8 .16

8 .19 台風14号による雨
で60% 以上となる

全面制限解除

第二次給水制限(減圧のみ) 8 .20

〃 (夜間断水23h ~ 6 h ) 9 .4

9 ,13 30 % 第二次取水制限 (50% カット)

8 軋 = 鈷 ‘u l名川 山門 せ きl 給水時間

高 松 市 !譲剥離l榊!熟議繊麗;蓬爛熟!美嚢皺皺
図 3 本渇水の最大断水 (8月 9日の断水)

　　
　
　　　　 　　　 　 　　　　　　　　　貯水量が減少した一級河
^ 拷

。
川吉野川水系早明浦ダム 〉
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市山　

図 4 松山市の給水制限状況

･
愛
媛
県

(松
山
市
)

一
方
、
愛
媛
県
下
で
も
柳
瀬
、
新
宮
ダ
ム
及
び
石

手
川
ダ
ム
で
は
、
台
風
七
号
、
一
四
号
等
の
降
雨
量

も
少
な
く
貯
水
量
が
減
少
す
る
一
方
で
あ
る
。

松
山
市
の
水
源
地
で
あ
る
石
手
川
ダ
ム
の
取
水
制

限
は
、
七
月
六
日

(二
五
%
カ
ッ
ト
)
か
ら
実
施
さ

れ
、
松
山
市
上
水
道
の
給
水
制
限
は
、
七
月
二
六
日

(八
時
間
断
水
)
か
ら
始
ま
り
、
八
月
二
二
日
に
五

時
間
給
水
と
強
化
、
一
〇
月
二
二
日
に
は
八
時
間
給

水
へ
と
緩
和
さ
れ
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
。

四

直
轄
道
路
事
業
で
の
水
利
用
状
況

･
工
事
現
場
及
び
工
事
用
道
路
で
は
、
沿
道
及
び

道
路
利
用
者
へ
の
防
塵
対
策
等
、
環
境
悪
化
へ

の
対
応
と
し
て
散
水
、
工
事
用
車
両
の
洗
車
等

で
の
水
利
用
の
ほ
か
、
現
場
事
務
所
、
作
業
員

宿
舎
等
の
日
常
生
活
面
で
の
利
用
も
し
て
い
る
。

･
道
路
保
全
の
目
的
で
一
般
交
通
に
対
し
常
に
良

好
な
状
態
を
保
持
す
る
た
め
、
道
路
維
持
管
理

と
し
て
路
面
清
掃
、
植
栽
管
理
等
に
水
利
用
を

し
て
い
る
。
そ
の
標
準
的
な
頻
度
は
表
3
に
示

す
と
お
り
で
あ
る
。

･
ド
ラ
イ
バ
ー
の
休
憩
、
地
域
と
の
交
流
、
道
路

情
報
提
供
を
目
的
と
し
た
簡
易
パ
ー
キ
ン
グ

(道
の
駅
)で
は
、ト
イ
レ
等
に
水
利
用
が
あ
る
。

五

直
轄
道
路
事
業
の
渇
水
対
策

深
刻
な
水
事
情
環
境
下
の
な
か
四
国
地
建
と
し
て

は
、
局
長
名
で
建
設
業
団
体
に
節
水
に
つ
い
て
の
協

力
要
請
を
す
る
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
と
し
て
以

下
の
対
策
を
実
施
し
た
。

の

路
面
清
掃
等
で
の
散
水
作
業
で
は
、
回
数
の

削
減
で
節
水
に
努
め
る
と
と
も
に
、
上
水
道
水

利
用
を
下
水
道
処
理
水
等
の
利
用
に
変
更
し
た
。

②

猛
暑
で
の
植
樹
管
理
の
た
め
潅
水
を
必
要
と

し
た
が
、
日
陰
箇
所
や
耐
乾
燥
性
の
樹
木
等
つ

,R i首茗千セ 94 11

　　 　　
貯水量が減少した一級河川重信川水系石手川ダム
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表 3 道路維持管理での節水状況

項 目 通常年の実施状況 渇水状況下における対応

路面清掃の
散 水

一部は水道水を利用

平均 3 ~ 5回 / 月

全て下水処理水及び地下水等に変更、 1 ~ 2回 /月に削減
(ゴミの集積状況にて必要箇所に限定して回数等を削減)

植栽管理の
潅 水

一部は水道水を利用

平均 2 ~ 4回 / 週

全て下水処理水及び地下水等に変更、 1 ~ 2回 / 週に削減
(ロ陰箇所や耐乾性の樹木等について回数を削減)

い
て
は
回
数
の
削
減
を
計
り
、
利
用
水
も
下
水

道
処
理
水
等
の
利
用
と
し
た
。

③

高
松
市
、
松
山
市
で
は
、
深
刻
な
水
不
足
で

給
水
車
が
不
足
し
て
お
り
、
地
方
自
治
体

(渇

水
対
策
本
部
)
へ
道
路
散
水
車
の
応
援
を
実
施

し 水 給 道 い
た 対 水 高 処 て
0

ム 理 は

散 H 松 近 散 H 高
水 六 山 畿 水 六 松
車 ･ 市 地 車 ･ 市
( 八 へ 建 ( 七 へ
六 ･ の ,. 六 ･ の
･ 二 応 五 ･ 三 応
五 四 援 台 五 ○ 援
　　 　 　

十
四 ) 皇

ノ、 玉 ノ、

H
六
･
七
･
三
0
i
H
六
･
八
･
一

　 　 　 　
　

　　

下水道処理水を利用した道路維持管理 (潅水) 状況 要 ‐ 趙害口 一
○

四 ･

国 二
地 五
建

一 台 六

給水車としての道路散水車の応援状況



燭

一
般
住
民
等
へ
道
路
情
報
板
を
活
用
し
て
、

(節
水
協
力
の
呼
び
掛
け
を
実
施
し
た
。

③

道
の
駅

(簡
易
パ
ー
キ
ン
グ
施
設
)
で
の
節

水
に
対
す
る
協
力
要
請
も
実
施
。

道路情報板による節水協力呼び掛け

六

お
わ
り
に

(今
後
の
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
)

今
夏
の
猛
暑
と
小
雨
に
よ
り
、
異
常
渇
水
が
全
国

的
な
問
題
と
し
て
市
民
生
活
、
産
業
活
動
に
深
刻
な

影
響
を
与
え
、
未
だ
四
国
地
方
で
は
継
続
し
て
い
る

状
態
で
あ
る
が
、
道
路
管
理
者
と
し
て
今
年
の
教
訓

を
基
に
今
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
検
討
課
題
と
し
て

取
り
組
む
べ
き
か
を
考
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
事

項
が
上
げ
ら
れ
る
。

○

道
路
管
理
で
利
用
す
る
水
の
確
保

下
水
道
処
理
水
等
の
積
極
的
な
活
用
、
道
路

高
架
下
に
水
槽
等
を
設
置
し
て
の
雨
水
等
の
貯

留
。

②

透
水
性
舗
装
等
の
促
進
に
よ
り
、
雨
水
を
地

下
に
還
元
さ
せ
る
。

③

地
域
の
緑
化
基
本
計
画
と
の
調
整
の
基
に
耐

乾
燥
性
の
あ
る
樹
木
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、

保
水
力
の
あ
る
土
壌
材
の
開
発
研
究
を
計
る
。

燭

道
路
情
報
施
設
の
有
効
活
用
を
し
、
地
域
及

び
道
路
利
用
者
に
対
し
て
積
極
的
な
情
報
提
供

を
行
う
。

⑮

今
回
の
よ
う
な
市
民
生
活
に
係
る
非
常
事
態

下
で
は
、
建
設
省
と
し
て
積
極
的
に
道
路
散
水

車
等
道
路
維
持
用
特
殊
機
械
の
支
援
も
必
要
で

あ
る
。

以
上
、
異
常
気
象
下
で
の
道
路
渇
水
対
策
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
が
、
今
後
、
他
道
路
管
理
者
、
地
方

自
治
体
等
関
係
機
関
と
も
情
報
連
絡
を
密
に
し
て
、

一
般
住
民
の
感
情
を
も
視
野
に
入
れ
た
幅
広
い
道
路

行
政
が
大
事
で
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

特集/道路と渇水対策



渇
水
と
週
蟠

香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
長

鎌
田

正
昭

香
川
県
は
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
、
気
候
温
暖
で
風

光
明
婚
な
土
地
で
あ
る
。
特
に
、
海
に
山
に
自
然
が

一
杯
で
、
災
害
も
少
な
く
、
県
民
は
挙
っ
て
、
日
本

で
最
も
住
み
や
す
い
土
地
と
、
自
負
し
て
い
る
。

県
土
は
、
一
、
八
七
五
姪
と
全
都
道
府
県
の
中
で

最
も
小
さ
い
県
で
は
あ
る
が
一
〇
二
万
人
の
人
ロ
を

擁
し
、
人
ロ
密
度
は
五
四
六
八
/
姪
と
全
国
で
三

番
目
と
な

っ
て
い
る
。

気
候
に
つ
い
て
は
、
ご
存
知
の
と
お
り
、全
国
有
数

の
少
雨
県
で
、
年
間
平
均
雨
量
は
一
、
一
四
七
皿
で

全
国
平
均
一
、
六
一
五
皿
の
約
七
割
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
日
照
時
間
は
全
国
一
多
い
県
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
県
内
の
河
川
は
、
地
形
的
な
関
係
で
、
流
路

延
長
が
短
か
く
、
河
床
勾
配
が
急
な
た
め
、
平
時
に

は
ほ
と
ん
ど
流
量
は
無
い
が
、
一端
大
雨
に
な
る
と
、

た
ち
ま
ち
満
水
状
態
と
な
る
、
流
量
変
動
の
激
し
い

河
川
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
古
来
よ
り
、
香
川
の
米
作
り
に
欠
か
せ
な

い
の
が
た
め
池
で
あ
る
。
弘
法
大
師
が
修
復
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
全
国
一
大
き
い
満
濃
池
(総
貯
水
量
一
、

五
四
○
万
孃
)
を
始
め
、
大
小
一
六
、
三
〇
〇
余
の

た
め
池
が
、
香
川
の
米
作
り
を
支
え
て
き
た
。

梅
雨
の
雨
で
田
植
を
し
、
さ
ら
に
こ
れ
等
の
た
め

池
を
満
水
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
訳
で
あ

る
。
そ
う
し
た
、
香
川
の
水
不
足
や
供
給
の
不
安
定

さ
は
、
古
来
よ
り
恒
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
香
川
の

長
い
歴
史
の
中
に
度
か
さ
な
る
飢
饉
や
、
水
争
等
の

悲
惨
な
事
件
が
数
多
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

近
年
に
い
た
っ
て
、
こ
れ
を
抜
本
的
に
解
決
す
べ

く
、
先
人
の
努
力
と
、
隣
県
を
始
め
、
多
く
の
方
々

の
ご
協
力
に
よ
り
、
四
国
三
郎
と
呼
ば
れ
る
吉
野
川

(高
知
県
を
源
と
し
徳
島
市
へ
流
下
す
る
流
路
延
長

一
九
四
如
、
流
域
面
積
三
、七
五
〇
蝿
の
河
川
)
の

中
流
域
に
多
目
的
ダ
ム
(早
明
浦
ダ
ム
)
を
建
設
し
、

こ
こ
で
新
た
に
生
ま
れ
た
水
を
下
流
の
池
田
ダ
ム
に

溜
め
、
こ
こ
よ
り
県
境
部
を
ト
ン
ネ
ル
に
て
香
川
県

ま
で
導
水
し
、
こ
れ
を
農
業
用
水
、
水
道
用
水
、
工

業
用
水
と
す
る
、
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
、

こ
れ
が
昭
和
四
九
年
に
完
成
し
、
現
在
香
川
県
の
平

地
部
ほ
ぼ
全
域
に
渡
り
、
貴
重
な
吉
野
川
の
水
が
供

給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
前
年

で
あ
る
昭
和
四
八
年
に
は
、
高
松
砂
漠
と
呼
ば
れ
た

大
渇
水
に
見
廻
わ
れ
、
本
年
同
様
多
く
の
市
町
で
水

道
用
水
の
給
水
制
限
や
、
水
不
足
に
よ
る
農
作
物
等

の
被
害
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
完
成
を
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大
望
し
て
い
た
。
香
川
用
水
事
業
の
完
成
は
、
県
民

挙
げ
て
の
喜
び
で
あ
っ
た
。

以
来
二
〇
年
間
、
昭
和
四
八
年
よ
り
も
、
少
雨
の

年
を
何
度
も
経
験
し
て
い
る
が
、
島
嗅
部
を
除
き
、

大
規
模
な
渇
水
に
見
廻
わ
れ
る
こ
と
は
、
無
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
間
、
日
本
経
済
の
発
展
と
共
に
、
県
内

に
も
多
く
の
工
場
が
立
地
し
、
人
々
の
生
活
様
式
も

大
量
消
費
型
に
変
化
し
、
水
の
使
用
量
を
増
大
さ
せ

て
い
っ
た
。
こ
お
し
た
背
景
の
も
と
で
起
こ
っ
た
の

が
今
回
の
大
渇
水
で
あ
る
。
ま
ず
今
年
は
春
か
ら
天

候
が
異
常
で
あ
っ
た
。
資
料
1
の
と
お
り
三
月
の
降

水
量
が
平
年
の
八
五
畑
に
対
し
、
今
年
は
三
〇
面
と

ほ
ぼ
三
分
の
一
で
あ
り
、
四
月
･
五
月
が
約
三
分
の

二
、
六
月
･
七
月
が
三
分
の
一
以
下
、
八
月
は
約
五

分
の
一
と
な
っ
て
お
り
、

一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
累

計
が
平
年
の
八
三
五
皿
に
対
し
四
三
二
獅
と
、
平
年

の
五
二
%
程
度
で
あ
っ
た
。
一
方
早
明
浦
ダ
ム
地
点

に
お
け
る
一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
降
水
量
も
平
年
の

七
四
%
程
度
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
六
月
が
少
な
く
、

五
月
末
に
は
満
水
状
態
だ
っ
た
貯
水
量
も
六
月
二
九

日
に
は
五
○
%
と
な
り
、
こ
の
時
点
よ
り
香
川
用
水

の
第
一
次
補
給
削
減

(三
○
%
カ
ッ
ト
)
が
開
始
さ

れ
、
七
月
八
日
に
は
第
二
次
補
給
削
減

(六
0
%
カ
ッ

ト
)、
七
月
一
六
日
に
は
第
三
次
補
給
削
減

(七
五

%
カ
ッ
ト
)、
七
月
二
四
日
に
は
つ
い
に
利
水
貯
水

量
○
と
な
り
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
、
最
低

32 道イテセ 94.11
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限
度
の
生
活
用
水
と
し
て
、
日
量
一
五
万
瀞
を
発
電

専
用
水
よ
り
補
給
を
受
け
る
非
常
事
態
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
台
風
七
号
及
び
一
四
号
が
四
国
を
か
す
め
、

早
明
浦
ダ
ム
地
点
に
相
当
量
の
降
雨
を
も
た
ら
し
、

段
階
的
に
削
減
も
緩
和
さ
れ
八
月
一
九
日
に
一端
全

面
解
除
と
な
っ
た
。

こ
の
間
、
県
内
の
自
己
水
源

(
一
三
ダ
ム
と
ニ
ハ
、

三
〇
〇
余
の
た
め
池
)
も
か
つ
て
無
い
ほ
ど
貯
水
量

を
減
ら
し
、
県
下
全
域
の
市
町
で
水
道
用
水
の
給
水

制
限
が
行
わ
れ
、
ま
た
農
業
用
水
に
お
い
て
も
配
分

を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
各
地
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。

特
に
県
部
高
松
市
に
お
い
て
は
、
六
月
二
九
日
か

ら
給
水
制
限
が
始
ま
り
、
七
月
一
五
日
以
降
は
一
六

時
か
ら
二
一
時
ま
で
と
一
日
五
時
間
し
か
水
道
の
使

え
な
い
日
々
が

一
ヶ
月
続
い
た
。
最
も
暑
い
季
節
で

あ
る
上
に
記
録
的
な
猛
暑
で
連
日
の
よ
う
に
、
各
地

で
観
測
史
上
最
高
気
温
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

我
職
場
で
あ
る
土
木
部
は
、
県
庁
舎
建
て
替
え
の

た
め
昨
年
新
築
し
た
、
仮
庁
舎
へ
移
っ
て
い
た
所
で

あ
り
、
当
ビ
ル
は
水
冷
式
の
冷
房
施
設
と
な
っ
て
お

り
、
当
然
冷
房
は
止
め
ら
れ
、
場
所
に
よ
っ
て
は
室

温
四
〇
度
に
達
し
た
所
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
水
洗
ト
イ
レ
で
は
バ
ケ
ツ
と
杓
が
活
躍
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
地
獄
の
よ
う
な
職
場
環
境
の
中
で
、
扇

風
機
と
う
ち
わ
で
涼
を
取
り
、
目
参
し
た
冷
茶
で
喉

を
潤
し
な
が
ら
連
日
の
よ
う
に
渇
水
対
策
会
議
や
情

報
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
。
土
木
部
内
に
お
い
て
も
、

様
々
な
渇
水
対
策
が
検
討
さ
れ
、
道
路
保
全
課
と
し

て
は
、
新
た
な
水
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

節
水
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
街
路
樹
に
対
す
る
散
水

は
下
水
処
理
水
と
地
下
水
に
切
り
替
え
、
散
水
車
に

は
下
水
処
理
水
使
用
中
と
掲
示
し
、
県
民
感
情
に
配

慮
し
た
･
ま
た
工
事
現
場
に
お
け
る
、
工
事
用
水
も

極
力
節
水
に
努
め
る
と
と
も
に
、
水
道
水
は
使
用
し

な
い
よ
う
指
示
を
出
し
た
。
し
か
し
今
回
の
渇
水
に

よ
り
道
路
保
全
課
と
し
て
最
も
苦
労
し
た
の
は
、
街

路
樹
等
の
維
持
管
理
で
あ
っ
た
。
中
で
も
今
年
一
〇

月
二
三
日
よ
り
開
催
さ
れ
た
全
国
健
康
福
祉
祭

(ね

ん
り
ん
ピ
ッ
ク
)
に
合
わ
せ
開
花
す
る
よ
う
、
主
要

2

な
道
路
の
余
幅
部
や
中
央
分
離
帯
等
に
サ
ル
ビ
ヤ
の

=

草
花
等
約
二
一
万
本
を
植
え
て
い
た
が
、
こ
れ
が
枯

q　

れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
o

い
く
ら
散
水
し
て
も
、
記

瀞

録
的
な
猛
暑
が
続
い
た
た
め
、
気
温
、
地
温
が
共
に

上
が
り
過
ぎ
、
防
ぎ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
一
日

中
陽
の
当
る
場
所
に
植
え
ら
れ
た
も
の
が
特
に
顕
著

で
あ
り
、
現
場
に
行
き
縮
み
上
が
り
茶
色
く
な
り
か

か
っ
た
草
花
の
列
を
見
る
と
胸
の
痛
む
思
い
で
あ
っ

た
。
結
果
的
に
は
三
割
程
度
の
被
害
が
出
た
が
、
こ



枯れたサツキ (ツツジ類)、 元気なボックスウッド

の
草
花
の
植
栽
は
、
植
付
か
ら
維
持
管
理
、
開
花
ま

で
を
一
環
し
て
発
注
し
て
い
た
た
め
、
専
門
家
の
判

断
に
よ
り
、
早
め
に
植
え
替
え
の
た
め
の
苗
が
確
保

さ
れ
て
お
り
、
一
部
品
種
の
代
わ
る
部
分
も
あ
る
が

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
に
間
に
合
う
よ
う
植
え
替
え
る
こ

と
が
で
き
、
胸
を
撫
で
下
ろ
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
時
を
同
じ
く
し
て
一
般
の
街
路
樹
に
つ
い
て

も
被
害
が
出
始
め
、
ま
ず
底
木
の
つ
つ
じ
類
が
枯
れ

週
二
回
の
潅
水
を
続
け
た
が
、
被
害
は
拡
が
る
一
方

で
あ
り
、
つ
つ
じ
類
は
特
に
渇
水
と
高
温
に
弱
い
よ

う
で
、
今
回
の
街
路
樹
被
害
を
本
数
的
に
見
れ
ば
九

0
%
ま
で
は
つ
っ
じ
類
で
あ
る
。
そ
の
他
の
底
木
に

つ
い
て
は
ボ

ッ
ク
ス
ウ
ッ
ド
、
ツ
ゲ
等
新
し
い
木
に

枯
れ
た
も
の
が
目
立

っ
て
い
る
。
高
木
に
つ
い
て
は
、

楠
、
マ
テ
バ
シ
イ
、
オ
リ
ー
ブ
等
で
二
六
〇
本
程
度

で
比
較
的
被
害
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
刻
々
変
化
す
る
被
害
状
況
を
的

確
に
把
握
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
被
害

状
況
の
問
合
せ
等
の
対
応
に
追
わ
れ
る
日
々
が
続
い

た
。土

木
事
務
所
に
お
い
て
は
、
造
園
業
者
と
協
議
し

貴
重
な
水
を
有
効
利
用
す
る
た
め
、
夕
刻
か
ら
夜
に

か
け
て
草
花
に
は
二
日
に
一
回
、
街
路
樹
に
は
週
二

回
程
度
の
潅
水
を
二
ヶ
月
間
続
け
た
。
過
去
に
例
の

　　
　
　

　　
　　
　

　　
　
　
　　

え
、さ
ぬ対
さ

　
　
　　　 　　　　　　　　　　　　

枯れ始めたボックスウッド

な
い
こ
と
で
あ
り
、
多
額
な
経
費
を
費
や
し
た
が
、

こ
れ
に
よ
り
被
害
を
最
小
限
度
に
押
え
る
こ
と
が
で

き
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

ま
だ
ま
だ
事
後
処
理
が
終
っ
た
訳
で
は
な
く
、
今

後
は
枯
木
の
処
理
、
ま
た
適
期
を
見
て
新
し
い
木
の

植
裁
、
そ
の
た
め
の
予
算
の
確
保
等
多
く
の
課
題
を

残
し
て
い
る
が
、
今
回
の
渇
水
を
教
訓
と
し
、
渇
水

に
強
い
樹
種
の
選
定
や
、
潅
水
等
維
持
管
理
に
配
慮

し
た
植
樹
帯
の
構
造
等
今
後
の
街
路
樹
整
備
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
よ
う
研
究
し
て
見
た
い
と
考
え
て
い

る
%

サツキ
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特集/ 道路と渇水対策



囃
鬮
で
麒
,週

麒
神
や
儀
⑭
竃
ゆ
で
『篝
』◎
騨
で
謳
っ
脆
鬮
圏

　　
　　
　　
　　　　　　　

　

　　

　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　

　

　　

　
　　
　

　　
　
　　　　
　
　　
　

　　　　　
　

　

{

{

鸚

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
･
文
鬮
千
世
ま
ゆ
予

撮
影
圏
倉
部

和
彦

｢中世荘園の様相｣ (塙書房)

朧(東京大学出版会) ･ ｢日本中世の民衆像｣ ｢日
本中世の非農業民と天皇｣ (岩波書店) ･ ｢束と
西の語る H 本の歴史｣ (そしぇて) ･ ｢中世再考｣
(日本エディタースクール出版部) ･ ｢日本民俗

網野 善彦 (あみの よしひこ)
1928年山梨県生まれ。 1950年東京大学文学部史学
科卒。 現在、 神奈川大学短期大学部教授、 神奈川
大学日本常民文化研究所所員。 日本中世史、 日本

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

史

著

来

｣

民

な

襲

権

海

主

古

王

　
　
　

　

　
　

　
　
　

H

デ
｣

る

エ
系

o

語
本
大
数

の

日

化

多

西

(

文

ど

道
と
も
う
し
ま
す
と

｢全
て
の
道
は
ロ
ー
マ
に
通

ず
｣
と
い
う
言
葉
が
浮
か
び
ま
す
が
、
道
路
を
造
っ
て
い

る
人
達
に
と
っ
て
も
ロ
ー
マ
の
道
は
憧
れ
な
ん
だ
そ
う
で

す
′。

網
野

｢
ロ
ー
マ
の
道
｣
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
っ
て
軍

事
的
な
目
的
の
た
め
に
造
ら
れ
た
訳
で
す
か
ら
、
直
線
的

な
ん
で
す
よ
ね
。
直
線
は
最
短
距
離
。
ロ
ー
マ
だ
け
で
は

な
く
古
代
帝
国
が
造
っ
た
道
は
直
線
で
あ
る
こ
と
が
多
い

ん
で
す
。
ペ
ル
シ
ャ
や
イ
ン
カ
の
道
も
そ
う
で
す
し
、
日

い
に
し
え

古
の
人
々
は
、
｢道
｣
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
?

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
第

一
回
目
は
、
日
本
中
世
史
の
研
究
で
名
高
い
網
野
善
彦

教
授
を
神
奈
川
大
に
お
訪
ね
し
た
。

直
線
の
道
は
文
明
の
道



本
の
律
令
国
家
も
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
古
代
帝
国
は
、
そ

れ
だ
け
強
烈
な
国
家
意
志
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
ね
。

ー
ー

イ
ン
カ
の
道
も
そ
う
で
す
か
。
直
線
を
原
則
と
し

て
道
を
造
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
自
然
に
対
し
て
も
征

服
者
と
な
る
わ
け
で
す
ょ
ね
。

網
野

そ
う
で
す
。
西
洋
の
合
理
主
義
も
同
じ
で
す
ね
。

直
線
の
道
は
古
代
の
道
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
然
に
対
す

る
人
間
の
支
配
、
文
明
の
非
常
に
強
い
意
志
を
示
し
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば

｢文
明
の
道
｣
と
も
い
え
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

-
-

先
生
は
日
本
中
世
史
が
ご
専
門
で
す
が
、
中
世
の

日
本
で
は

｢道
｣
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
た
ん
で
し
ょ
う
?

網
野

中
世
で
は
、
道
は
交
通
機
関
の

｢道
｣
で
あ
る
と

と
も
に
、
特
別
な
場
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

道
の
上
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
非
日
常
的
な
こ
と
で
、
日
常

生
活
に
そ
の
結
果
を
も
ち
こ
ま
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
道
で
人
が
殺
さ
れ
た
と
す
る
で
し
ょ
う
。
こ

れ
が
、
ふ
つ
う
の
場
所
で
お
こ
っ
た
ら
、
殺
さ
れ
た
A
の

身
内
は
犯
人
で
あ
る
B
あ
る
い
は
B
の
身
内
に
仕
返
し
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

そ
れ
が
、
道
で
起
こ
っ
た
場
合
は
、
道
の
上
だ
け
の
こ
と

と
し
て
解
決
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
世
俗
の
世
界
に
そ
れ

を
及
ぼ
さ
な
い
。
女
の
人
が
旅
先
で
何
か
あ
っ
て
も
そ
う

な
ん
で
す
ね
。

-
-

現
実
的
な
空
間
を
越
え
た
、
非
日
常
的
な

｢道
｣

と
い
う
わ
け
で
す
ね
?

網
野

｢と
は
ず
が
た
り
｣
と
い
う
鎌
倉
時
代
後
期
の
物

語
の
主
人
公
は
作
者
で
も
あ
る
二
条
と
い
う
女
性
な
ん
で

す
ね
。
前
半
は
宮
廷
の
女
房
の
世
界
の
話
で
す
け
れ
ど
、

後
半
は
旅
物
語
な
の
で
す
。
そ
の
旅
の
途
中
た
ま
た
ま
女

房
時
代
に
関
わ
り
の
あ
っ
た
後
深
草
院
に
会
い
ま
し
て
ね
、

上
皇
に
い
わ
れ
る
訳
で
す
。
｢旅
先
で
い
ろ
ん
な
男
性
と

契
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
｣
と
。
そ
ん
な
こ
と
を
上
皇

が
聞
い
て
い
る
の
も
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ

れ
に
対
し
て
二
条
は
、
｢ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
よ
う
な
遍
歴
の
修

行
者
な
ど
に
む
り
や
り
契
ら
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

る
と
聞
い
て
い
る
け
れ
ど
、
自
分
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な

か
っ
た
｣
と
弁
解
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
問
答

だ
け
み
ま
し
て
も
、
旅
は
そ
う
し
た
危
険
が
伴
う
こ
と
は

間
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
旅
先
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
日
常

生
活
に
戻
さ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
は
確
実
に
あ
っ
た
よ
う

で
す
ね
。

こ
う
い
う
こ
と
は

｢旅
の
恥
は
か
き
捨
て
｣
と
い
う
言

葉
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。
何
を
し

て
も
お
と
が
め
が
な
い

(笑
い
)
。

-
-

絵
巻
に
出
て
く
る
女
性
の
旅
装
束
が
面
白
い
で
す

ね
。

ち
は
や

網
野

市
女
笠
を
被
っ
て
、
禅
と
い
う
た
す
き
の
よ
う
な

も
の
を
し
て
い
る
。
あ
あ
こ
れ
で
す
ね
。
(本
を
見
せ
て

い
た
だ
く
)
壷
装
束
と
い
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

ー
-

ど
う
し
て
壷
装
束
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
?

網
野

言
葉
の
意
味
は
ど
う
か
な
?

ー
i

囲

っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
ね
ぇ
?

網
野

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね

(笑
い
)
。
確
か
に
囲

っ

て
い
ま
す
よ
ね
。

-
-

民
話
の
世
界
で
も
、
神
ご
と
に
か
か
わ
る
特
別
な

語
り
の
場
で
は
、
着
も
の
を
被
っ
て
ま
さ
に
非
日
常
の
空

間
を
つ
く
り
だ
し
て
昔
話
を
語
り
、
ま
た
聞
く
と
い
う
村

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

網
野

被
り
も
の
、
覆
面
な
ど
は
ま
っ
た
く
そ
う
で
す
ね
。

や
は
り
、
笠
を
被
る
こ
と
は
、
顔
を
隠
す
と
い
う
こ
と
と

関
わ
り
が
あ
っ
て
非
日
常
の
世
界
に
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
う
ん
で
す
が
!
･!
。
旅
は
、

一
つ
の
非
日
常
的

で
異
様
な
空
間
と
時
間
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
か
ら
ね
。

現
代
だ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
が
多
少
は
生
き
て
い
る
で

、し
よ
>フ
0

つじ

ー
ー

そ
う
い
え
ば
、
昔
は
道
の
辻
で

｢辻
占
｣
と
い
う

占
い
な
ん
か
を
し
て
ま
す
ね
?

夕
暮
れ
時
に
、
辻
に
立
っ

て
、
通
っ
て
行
く
人
の
話
を
聞
い
て
占
う
と
い
う
･!
%

辻
と
い
う
の
も
妖
し
げ
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

網
野

｢辻
｣
の
問
題
に
な
る
と
沢
山
面
白
い
話
が
あ
り

ま
す
よ
。
｢辻
切
り
｣
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

あ
れ
は
、
辻
だ
か
ら
人
を
斬
っ
て
も
こ
れ
ま
た
世
俗
の
罪

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

辻
と
い
う
の
は
と
て
も
不
思
議
な
所
で
す
よ
。

ー
-

だ
か
ら
、
辻
で
斬
る
。
時
代
劇
で
は
良
く
使
わ
れ
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る
言
葉
な
の
に
、
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。

網
野

そ
う
い
う
こ
と
は
結
構
あ
り
ま
す
ね
。

言
は
誰
の
も
の
}

-
-

中
世
で
は
道
は
誰
の
も
の
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
?

網
野

道
は
、
神
や
仏
の
も
の
で
、
｢公
｣
の
場
と
考
え

ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
道
を
造
る
、
橋
を
造

る
と
い
う
こ
と
は
特
別
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
古
代
の

よ
う
に
国
家
の
力
が
強
い
時
代
に
は
、
国
家
、
公
の
仕
事

と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
力
が
弱
く
な
っ

て
く
る
と

｢勧
進
｣
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
ま
す
。
奈
良

時
代
に
行
基
が
、
道
や
橋
を
造
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
が

勧
進
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
勧
進
と
い
う

の
は
神
や
仏
の
為
に
と
い
う
名
目
で
い
わ
ば
寄
付
金
を
集

め
て
、
そ
れ
を
資
金
に
し
て
道
や
橋
を
造
る
訳
で
す
。
道

は
人
の
力
を
こ
え
た
神
仏
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
、
世

俗
の
権
力
の
私
的
な
支
配
下
に
お
い
て
は
い
け
な
い
場
な

ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
道
の
支
配
権
は
中
世
で
は
西
日
本

は
天
皇
、
東
日
本
は
将
軍
の
手
中
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

個
々
の
領
主
や
国
司
･
守
護
の
権
限
を
さ
ら
に
こ
え
た
高

次
の
支
配
権
者
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

-
-

行
基
は
土
木
工
事
に
対
す
る
知
識
が
豊
富
だ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
空
海
ほ
ど
霊
的
な
逸
話
は
少
な
い
人
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
?

網
野

･そ
う
で
も
な
い
で
す
よ
。
行
基
も
伝
説
や
逸
話
は

多
い
で
し
ょ
う
。
行
基
の

造
っ
た
寺
や
仏
像
、
｢
こ
の

、

'

橋
は
行
基
が
造
っ
た
橋
だ
｣

な
ど
ど
い
ゎ
れ
る
建
造
物
は
、

、

ミ遂獺
･

あ
ち
こ
ち
に
沢
山
あ
る
で

ノ

類
~が
艇
諭

!
)
ょ
>フ
。

　
　
　
　
　

　
　
　

い
う
仏
像
を
何
度
か
み
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

道
が
宗
教
的
領
域
と
い
う

の
か
、
神
や
仏
の
も
の
と
い

う
話
を
聞
い
て
思
い
出
し
ま

し
た
が
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は

｢神
の
手
が
造
る
よ

う
に
道
は
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
っ
た
そ
う
で

す
。
行
基
や
他
の
勧
進
聖
と
い
わ
れ
る
人
々
も
自
然
の
声
、

地
の
声
を
聞
き
な
が
ら
道
や
橋
を
造
っ
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ

う
か
ね
?

網
野

あ
の
時
代
の
修
行
者
は
山
に
入
っ
て
修
行
す
る
わ

け
で
す
よ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
森
で
し
ょ
う
が
、
日
本
の
場

合
は
山
林
で
し
ょ
う
ね
。
山
中
で
の
生
活
で
山
の
霊
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
は
本
当
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
山
伏
な
ど
は
普
通
の
人
と
違
う
力
を
持
っ
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
ね
。

距
離
と
時
間

-
-

あ
る
時
ま
で

｢道
｣
が
神
や
仏
の
領
域
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
ょ
ね
。
皮
膚
感
覚
で
超
自
然
的
な
畏
怖
の
念
を

感
じ
と

っ
て
い
た
も
の
が
、
時
代
が
移
る
に
つ
れ
て
、
道

が
、
乗
り
物
が
変
化
す
る
。
す
る
と
時
間
が
ど
ん
ど
ん
短

縮
さ
れ
る
。
そ
の
ス
ピ
ー
ド
の
為
に
そ
の
独
特
の
感
覚
も

薄
れ
て
、
交
通
機
関
と
し
て
の
み
の
道
が
残
っ
て
い
っ
た
っ

て
こ
と
で
し
ょ
う
か
?

網
野

そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
昔
は
旅

仕
度
を
し
て
旅
に
出
た
。
た
い
し
て
遠
く
な
い
所
に
行
く

と
き
で
さ
え
も
先
ほ
ど
も
い
い
ま
し
た
け
ど
、
女
の
人
だ
っ

た
ら
、
壷
装
束
で
出
か
け
て
い
ま
す
ね
。
旅
に
出
た
ら
同
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が
お
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
だ
か
ら
旅
装
束
は
そ
れ

な
り
の
心
構
え
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
の
現
れ
だ
と
思

い
ま
す
。
非
日
常
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
ね
。

ー
i

巡
礼
の
姿
に
似
て
い
ま
す
ね
。

網
野

い
や
、
巡
礼
の
姿
が
旅
仕
度
に
似
て
い
る
と
い
っ

た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

ー
ー

旅
仕
度
と
い
え
ば
、
私
の
小
さ
い
頃
で
も
そ
れ
ほ

ど
遠
く
な
い
温
泉
に
い
く
の
に
、
晴
の
装
い
と
い
う
の
か

旅
仕
度
ら
し
い
姿
で
出
か
け
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
ね
。

今
は
、
旅
行
を
す
る
と
い
っ
て
も
移
動
に
時
間
が
か
か
ら

な
く
な

っ
て
、
ど
こ
の
家
で
も
み
ん
な
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
な

っ

て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど

(笑
い
)。

網
野

え
え
、
本
当
に
そ
う
で
す
ね
。

｢川
の
道
｣
と

｢海
の
道
｣

網
野

時
間
の
問
題
が
で
ま
し
た
け
れ
ど
、
昔
の
交
通
を

考
え
る
上
で
大
切
な
の
は
海
や
川
で
、
近
代
に
な
る
と
水

路
や
海
路
の
問
題
が
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
ね
。

ー
ー

先
生
は
、
海
路
や
水
路
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い

ま
す
ね
。
｢水
の
鎌
倉
道
｣
と
い
う
の
が

『日
本
論
の
硯

座
-
列
島
社
会
と
国
家
』
の
な
か
に
あ
り
ま
し
た
が
?

網
野

そ
れ
は
僕
が
勝
手
に
い
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
、

あ
り
う
る
と
思
う
ん
で
す
。
鎌
倉
河
岸
と
い
う
地
名
が
現

在
ま
で
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
実
際
に
鎌

倉
ま
で
行
け
る
水
の
道
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

頼
朝
や
政
子
の
伝
承
と
結
び
つ
い
た
、
鎌
倉
河
岸
と
い
う

地
名
が
霞
ヶ
浦
に
二
カ
所
あ
る
ん
で
す
よ
。
東
京

に
も
鎌
倉
河
岸
が
あ
り
ま
す
。
今
は
忘
れ
ら
れ
た

け
れ
ど
も
･!
!
･。

一
部
は
陸
の
道
を
通
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
河
を
通
っ

て
鎌
倉
に
行
く
道
が
各
方
面
か
ら
あ
っ
た
と
思
う

ん
で
す
。

-
-

そ
れ
は
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

網
野

現
在
交
通
の
便
が
悪
く
さ
び
れ
て
い
る
所

を
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
か
つ
て
は
た
い
へ
ん
豊

か
で
栄
え
た
所
が
多
い
で
す
ね
。
能
登
は
ま
さ
し

く
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
所
は
江
戸
時
代
ま
で

海
上
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
の
で
、
海
を
通
じ
て
、

き
わ
め
て
広
い
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
た
訳
で
す
。
川
の

交
通
も
非
常
に
重
要
で
し
た
。

ー
ー

わ
た
し
の
田
舎
で
も
明
治
ま
で
、
川
を
交
通
機
関

と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
を
最
近
知
っ
て
大
変
驚
い
た
の

で
す
が
。

網
野

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
近
代
に
な
り
ま
す
と
川
や
海

の
交
通
の
重
要
性
が
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。
船
の
方
が
物
を
運
ぶ
場
合
に
は
か
な
り
大

き
な
重
い
も
の
を
遠
く
ま
で
運
べ
ま
す
か
ら
ね
。
例
え
ば
、

甕
や
壷
の
よ
う
な
焼
き
物
は
み
な
船
で
運
ん
で
い
ま
す
。

昔
は
水
路
を
つ
か
っ
て
行
け
る
だ
け
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら

馬
や
牛
な
ど
に
の
り
か
え
て
ま
た
川
や
海
の
あ
る
と
こ
ろ

ま
で
行
く
。
陸
の
道
だ
け
を
行
く
よ
り
も
こ
の
方
が
は
る

か
に
能
率
が
よ
か
っ
た
訳
で
す
。
川
の
利
用
は
船
だ
け
で

は
な
い
ん
で
す
ね
。
重
源
と
い
う
行
基
と
同
じ
よ
う
に
勧

進
聖
と
し
て
有
名
な
人
が
い
ま
す
ね
。
こ
の
人
は
鎌
倉
の

初
期
に
東
大
寺
の
大
仏
殿
を
再
建
す
る
為
に
材
木
を
周
防

の
山
か
ら
切
り
出
し
て
、
そ
れ
を
佐
波
川
に
流
し
て
い
ま

す
が
、
こ
の
時
、
川
を
堰
止
め
て
、
木
材
を
浮
か
せ
て
、

堰
を
切
っ
て
、
材
木
を
ダ
ー
ッ
と
流
す
と
い
う
や
り
方
を

し
て
い
る
ん
で
す
。

ー
ー

奈
良
時
代
に
も
木
津
川
を
使
っ
て
運
ん
だ
と
い
う

の
は
聞
い
て
い
ま
す
が
?

網
野

え
え
、
そ
う
し
て
、
瀬
戸
内
海
ま
で
出
し
て
、
筏

に
く
ん
で
、
今
度
は
逆
に
木
津
川
を
遡
ら
せ
て
い
る
。
す

ご
い
技
術
力
で
し
ょ
う
。
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-
ー

そ
う
で
す
ね
、
あ
の
時
代
に
そ
う
い
う
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
は
、
す
ご
い
で
す
よ
ね
。

網
野

や
り
方
に
よ
っ
て
は
ス
エ
ズ
運
河
と
同
じ
こ
と
が

で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
ま
あ
、
船
の
場
合
、
材
木
と

同
じ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
け
ど

(笑
い
)。

船
で
も
そ
う
い
う
方
式
で
流
せ
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

日
本
の
川
は
急
流
だ
か
ら
、
｢川
の
交
通
は
ダ
メ
ー
｣

と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
意
外
と
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す

ね
。
勿
論
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
大
き
な
船
が
ゆ
る
や

か
な
川
を
遡
っ
て
内
陸
深
く
入
っ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な

い
け
れ
ど
、
積
み
替
え
、
積
み
替
え
川
舟
が
動
い
て
い
る

ん
で
す
よ
。
信
濃
川
な
ど
は
、
そ
う
と
う
上
流
ま
で
船
が

入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
能
登
の
焼
き
物
が
信
州

ま
で
は
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

-
-

と
い
い
ま
す
と
、
昔
は
海
と
川
を
つ
な
い
で
入
っ

て
い
っ
た
訳
で
す
か
?

｢あ
あ
、
船
を
出
し
て
や
る
よ
｣
っ
て
向
こ
う
岸
ま
で
自

転
車
ご
と
運
ん
で
く
れ
た
も
の
で
す
。

道
を
考
え
る
上
で
、
水
路
も
道
と
考
え
て
利
用
す
る
と

無
駄
が
な
く
動
け
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
ま
あ
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
行
政
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
管
轄
外
だ

と
い
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
け
ど

(笑
い
!
)
。

-
-

た
だ
、
水
路
を
交
通
機
関
と
し
て
考
え
た
場
合
、

陸
よ
り
水
に
対
し
て
の
危
険
感
と
い
う
か
、
水
に
対
し
て

の
恐
れ
と
い
う
点
で
難
し
く
な
い
で
し
ょ
う
か
。

網
野

そ
れ
で
は
、
空
は
い
か
が
で
す
か
。
た
し
か
に
空

よ
り
も
陸
の
方
が
安
全
だ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
け
ど
、
た

く
さ
ん
の
人
が
い
ま
は
空
を
使
っ
て
い
る
。
危
険
で
あ
る

と
い
う
点
で
は
水
路
も
道
路
も
同
じ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

要
は
そ
の
使
い
方
で
し
ょ
う
ね
。

-
-

道
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
川
も
海
も
道
と
し
て

と
ら
え
る
な
ら
ば
、
同
じ
非
日
常
の
空
間
で
あ
る
と
い
え

る
と
い
う
訳
で
す
か
?

網
野

え
え
、
そ
の
と
お
り
で
す
。
船
は
一
蓮
托
生
の
世

界
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。
海
、
川
と
陸
の
交
通
の
長
所
を

相
互
に
生
か
し
て
、
お
互
い
に
補
足
す
る
と
い
う
形
で
道

の
問
題
を
考
え
れ
ば
、
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
-
-

一
つ
の
方
向
だ
け
に
進
ん
で
行
く
の
で
は
な
く
て
、
一

度
立
ち
止
ま
っ
て
、
今
ま
で
の
長
い
歴
史
を
考
え
た
上
で
、

こ
れ
以
後
の
交
通
の
あ
り
方
、
｢道
｣
の
あ
り
方
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
と
、
考
え
る
時
期
が
来
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
。

発
想
の
転
換
を
し
な
い
と
い
け
な
い
時
期
に
来
て
い
る

と
思
い
ま
す
ね
。

l
1
本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
興

味
深
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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網
野

･ぇ
え
そ
う
で
す
。
焼
き
物
は
重
い
で
す
か
ら
ね
。

水
路
を
使
わ
な
い
と
運
べ
な
い
ん
で
す
ね
。
三
一世
紀
に

知
多
･
渥
美
か
ら
海
と
川
を
つ
か
っ
て
平
泉
ま
で
大
き
な

焼
物
が
運
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う

｢水
の
道
｣
の
歴
史

的
役
割
が
ま
っ
た
く
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

J
I

と
同
時
に
、
私
た
ち
の
意
識
か
ら
も
･･!
･･。

網
野

そ
う
、
落
ち
て
し
ま

っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
五

〇
年
間
で
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
よ
。
戦
後
、

ま
も
な
く
僕
が
霞
ヶ
浦
の
周
辺
を
自
転
車
で
歩
い
た
と
き

な
ん
て
ね
、
｢
あ
そ
こ
に
行
き
た

い
ん
だ
｣
と

い
う
と



道̂
路
管
理
の
糜
麗
報
告
)

道
路
管
理
の
実
態
に
つ
い
て

長
野
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

野
本

宏

一

は
じ
め
に

長
野
県
は
、
本
州
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
八
つ
の

県
に
境
を
接
し
、
東
西
約
三
一〇
蝿
、
南
北
約
二
一
二
如
、

面
積
一
三
、
五
八
五
姉
の
広
大
な
山
岳
県
で
あ
る
。

北
ア
ル
プ
ス
や
南
ア
ル
プ
ス
等
四
方
を
高
い
山
々
に
囲

ま
れ
、
こ
れ
ら
急
峻
な
山
地
に
源
を
発
し
た
谷
川
は
次
第

に
流
量
を
増
し
、
日
本
海
や
太
平
洋
に
豊
か
な
水
資
源
を

運
ん
で
い
る
。
県
土
は
こ
れ
ら
山
岳
や
河
川
に
よ
っ
て
、

犬
別
し
て
四
つ
の
地
域
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
特

の
歴
史
、
文
化
と
経
済
を
持
っ
た
地
域
社
会
を
形
成
し
て

い
る
。

長
野
県
で
は
、
平
成
四
年
度
に

｢美
し
い
信
州
の
躍
進

を
め
ざ
し
て
｣
を
基
本
目
標
に
第
三
次
長
野
県
総
合
五
か

年
計
画
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

本
県
は
、
高
速
交
通
網
整
備
の
飛
躍
的
な
進
展
や
環
境

問
題
、
ま
た
、
豊
か
さ
が
実
感
で
き
る
生
活
へ
の
期
待
の

高
ま
り
、
さ
ら
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
の
開

催
決
定
な
ど
に
よ
り
、
か
つ
て
な
い
変
化
の
時
期
を
迎
え

て

い
る
。

こ
の
計
画
で
は
、
こ
う
し
た
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、

新
し
い
時
代
に
向
か
っ
て
、
本
県
の
高
い
発
展
可
能
性
を

具
体
化
し
、
豊
か
な
県
民
生
活
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
た

め
の
道
す
じ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
計
画
の
中
で
は
、
本
県
が
広
大
で
南
北
に

長
い
う
え
自
動
車
交
通
に
対
す
る
依
存
度
が
高
い
た
め
、

道
路
整
備
に
対
す
る
県
民
ニ
ー
ズ
が
強
い
と
し
、
道
路
整

備
は
、
県
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展
と
経
済
や
交
流
の
促
進

を
図
る
た
め
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
の
認
識
か

ら
、
｢伸
び
ゆ
く
信
州
の
基
盤
づ
く
り
｣
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
道
路
の
安
全
、
円
滑

な
交
通
を
確
保
し
つ
つ
、
道
路
空
間
の
有
効
利
用
や
う
る

お
い
の
あ
る
道
路
の
創
造
に
努
め
て
い
る
。

今
回
、
長
野
県
の
道
路
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
、
紹
介

す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
最
近
の
道
路
管
理
に
関

す
る
主
な
取
り
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

二

長
野
県
の
道
路
現
況
に
つ
い
て

平
成
六
年
四
月
一
日
現
在
、
県
が
管
理
し
て
い
る
道
路

延
長
は
、
国
県
道
合
わ
せ
て
四
〇
八
路
線
、
四
、
九
一
五
･

六
如
で
あ
り
、
内
訳
と
し
て
は
、
国
道
二
三
路
線
、
延
長

一
、
二
九
三
･
四
皿
、
主
要
地
方
道
八
二
路
線
、
延
長
一
、

五
五
六
･
七
如
、
一
般
県
道
三
〇
三
路
線
、
延
長
二
、
○

六
五
･
五
如
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
一
五
の
建
設
事
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道路現況について
平成 6年4月 1日現在

道 路 種 別
路線数
[箇所]

実延長(m )
改良済(5.5m以上) 改良済 舗装済(簡易除く) 舗装済(簡易含む) 橋梁 トンネル 交通不能延長

("
歩道等設置
道路延長(m )延長(m ) 率 延長(m ) 率 延長(m ) 率 延長(m ) 率 数 延長(m ) 数 延長(m )

一 般 国 道
(指 定 区 間)

6 410,340.O 410,340.O 100.0 410,340.0 100･0 410,3400 100･0 410,340.0 100･0 488 14,0390 31 13,518.6 0･0

県

管

理

道

路

一 般 国 道
(指定区間外) 23 1,293,394.2 968,471.5 749 1,090.195.9 84.3 9087 335 70.3 1,256,155.5 97.1 1,094 34,980.8 156 33,554.6 16,285.2 518,168.2

主要地 方道 82 1,556,727.6 929,110.8 59.7 1,167,021.3 75.0 663,229.8 42.6 1,522,1881 97.8 1,218 28,933.9 62 8,309.8 3、497.4 348 5532

一 般 県 道 303 2.065,458.9 814.728.5 39.4 1,220,552.6 59.1 558,241.8 27.0 1,944,328.4 94.1 1,364 29,197.6 72 98 95.7 46,7804 343,168.0

うち
大規模自転車道 @ ) (31,739.0) (の (0) (31,613,2) (99.6) (176.2) (0.6) (31,507.2) (99.3) (16) (500.4) (0) (0) (0)

県 道 計 385 3,622,186.5 1,743,839.3 48.1 2,387,573,9 65.9 1,221,471.6 33.7 3,466.516.5 95.7 2,582 58,131.5 134 18,2055 50,277.5 691,721.2

県管理道路計 408 4,915,580.7 2,712,310.8 55.2 3,477,769,8 70･7 2,130,205.1 43.3 4,722,672.0 96.1 3,676 93,112.3 290 51.760.1 66,562.7 1,209,889.4

有 料 道 路 国 59,231.2 59,231‐2 100･0 59,231.2 100･0 59,231.2 100･0 59,231.2 100･0 46 2.737.3 5 6,341.2 0･0

国 県 道 計 413 5,385,151.9 3,181,882.0 59.1 3,947,341.0 733 2,599,776.3 48.3 5,1922 43.2 96.4 4,210 109β88.6 326 71,619.9 66,562.7

市 町 村 道 115,459 39,983,8120 2,783,179.O 7･0 15,168,289.0 37.9 3,079,665.0 77 24,131,240.0 604 17,525 166,607.0 100 9,127.0 13,398,968.0

県 内 総 計 115,872 45、368.9639 5,965.061.0 13.1 19,115,630.0 42.1 5 679,441.3 12.5 29,323,483.2 64.6 21 735 276,495.6 426 80,7469 13,465,5307

(注 1 ) 一般国道の内、 18号、 141号、 153号は指定区間と指定区間外があるため、 路線数は双方に計上してある。
(注 2 ) トンネルには、 ロックシェッド、 スノーシェッドを含む。
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国 ･県道の状況の推移
1 ) 実延長

国 ･県道の実延長の合計は、 ここ20年ほど

5,oookm程度で推移しています。
なお、 昭和50年、 昭和57年、 平成 5年には

一般国道の追加指定が実施され、 県道の一部

が国道に昇格したことにより、 国道延長が増

　

　
　
　

　
　

　
　

　

鍛
年
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昭和45年には、 53,2 % だった国 ･県道の舗

装率は、 平成 6年には96 .4 % に達し、 国 ･県

道のほとんどの区間が舗装済となっています。

(2 ) 改良状況 (幅員5.5m 未満含む)

昭和45年には、 44 ,8 % だった国 ･県道の

良率は、 改良工事の進展などにより、 平成 6

年には73.3 % にまで向上しました。

(簡易舗装含む)
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年

G

務
所
で
管
理
し
て
い
る
o

三

道
路
損
傷
事
故
に
つ
い
て

道
路
管
理
者
以
外
の
第
三
者
が
道
路
を
損
傷
し
た
た
め
、

道
路
に
関
す
る
工
事
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
道
路
法
第

二
二
条
に
よ
り
当
該
原
因
者
に
損
傷
復
旧
工
事
を
命
ず
る

国 ･県道舗装済延長 ･舗装率
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こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
同
法
第
五
八
条
に
よ
り
原
因
者
に

原
因
工
事
の
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
原
因
者
工
事
に
は
、
様
々
な
態
様
が
あ
る
が
、
自

動
車
が
破
壊
し
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
復
旧
工
事
、
水
道
管

の
漏
水
に
よ
り
破
損
し
た
道
路
の
復
旧
工
事
等
比
較
的
小

規
模
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
一
年
程
前
に
大
型

ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
橋
梁
の
破
損
と
い
う
大
規
模
な
損
傷
事

故
が
発
生
し
た
の
で
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

の

事
故
の
概
要

･
発
生
日
時

平
成
五
年
一
〇
月
一
〇
日
佃

午
前
三
時
五
〇
分
ご
ろ

･
発
生
場
所

一
般
国
道
二
九
二
号

古
牧
橋

･
事
故
概
要

損
傷
行
為
者
が
自
己
所
有
の
大
型

ト
ラ
ッ
ク
に
鋼
材
約
六
t
を
積
ん
で

走
行
中
、居
眠
り
運
転
に
よ
り
ハ
ン
ド

ル
操
作
を
誤
り
、橋
梁
に
衝
突
し
た
。

こ
の
事
故
に
よ
り
、
当
該
車
両

が
大
破
し
、
当
該
橋
梁
は
橋
門
部

材
、
下
弦
材
及
び
橋
桁
等
を
損
傷

し
た
た
め
、
当
該
道
路
を
全
面
通

行
止
め
と
し
た
。

②

復
旧
方
法

橋
梁
の
損
傷
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
損
傷
範
囲
が

広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
原
因
者
に
施
工

さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
判
断
し
、
道
路
管
理

者
自
ら
が
復
旧
工
事
を
施
行
し
、
そ
の
要
し
た
費
用

を
原
因
者
に
請
求
し
た
。

本
県
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
損
傷
事
故
が
発
生

し
た
例
が
今
ま
で
に
な
く
、
処
理
に
苦
慮
し
た
が
、
関
係

機
関
の
御
指
導
、
御
協
力
を
得
て
無
事
復
旧
工
事
を
終
わ

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
、

都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
電
線
類
の
地
中
化
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
第
二
次
電
線
類
地
中
化
五
箇
年
計
画

が
平
成
三
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
。

本
県
で
は
、
地
中
化
の
必
要
性
、
整
備
効
率
の
高
い
地

域
の
中
か
ら
、

一
一
路
線
八
･
二
m
を
第
二
次
長
野
県
電

取
り
組
み
に
つ
い
て

ま
た
、
こ
の
事
故
を
契
機
と
し
て
、
道
路
損
傷
事
故

対
処
す
る
た
め
取
扱
要
領
を
新
た
に
定
め
、
迅
速
か
つ

正
な
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

四

電
線
類
地
中
化
事
業
の

　 　 　 　
と 景 全

　
　　　　　繊 弱ぢ→ '　　　

適 に

道路損傷事務の手続きフロー

原因者復旧工事

道路損傷行為の 原因 ･損傷状況等の 道路損傷確認書の 損傷復旧工事の範囲
発 見 調査原因者の確認 提 出 及び施工方法の決定

道路管理者復旧

工 事

現 地 損傷復旧工事完了確

原因者復旧工事
工事施行命令書 原因者

立会い 認書の取り交わし損傷復旧工事の
の 発 行 施 行

損傷復旧工事の

完 了
(軽易)

道路管理者復旧 費用負担命令書 道路管理者

工 事 の 発 行 鎚傷復旧工事粹 損傷復旧工事完了

届の提出 ･確認

納入通知書の発行
費用 の納 入

確 認

道イアセ 94.11 43



線
類
地
中
化
基
本
構
想
に
組
み
込
み
、
ま
た
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
関
連
電
線
地
中
化
計
画
と
し
て
更
に
三
一路
線
八
･
七

畑
を
選
定
し
て
、
地
中
化
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き

た
。電

線
類
の
地
中
化
は
、
良
好
な
都
市
景
観
形
成
の
面
で

顕
著
な
効
果
が
あ
り
、
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
今
後
も
な
お
一
層
要
望
は
強
く
な
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
地
中
化
を
実
施
し
て
い
く
上
で
次
の
よ
う
な
問

題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
o

･

需
要
密
度
の
基
準
を
厳
密
に
適
用
す
る
と
、
場
所

に
よ
っ
て
は
経
費
負
担
の
問
題
か
ら
地
中
化
が
困
難

に
な
る
こ
と

･

こ
れ
ま
で
の
地
中
化
は
、
需
要
密
度
が
高
く
、
道

路
に
地
上
機
器
を
設
置
で
き
る
余
裕
の
あ
る
条
件
の

良
い
地
域
か
ら
実
施
し
て
き
た
が
、
今
後
は
技
術
的

に
困
難
で
費
用
の
か
さ
む
地
域
の
地
中
化
を
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

･

地
中
化
に
伴
う
道
路
占
用
料
の
軽
減
は
図
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、
従
来
の
架
空
線
の
場
合
に
比
べ
て
高

く
、
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

最
近
、
将
来
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
を
担
う
情
報
ハ

イ
ウ
ェ
イ
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
、
従
来
の
キ
ャ
ブ
方
式
等

に
加
え
て
電
線
共
同
溝

(C

･
C

･
B
O
×
)
に
よ
る
電

線
類
地
中
化
と
い
う
新
た
な
動
き
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
ブ
方
式
等
と
違
っ
て
、
公

共
事
業
で
先
行
的
に
地
下
空
間
を
整
備
し
、
い
わ
ば
道
路

の
標
準
装
備
と
す
る
も
の
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
低
コ
ス
ト

と
い
う
こ
と
か
ら
整
備
速
度
が
飛
躍
的
に
高
ま
る
と
期
待

さ
れ
て
い
る
。

本
県
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う

一
大
イ
ベ
ン
ト
を
控

え
て
お
り
、
情
報
伝
達
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
電
線
類
地
中
化
に
お
け
る
様
々
な
問
題

点
の
解
決
を
図
り
な
が
ら
、
新
し
い
形
態
の
電
線
類
地
中

化
の
方
法
も
見
据
え
て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
。

O
S

S
W
G
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O
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五

不
法
占
用
物
件
の
除
去
に
つ
い
て

路
上
に
は
み
出
し
た
不
法
な
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
昨

年
来
、
市
民
団
体
に
よ
り
自
動
販
売
機
設
置
業
者
を
道
路

交
通
法
違
反
等
で
刑
事
告
発
し
た
り
、
道
路
占
用
料
の
徴

収
を
め
ぐ
っ
て
監
査
請
求
を
提
起
さ
れ
る
等
の
事
例
が
発

生
し
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。

本
県
で
は
、
自
動
販
売
機
の
道
路
占
用
の
許
可
は
原
則

と
し
て
し
な
い
こ
と
と
し
、
路
上
に
不
法
に
置
か
れ
て
い

る
物
件
に
つ
い
て
は
、
日
頃
か
ら
是
正
の
指
導
を
行
っ
て

き
た
が
、
県
警
本
部
が
中
心
と
な
り
、
本
年
一
月
に

｢は

み
出
し
自
動
販
売
機
是
正
対
策
会
議
｣
を
開
催
し
、
本
格

的
な
対
策
に
乗
り
出
し
た
。

　　　
　

　

彩

"くも

　

　
　

　

の

実
施
内
容

路
上
に
は
み
出
し
て
い
る
自
動
販
売
機
の
設
置
者
に

対
し
て
警
察
と
協
力
の
上
、
個
別
に
是
正
の
指
導
を
行

っ
た
。

悪
質
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
六
月
末
日
ま

で
に
、
ま
た
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年

九
月
末
日
ま
で
に
是
正
す
る
こ
と
と
し
、
指
導
を
実
施

し
て
き
た
。

な
お
、
悪
質
な
も
の
と
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
を
さ
す
。

･
歩
車
道
の
区
分
が
な
い
又
は
歩
道
若
し
く
は
路
側

帯
が
狭
膣
な
道
路
に
設
置
し
て
い
る
も
の

･
交
差
点
、
曲
が
り
角
及
び
そ
の
直
近
に
設
置
し
て

い
る
も
の

･
道
路
に
基
礎
を
設
け
た
り
路
面
に
ボ
ル
ト
等
で
固

定
し
て
い
る
も
の

･
道
路
に
半
分
以
上
は
み
出
し
て
設
置
し
て
い
る
も

の

②

調
査
結
果

(平
成
五
年
三
一月
一
日
現
在
)

路
上
は
み
出
し
自
動
販
売
機
台
数

一
八
〇
台

種
類
別
内
訳

･
コ
ー
ヒ
ー
、
清
涼
飲
料
水

一
三
七
台

･
酒
類

一
四
台

･
た
ば
こ

二
二
台

･
そ
の
他

七
台

警
察
と
協
力
し
て
是
正
指
導
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
六

年
九
月
末
ま
で
に
は
一
八
〇
台
あ
っ
た
は
み
出
し
自
動
販

売
機
の
内
、
一
七
五
台
に
つ
い
て
改
善
の
措
置
が
取
ら
れ

た
。こ

の
よ
う
に
、
不
法
占
用
に
対
す
る
取
り
組
み
が
迅
速

に
で
き
た
こ
と
は
、
道
路
管
理
者
と
警
察
の
連
携
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
く
、
今
後
の
不
法
占
用
物
件
の
排
除
や
適

正
化
に
つ
い
て
の
方
策
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

六

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
協
議
に
つ
い
て

北
陸
新
幹
線
は
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
事
業
法
に
よ
り
昭

和
四
七
年
に
基
本
計
画
、
四
八
年
に
整
備
計
画
が
決
定
さ

れ
た
路
線
で
、
東
京
と
大
阪
を
結
ぶ
延
長
約
六
九
〇
蝿
の

う
ち
長
野
県
内
の
延
長
は
一
一
六

･
二
如
に
な
る
。



高
崎
･
長
野
間
は
、
高
崎
･
軽
井
沢
間
が
平
成
元
年
に
、

ま
た
、
軽
井
沢
･
長
野
間
が
平
成
三
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
工

事
実
施
計
画
が
認
可
さ
れ
、
事
業
着
手
と
な
っ
た
。
平
成

九
年
秋
に
は
長
野
ま
で
の
開
業
を
目
指
し
て
、
全
線
に
わ

た
り
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
建
設
に
伴
い
、
道
路
法
第
三
一
条
に
基
づ
く
道
路

と
鉄
道
と
の
交
差
の
協
議
が
必
要
と
な
り
、
日
本
鉄
道
建

設
公
団
と
の
間
で
交
差
の
方
式
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
な

わ
れ
て
き
た
。
交
差
箇
所
は
県
管
理
国
道
及
び
県
道
で
四

四
箇
所
に
上
る
。

交
差
の
協
議
事
項
は
、
交
差
の
方
式
、
そ
の
構
造
、
工

事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
の
四
項
目
に
な
る
が
、
交

差
の
方
式
に
つ
い
て
の
協
議
は
ほ
ぼ
終
わ
り
、
交
差
の
構

造
及
び
施
行
方
法
に
移
っ
て
い
る
。

交
差
の
方
式
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
が
な

か
っ
た
も
の
の
、
施
行
の
方
法
に
つ
い
て
先
行
的
に
工
事

を
実
施
し
て
い
る
市
街
地
に
お
い
て
、
工
事
に
よ
る
交
通

規
制
の
た
め
交
通
渋
滞
が
出
て
き
て
お
り
、
今
後
の
検
討

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

行
動
範
囲
も
広
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
道
路
整
備
が
急
激
な
車
社
会
の

進
展
に
対
応
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
人
の
た
め

の
道
路
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は

本
来
の
主
役
で
あ
る
人
を
中
心
に
据
え
た
道
路
整
備
が
必

要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

道
路
管
理
は
守
り
の
業
務
と
い
わ
れ
る
が
、
今
後
は
道

路
管
理
者
と
し
て
も
、
道
路
利
用
者
の
様
々
な
要
望
に
応

え
、
社
会
情
勢
に
対
応
し
た
管
理
を
い
か
に
行
っ
て
い
く

か
が
課
題
と
い
え
る
o

本
県
は
、
県
北
部
が
全
国
で
も
有
数
の
豪
雪
地
帯
で
あ

り
、
ま
た
、
地
形
･
地
勢
的
に
極
め
て
厳
し
い
山
岳
道
路

を
抱
え
て
い
る
。
道
路
管
理
者
と
し
て
は

｢早
期
発
見
、

早
期
治
療
｣
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
や
適
切

な
道
路
情
報
の
提
供
等
を
行
っ
て
、
道
路
管
理
瑕
疵
事
故

を
未
然
に
防
ぎ
、
円
滑
な
道
路
管
理
を
行
う
た
め
、
日
夜

業
務
に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
関
係
各

位
の
御
指
導
と
御
協
力
を
お
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

七

お
わ
り
に

昭
和
四
〇
年
代
初
頭
か
ら
今
日
ま
で
に
本
県
の
自
動
車

保
有
台
数
は
一
五
倍
以
上
の
伸
び
を
示
し
、
車
社
会
は
急

激
に
進
展
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
道
路
も
着
実
に

整
備
さ
れ
、
道
路
が
経
済
を
支
え
る
一
翼
を
担
っ
て
き
た

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
豊
か
な
生
活
を
支
え
、
県
民
の



一
は
じ
め
に

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(以
下
｢法
｣

と
い
う
。)
と
は
、
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害

を
防
止
し
、
適
切
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
し
、
良
好
な
市
街
地

の
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
で
、
主
な
内

容
と
し
て
、
沿
道
整
備
道
路
の
指
定
、
沿
道
整
備
協
議
会

の
設
置
、
沿
道
整
備
計
画
の
策
定
、
沿
道
整
備
促
進
施
策

等
を
規
定
し
て
い
る

(図
1
参
照
)。

同
法
に
規
定
さ
れ
る
沿
道
整
備
促
進
施
策
は
、
次
の
三

つ
の
も
の
が
あ
る
。

①
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防
止
･
軽
減

等
に
資
す
る
土
地
の
市
町
村
に
よ
る
買
入
れ
に
対
す
る

国
の
無
利
子
貸
付
け

(法
第
十
一
条
)

②
遮
音
上
有
効
な
機
能
を
有
す
る
建
築
物

(緩
衝
建
築

物
)
の
建
築
等
に
要
す
る
費
用
に
係
る
道
路
管
理
者
の

一
部
負
担
制
度

(法
第
十
二
条
)

③
建
築
物
の
防
音
構
造
化
へ
の
道
路
管
理
者
の
助
成
制

度

(法
第
十
三
条
)

今
般
、
こ
れ
ら
の
沿
道
整
備
促
進
施
策
の
う
ち
、
緩
衝

建
築
物
の
建
築
等
に
要
す
る
費
用
に
係
る
道
路
管
理
者
の

一
部
負
担
制
度
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
幹
線
道
路
の
沿
道

の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
改
正
が
行
わ
れ
、
平

成
六
年
七
月
二
十
九
日
に
公
布
さ
れ
、
同
日
か
ら
施
行
さ

れ
た
。
以
下
、
こ
の
改
正
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

緩
衝
建
築
物
の
要
件
の
合
理
化

緩
衝
建
築
物
の
建
築
等
に
要
す
る
費
用
に
係
る
道
路
管

理
者
の
一
部
負
担
制
度
と
は
、
騒
音
の
著
し
い
道
路
の
沿

道
に
お
い
て
、
遮
音
効
果
の
あ
る
建
築
物
の
建
築
促
進
を

図
る
も
の
で
、
背
後
地
の
騒
音
の
低
減
に
直
接
の
効
果
を

有
す
る
と
い
う
点
で
、
良
好
な
沿
道
環
境
を
形
成
す
る
上

で
極
め
て
有
効
な
施
策
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
沿
道
整

備
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
、
遮
音
上
有
効
な
機
能
を
有

す
る
建
築
物
と
し
て
建
設
省
令
で
定
め
る
も
の
で
沿
道
整

備
計
画
に
適
合
す
る
も
の
を
建
築
す
る
者
は
、
沿
道
整
備

道
路
の
道
路
管
理
者
に
対
し
、
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生

ず
る
障
害
の
防
止
･
軽
減
に
つ
い
て
遮
音
上
当
該
建
築
物

の
建
築
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
の
限
度
内
に
お
い
て
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
建
築
及
び
そ

の
敷
地
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
十

二
条
第

一
項
)。
こ
の
費
用
負
担
の
対
象
と
な
る
緩
衝
建

築
物
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
従
前
は
、
高
さ
が
お
お
む
ね

輪
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る

法
律
施
行
令
等
の
一
部
鞠
正
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
法
令
係
長

岸

毅
明



図 1 現行沿道法の概要

直間 道路交通騒音&こょり生ずる障害を防止すること 円滑な道路交通の確保と良好な
市街地の形成に資すること

れ 日 - 。 し - 日

I
I適正かつ合理的な土地利用を図ること

-沿道整備道路の指定l
[法第 5条]

知事が指定←建設大臣の承認
○自動車交通量が特に大きい (日交通量 4万台)
○道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼす (60ホン)
○隣接地域に相当数の住居等が集合 (概ね50戸以上の運担)

隣道整備協議会の設岡
[法第 8条]

沿道整備道路の整備に関すること、沿道整備の基本的方向に関するこ
と、 沿道整備促進のための施策の推進に関すること等を協議する
(構成員)

○都道府県知事
0都道府県公安委員会
○関係市町村
○当該沿道整備道路の道路管理者

l沿道整備計画の策定l
[法第 9条]

市町村が都市計画として定める。
(都市計画に定める事項)

○沿道の整備に関する方針
○建築物等の制限に関する事項

･間ロ率の最低限度、 建築物の高さの最低限度
･防音上又は遮音上必要な制限
･壁面位置制限、 容積率の最低限度、建築物の用途の制限

○緑地その他の緩衝空地、道路等の配置及び規模

(沿道整備計画を定める際の基準)
○遮音上有効な機能を有する建築物等を沿道整備道路等に面して整備する
こと、 沿道整備道路に面する建築物等を防音上有効な構造とすること
○計画区域が効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を
有すること

○建築物等が適切かつ合理的な土地の利用形態となること
○計画区域内の土地の区画形質の変更、 建築物の新築 ･改築等の市町村長
への事前届出 (30日前)
○届出があった場合、 市町村長は、 沿道整備計画に適合しないと認めると
きは必要な措置を勧告等

○土地の買入に関する資金の貸付け [法第11条]
･市町村が、 計画区域内で道路交通騒音により生ずる障害の防止又は
軽減と計画区域の計画的整備を図るために有効に利用できる土地で政
令で定める土地を買入れる場合に、 国はその資金の 2 / 3 以内を無利
子で貸付けることができる

○緩衝建築物の建築等に要する費用の一部負担 [法第12条]
(緩衝建築物)
･遮音上有効な機能を有する建築物として建設省令で定めるもの
羽合道整備計画に適合するもの
(負担対象)
羽合道整備道路の道路管理者に対し、 道路交通騒音により生ずる障害
の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築により得られる効用
の限度内において、 政令で定めるところにより、 当該建築物の建築等
の費用の一部負担を求めることができる

○建築物の防音構造化への助成 [法第13条]
･条例で建築物の構造に関する防音上の制限が定められた場合、 現存
する建築物の防音工事について道路管理者が助成する

l効 果I
-行為の届出等l
[法第10条]

I沿道整備促進施策l
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六
m
(二
階
建
て
の
建
築
物
の
高
さ
に
相
当
)
以
上
、
沿

道
整
備
道
路
に
面
す
る
部
分
の
長
さ

(間
口
長
)
が
三
0

m
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
耐
火
構
造
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ

て

い
た

(法
施
行
規
則
第
十
四
条
)。
ま
た
、
費
用
負
担

の
対
象
と
な
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
高
さ
お
お
む
ね
六
m

以
下
の
部
分
と
さ
れ
て
い
る

(法
施
行
令
第
十
三
条
)。

し
か
し
な
が
ら
、
幹
線
道
路
沿
道
の
建
築
物
に
つ
い
て

み
る
と
、
間
ロ
長
が
三
0
m
以
上
の
建
築
物
が
少
な
く
、

こ
れ
ま
で
の
費
用
負
担
の
実
績
は
一
七
件
と
僅
少
な
も
の

に
と
ど
ま
り
、
本
制
度
が
必
ず
し
も
十
全
の
効
果
を
あ
げ

て
き
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今

般
、
緩
衝
建
築
物
の
有
す
る
遮
音
効
果
が
同
程
度
に
維
持

さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
本
制
度
が
よ
り
活
用
し
や

す
く
な
る
よ
う
に
緩
衝
建
築
物
の
規
模
要
件
、
費
用
負
担

の
対
象
部
分
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

緩
衝
建
築
物
の
規
模
要
件
を
高
さ
お
お
む
ね
九
m
(三
階

建
て
の
建
築
物
の
高
さ
に
相
当
)
以
上
、
間
ロ
長
が
二
0

m
以
上
、
ま
た
、
費
用
負
担
の
対
象
部
分
の
範
囲
を
高
さ

お
お
む
ね
九

m
以
下
に
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う

結
論
を
得
た
の
で
、
施
行
令
第
十
三
条
、
施
行
規
則
第
十

四
条
を
そ
れ
ぞ
れ
改
正
し
要
件
の
合
理
化
を
図
っ
た
も
の

で
あ
る
。

な
お
、
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
要
件
の
下
で

緩
衝
建
築
物
の
建
築
促
進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
な
お
、
既
に
改
正
前
の
要
件
に
よ
り
費
用
負
担
の
申

出
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
政
策
目
的
は
達
成
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
改
正
後
の
要
件
で
更
に
道
路
管
理
者

が
負
担
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
経
過
措
置
に
お
い
て
、

申
出
が
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
改
正
後
の
規
定
の
適
用
の

有
無
を
分
け
る
こ
と
と
し
た

(三
に
お
い
て
も
同
様
)。

三

緩
衝
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
道
路
管
理

者
の
負
担
対
象
の
拡
大

緩
衝
建
築
物
の
要
件
の
合
理
化
と
併
せ
て
、
緩
衝
建
築

物
の
建
築
等
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
道
路
管
理
者
の
負

担
の
対
象
に
つ
い
て
も
拡
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、
高
さ
お

お
む
ね
九
m
以
下
の
部
分
で
沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
壁

面
か
ら
水
平
距
離
一
二
m
以
内
に
存
す
る
も
の
の
建
築
及

び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
額

(建
設
大
臣
が

定
め
る
標
準
建
設
費

(標
準
建
築
費
と
標
準
除
却
費
の
合

計
額
)
を
超
え
る
と
き
は
標
準
建
設
費
)
に
、
建
設
大
臣

が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
。
従
前
は
、
こ
の
建

設
大
臣
が
定
め
る
標
準
建
設
費
及
び
率
に
つ
い
て
は
告
示

に
お
い
て
、
標
準
建
築
費
は
一
〇
六
、
0
0
0
円
/
評
×

負
担
対
象
部
分
に
係
る
総
床
面
積

(以
下
単
に

｢総
床
面

積
｣
と
い
う
。)、
標
準
除
却
費
は
五
、
六
〇
0
/
評
×
総

床
面
積
、
建
設
大
臣
が
定
め
る
率
は
、
住
宅
の
場
合
一
七

%
、
非
住
宅
の
場
合
八
･
八
%
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
標
準
建
築
費
、
標
準
除
却
費
に
つ
い

て
は
、
近
年
の
物
価
の
変
動
を
考
慮
し
て
、
標
準
建
築
費

を
一
二
四
、
八
〇
〇
円
/
評
×
総
床
面
積
に
、
標
準
除
却
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費
を
八
、
三
〇
〇
円
/
評
×
総
床
面
積
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き

上
げ
、
ま
た
、
建
設
大
臣
が
定
め
る
率
に
つ
い
て
は
、
沿

道
の
望
ま
し
い
土
地
利
用
と
し
て
非
住
宅
系
用
途
を
誘
導

す
る
と
い
う
政
策
的
な
判
断
に
基
づ
き
、
非
住
宅
の
場
合

を
二
一
･
七
%
に
引
き
上
げ
た

(住
宅
の
場
合
は
従
来
ど

お
り
)
。

四

お
わ
り
に

今
般
の
緩
衝
建
築
物
の
要
件
の
合
理
化
、
道
路
管
理
者

に
よ
る
負
担
の
拡
充
等
に
よ
り
、
緩
衝
建
築
物
の
建
築
が

一
層
促
進
さ
れ
、
良
好
な
沿
道
環
境
の
形
成
に
大
き
く
寄

与
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
本
改
正
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
道
路
交
通
騒

音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防
止
･
軽
減
等
に
資
す
る
土
地

を
市
町
村
が
買
入
れ
る
た
め
の
資
金
に
対
す
る
国
の
貸
付

制
度
に
関
し
て
、
沿
道
整
備
資
金
貸
付
要
領
が
改
正
と
な

り
、
貸
付
要
件
の
一
部
が
緩
和
さ
れ
た
の
で
念
の
た
め
記

し
て
お
く
。
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新
旧
対
照
表

(緩
衝
建
築
物
の
建
築
等
に
要
す
る
費
用
の
負
担
)

第
十
三
条

法
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
負
担
す
る
こ
と
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
費
用
の
額
は
、
緩
衝
建
築
物
の
う
ち
沿
道
整
備
道
路
の
路
面
か
ら
高
さ
お

お
む
ね
九
メ
ー
ト
ル

(沿
道
整
備
計
画
に
建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
最
低
限
度
の
範
囲
内
で
当
該
建
築
物
の
遮
音
上
の
効
果
を
考

慮
し
て
建
設
大
臣
が
定
め
る
高
さ
)
以
下
の
部
分

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
｢対
象
部
分
｣

と
い
う
。)
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
通
常
要
す
る
費
用

(従
前
の
緩
衝
建
築
物
の

全
部
又
は
一
部
を
除
却
し
て
新
た
に
緩
衝
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

従
前
の
緩
衝
建
築
物
の
対
象
部
分
に
相
当
す
る
部
分
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
通

常
要
す
る
費
用
を
除
く
。)
の
額
に
建
設
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2
ー
3

略
,

改

正

後

(緩
衝
建
築
物
の
建
築
等
に
要
す
る
費
用
の
負
担
)

第
十
三
条

法
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
負
担
す
る
こ
と
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
費
用
の
額
は
、
緩
衝
建
築
物
の
う
ち
沿
道
整
備
道
路
の
路
面
か
ら
高
さ
お

お
む
ね
六
メ
ー
ト
ル

(沿
道
整
備
計
画
に
建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
最
低
限
度
の
範
囲
内
で
当
該
建
築
物
の
遮
音
上
の
効
果
を
考

慮
し
て
建
設
大
臣
が
定
め
る
高
さ
)
以
下
の
部
分

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
｢対
象
部
分
｣

と
い
う
。)
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
通
常
要
す
る
費
用

(従
前
の
緩
衝
建
築
物
の

全
部
又
は
一
部
を
除
却
し
て
新
た
に
緩
衝
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

従
前
の
緩
衝
建
築
物
の
対
象
部
分
に
相
当
す
る
部
分
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
通

常
要
す
る
費
用
を
除
く
)。
の
額
に
建
設
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2
i
3

略

改

正

前
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○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
)

(抄
)



(緩
衝
建
築
物
)

第
十
四
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
遮
音
上
有
効
な
機
能
を
有
す
る
建
築
物
と
し
て
建
設
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物

(遮
音
上
の
効
用
を
有
し

な
い
も
の
を
除
く
。)
と
す
る
。

一

沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
部
分
の
長
さ

(高
さ

(沿
道
整
備
道
路
の
路
面
か
ら
の
高

さ
を
い
う
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。)
が
お
お
む
ね
九
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
建

築
物
の
部
分
の
長
さ
に
限
る
。)
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

建
築
基
準
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
)
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主

要
構
造
部
が
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
で
あ
っ
て
、
構
造
及
び
形
態
が
遮
音

上
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2

略
(令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
対
象
部
分
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
通
常

要
す
る
費
用
)

第
十
五
条

令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
対
象
部
分
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備

に
通
常
要
す
る
費
用
は
、
同
条
第
一
項
の
対
象
部
分

(そ
の
沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
方

向
の
鉛
直
投
影
の
高
さ
が
お
お
む
ね
九
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
対
象
部
分
を
除
く
。)
の
沿

道
整
備
道
路
に
面
す
る
壁
面
か
ら
水
平
距
離
十
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
す
る
も
の
の
建
築

及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
要
す
る
費
用

(そ
の
費
用
が
建
設
大
臣
が
定
め
る
標
準
建
設
費

を
超
え
る
と
き
は
、
標
準
建
設
費
)
と
す
る
。

2

略

改

正

後

(緩
衝
建
築
物
)

第
十
四
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
遮
音
上
有
効
な
機
能
を
有
す
る
建
築
物
と
し
て
建
設
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物

(遮
音
上
の
効
用
を
有
し

な
い
も
の
を
除
く
。)
と
す
る
。

一

沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
部
分
の
長
さ

(高
さ

(沿
道
整
備
道
路
の
路
面
か
ら
の
高

さ
を
い
う
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。)
が
お
お
む
ね
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
建

築
物
の
部
分
の
長
さ
に
限
る
。)
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

建
築
基
準
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
一
号
)
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主

L
や

要
構
造
部
が
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
で
あ
っ
て
、
構
造
及
び
形
態
が
遮
音

上
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2

略
(令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
対
象
部
分
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
通
常

要
す
る
費
用
)

第
十
五
条

令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
対
象
部
分
の
建
築
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備

に
通
常
要
す
る
費
用
は
、
同
条
第

一
項
の
対
象
部
分

(そ
の
沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
方

向
の
鉛
直
投
影
の
高
さ
が
お
お
む
ね
六
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
対
象
部
分
を
除
く
。)
の
沿

道
整
備
道
路
に
面
す
る
壁
面
か
ら
水
平
距
離
十
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
す
る
も
の
の
建
築

及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
要
す
る
費
用

(そ
の
費
用
が
建
設
大
臣
が
定
め
る
標
準
建
設
費

を
超
え
る
と
き
は
、
標
準
建
設
費
)
と
す
る
。

2

略

改

正

前
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○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(昭
和
五
十
五
年
建
設
省
令
第
十
二
号
)

(抄
)



改

正

後

○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
定
め
る
標
準
建
設
費

(昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
千
三
十
八
号
)

改

正

前

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
制

(昭
和
五
十
五
年
建
設
省
令
第
十
二

号
)
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
定
め
る
標
準
建
設
費
は
、
次
に
掲
げ
る

標
準
建
築
費
及
び
標
準
除
却
費
の
合
計
額
と
す
る
。

一

標
準
建
築
費

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
額
十
二
万
四
千
八
百
円
に
幹
線
道
路
の
沿

道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
)
第
十
三
条

第
一
項
の
対
象
部
分

(そ
の
沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
方
向
の
鉛
直
投
影
の
沿
道
整
備
道

路
の
路
面
か
ら
の
高
さ
が
お
お
む
ね
九
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
対
象
部
分
を
除
く
。)
沿
道

整
備
道
路
に
面
す
る
壁
面
か
ら
水
平
距
離
十
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
す
る
も
の
で
建
築
に

係
る
も
の

(以
下

｢負
担
対
象
部
分
｣
と
い
う
。
)
の
総
床
面
積
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ

る
面
積
を
乗
じ
て
得
た
額

二

標
準
除
却
費

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
額
八
千
三
百
円
に
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整

備
に
関
す
る
法
律

(昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
)
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
協
議
の
際
、
負
担
対
象
部
分
の
敷
地
に
存
し
て
い
た
建
築
物
で
除
却
に
係
る
も
の
の
総

床
面
積
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
面
積
を
乗
じ
て
得
た
額

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
制

(昭
和
五
十
五
年
建
設
省
令
第
十
二

号
)
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
定
め
る
標
準
建
設
費
は
、
次
に
掲
げ
る

標
準
建
築
費
及
び
標
準
除
却
費
の
合
計
額
と
す
る
。

一

標
準
建
築
費

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
額
十
万
六
千
円
に
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整

備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
)
第
十
三
条
第
一
項

の
対
象
部
分

(そ
の
沿
道
整
備
道
路
に
面
す
る
方
向
の
鉛
直
投
影
の
沿
道
整
備
道
路
の
路

面
か
ら
の
高
さ
が
お
む
ね
六
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
対
象
部
分
を
除
く
。)
の
沿
道
整
備
道

路
に
面
す
る
壁
面
か
ら
水
平
距
離
十
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
す
る
も
の
で
建
築
に
係
る
も

の

(以
下

｢負
担
対
象
部
分
｣
と
い
う
。)
の
総
床
面
積
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
面
積

を
乗
じ
て
得
た
額

二

標
準
除
却
費

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
額
五
千
六
百
円
に
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整

備
に
関
す
る
法
律

(昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
)
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
協
議
の
際
、
負
担
対
象
部
分
の
敷
地
に
存
し
て
い
た
建
築
物
で
除
却
に
係
る
も
の
の
総

床
面
積
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
面
積
を
乗
じ
て
得
た
額

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三

号
)
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
定
め
る
率
は
、
百
分
の
十
七

(住
宅
以

外
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
二
十
一
･
七
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
緩
衝
建
築
物
の
背

後
地
の
土
地
利
用
の
状
況
に
よ
り
当
該
率
に
よ
っ
て
は
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害

の
防
止
又
は
軽
減
に
つ
い
て
遮
音
上
当
該
建
築
物
の
建
築
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
効
用
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
率
と
す
る
。

改

正

後

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三

号
)
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
定
め
る
率
は
、
百
分
の
十
七

(住
宅
以

外
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
八
･
八
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
緩
衝
建
築
物
の
背
後
地

の
土
地
利
用
の
状
況
に
よ
り
当
該
率
に
よ
っ
て
は
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防

止
又
は
軽
減
に
つ
い
て
遮
音
上
当
該
建
築
物
の
建
築
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
効
用
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
率
と
す
る
。

改

正

前
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○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
三
条
第
【
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
定
め
る
率

(昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
三
十
七
号
)



(貸
付
対
象
)

第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
は
、
同
項
に
規
定
す
る
土
地

で
次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
も
の
の
買
入
れ
に
つ
い
て
行
う
。

一

(略
)

二

面
積
が
お
お
む
ね
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
沿
道
整
備
道
路
に
接
す
る

部
分
に
長
さ
が
お
お
む
ね
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
お
お
む
ね
三
年
以
内

に
買
い
入
れ
る
隣
接
土
地
と
合
わ
せ
て
一
体
と
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と

(令
第
十
一
条
第
四
号
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
く
。)。

三
-
五

(略
)

改

正

後

(貸
付
対
象
)

第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
は
、
同
項
に
規
定
す
る
土
地

で
次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
も
の
の
買
入
れ
に
つ
い
て
行
う
。

一

(略
)

二

面
積
が
お
お
む
ね
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
沿
道
整
備
道
路
に
接
す
る

部
分
に
長
さ
が
お
お
む
ね
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
お
お
む
ね
三
年
以
内

に
買
い
入
れ
る
隣
接
土
地
と
合
わ
せ
て
一
体
と
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と

(令
第
十
一
条
第
四
号
の
用
に
供
す
る
場
合
を
除
く
。)。

三
!
五

(略
)

改

正

前

0
沿
道
整
備
資
金
貸
付
要
領
に
つ
い
て

(昭
和
五
十
六
年
四
月
二
三
日
付
け
建
設
省
道
環
発
第
二
号
建
設
省
道
路
局
長
通
達
)

(抄
)
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現
行
車
両
制
限
令
の
概
要

ー

車
両
の
通
行
制
限
に
関
す
る
体
系

道
路
法
第
四
七
条
第
二
項
に
お
い
て
、
車
両

(人
が
乗

車
し
、
貨
物
が
積
載
さ
れ
た
状
態
を
い
う
)
の
幅
、
重
量
、

高
さ
、
長
さ
及
び
最
小
回
転
半
径
の
最
高
限
度
を
超
え
る

車
両
は
、
道
路
を
通
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
具
体
的
数
値
は

｢車
両
制
限
令
｣
及
び

｢車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
き
等
を
定
め
る
省
令
｣
に

規
定
さ
れ
て
い
る
o

ま
た
、
同
条
第
三
項
で
は
、
橋
、
ト
ン
ネ
ル
等
に
お
け

る
重
量
、
高
さ
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
、
個
別
に
制
限
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
制
限
値
を
超
え
る
車
両
を
通
行
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
か
ら
特
殊
車
両
の
通
行
許
可

車両諸元の最高限度

省令 :車両の通行の許可の手続き等を定める省令

橋, トンネルの重量, 高さ制限

(道路指定の告示)

違反に対する命令 法 47条の 3 I積載物の落下防止措置l法 43条の 2

L緊急時の通行規制 l法 46条 1項

危険物積載車両の
トンネル通行制限
法 46条 3項

　

　
　
　

の

｣

特
殊
車
両
の
通
行
許
可
制
度
に
つ
い
て

(そ
の
2
)

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
技
術
係

1首垳マセ 94 11 ぐに



を
受
け
る
必
要
が
あ
る

(道
路
法
第
四
七
条
の
二
)。
ま

◎
長
さ

一
ニ
メ
ー
ト
ル

た
、
許
可
を
受
け
ず
に
通
行
し
た
り
、
許
可
条
件
に
違
反

し
た
場
合
は
許
可
取
消
し
な
ど
の
監
督
処
分
を
受
け
る
ほ

か
、
罰
則
の
適
用
が
あ
る
。

2

総
重
量
等
の
一
般
制
限

道
路
法
第
四
七
条
第
一
項
の
規
定
を
受
け
て
車
両
制
限

令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
最
高
限
度
の
内
容
は
以
下
の
と
お

しnソ
0①

一
般
制
限
値

◎
幅

二

･
五
メ
ー
ト
ル

◎
重
量

総
重
量

二
〇
ト
ン

(高
速
自
動
車
国
道
及
び
指
定
道
路
に
あ
って
は
、車

両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
、二
○
-
二
五
ト
ン
)

軸
重

一
〇
ト
ン

隣
接
軸
重

一
〇
ト
ン

輪
荷
重

五
ト
ン

◎
高
さ

三

･
八
メ
ー
ト
ル

認

高速自動車国道,
総重量の最高限度

指定道路での

…
…

…

距
両

…
…

…

軸
通

…
…

…

遠
つ

"

“

最
か

25
t

残

刻

最適軸距 5.5
かつ車両長さ 9.O

◎
最
小
回
転
半
径

三

一メ
ー
ト
ル

②

連
結
車
の
特
例

バ
ン
型
、
タ
ン
ク
型
、
幌
枠
型
、
コ
ン
テ
ナ
用
、

自
動
車
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
及
び
フ
ル
ト
レ
ー

ラ
連
結
車
に
つ
い
て
は
、
総
重
量
の
特
例
が
あ
る
。

高
速
自
動
車
国
道

最
遠
軸
距
に
応
じ
、

二
五
-
一二
ハ
ト
ン

指
定
道
路

二
五
-
二
七
ト
ン

そ
の
他
の
道
路

二
四
-
二
七
ト
ン

ま
た
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
、
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

全
般
に
つ
い
て
、
高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
場

合
は
長
さ
の
特
例
が
あ
る

(貨
物
が
前
後
に
は
み
だ

し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
)。

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

一
六

･
五
メ
i
ト
ル

フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

一
八
メ
ー
ト
ル

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
、
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
以
外
の
連
結
車

と
し
て
、
ポ
ー
ル
ト
レ
ー
ラ
や
ダ
ブ
ル
ス
な
ど
が
あ

る
が
、
こ
れ
に
は
特
例
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、

バ
ン
型
な
ど
の
上
記
五
車
種
以
外
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
、

フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
も
特
例
は
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
車
両
に
は
、
一
般
制
限
値
が
適
用
さ
れ
る
。

ラ

距

　

　

最 遠 軸 距

さ
｣　
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さ

ラ一し

ミ

遠

セ

最

長

ル

総
重
量
の
最
高
限
度
(
t
)

※



3

他
の
法
令
と
の
比
較

道
路
法
の
ほ
か
、
道
路
交
通
法
、
道
路
運
送
車
両
の
保

安
基
準

(運
輸
省
令
)
に
お
い
て
も
、
車
両
諸
元
に
つ
い

て
の
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
法
目
的
に
応
じ
て
、
車
両
の
幅
、
重
量
、
長
さ
、

高
さ
な
ど
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。

道
路
法
で
は
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
道
路
構
造
へ

の
影
響
を
勘
案
し
て
車
両
の
最
高
限
度
を
定
め
て
お
り
、

走
行
の
実
際
の
姿
を
前
提
と
し
た
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
車
両
の
幅
、
重
量
、
長
さ
な
ど
の
最
高
限

度
は
、
乗
員
、
貨
物
が
載
っ
た
状
態
で
の
値
と
な
る
。
ま

た
、
連
結
車
の
重
量
、
長
さ
な
ど
の
最
高
限
度
も
、
連
結

状
態
で
の
値
と
な
る
o

道
路
交
通
法
で
は
、
交
通
安
全
上
の
観
点
か
ら
規
定
を

設
け
て
お
り
、
制
動
能
力
や
安
全
性
を
欠
く
こ
と
の
な
い

よ
う
、
積
載
重
量
超
過

(過
積
載
)
を
禁
止
し
て
い
る
ほ

か
、
他
の
車
両
の
通
行
の
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
貨
物
の
は
み
だ
し
を
制
限
し
て
い
る
。

保
安
基
準
で
は
、
自
動
車
本
体
に
お
け
る
安
全
性
の
確

保
の
観
点
か
ら
、
主
に
単
体
で
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
例
え
ば
連
結
車
で
は
、
切
り
離
し
た
状
態
で

の
個
々
の
車
両
に
つ
い
て
の
規
定
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
整
理
を
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

*
長
さ

○
車
両
制
限
令

貨
物
積
載
状
態
で
二
言

○
道
路
交
通
法

自
動
車
の
長
さ
の
一
○
%
を
超
え
た

○
保
安
基
準

連
結
車
の
特
例

○
車
両
制
限
令

○
保
安
基
準

○
道
路
交
通
法

○
保
安
基
準

長さ12 m
《保安基準》

　
　
　

…
状
な

…
の
わ

一
物
間

-
貨
は

車
両
制
限
令
と
同
じ

(貨
物
の
高
さ
と
荷
台
の
高
さ
の
合

計
が
三

･
八
メ
ー
ト
ル
)

車
両
の
高
さ
が
三
･
八
メ
ー
ト
ル

道ネテセ 94.11 5 7

　

　

さ

m　
　

高
a

制限値餌
積載状態で

等 彪ば耕し

←- - - L 一÷- ｣‐ 《道路交通法》

自
動
車
の
重
量

(自
重
)
+
乗
員
の

体
重
十
貨
物
重
量
が
、
高
速
自
動
車

は
み
だ
し
を
禁
止

自
動
車
の
全
長
(車
長
)
が
一
ニ
メ
ー

ト
ル

高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
場
合

で
あ
り
、
か
つ
貨
物
が
前
後
に
は
み

だ
し
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
は
連
結
全
長
が

一

六

･
五
メ
ー
ト
ル

フ
ル
ト
レ
ー
ラ
は
連
結
全
長
が
一

八
メ
ー
ト
ル

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
は
、
連
結
装
置
中
心
か

ら
車
両
後
端
ま
で
の
距
離
が
三
一メ

ー
ト
ル

ト
ラ
ク
タ
は
、
車
長
が
ニ
ヌ
ー
ト
ル

同
道
路
交
通
法
で
は
、
他
の
車
両
を
牽
引
す
る
場
合
の
全
長
が
二
五
m

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(第
五
九
条
第
二
項
)。

保
安
基
準
で
車
両
の
長
さ
が
三
一メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

二
台
の
大
型
車
が
一
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
牽
引
さ
れ
て
い
る
場
合
を
想

定
し
て
、
二
五
m
と
さ
れ
て
い
る
。
(宮
崎
清
文
｢注
解
道
路
交
通
法
｣)

*
幅
個○

車
両
制
限
令

○
道
路
交
通
法

○
保
安
基
準

*
高
さ

○
車
両
制
限
令

積
載
状
態
で
二
･
五
メ
ー
ト
ル

貨
物
の
幅
は
車
両
の
幅
を
超
え
な
い

こ
'と

貨
物
に
関
係
な
く
二
･
五
メ
ー
ト
ル

積
載
状
態
で
三
･
八
メ
ー
ト
ル

*
総
重
量

○
車
両
制
限
令

各法令による寸法の規定

制限値
, l積載状態での -
　　 　

〔う

長さ12 m
《車両制限令》

　　

高
3

T
川鍋1

高
a



○
道
路
交
通
法

○
保
安
基
準

連
結
車
の
特
例

○
車
両
制
限
令

○
道
路
交
通
法

○
保
安
基
準

国
道
及
び
指
定
道
路
で
は
、
軸
距
、

車
長
に
応
じ
て
二
0
-
二
五
ト
ン

そ
の
他
の
道
路
で
は
、
一
律
二
〇
ト
ン

規
定
な
し

貨
物
の
最
大
積
載
量
は
、
保
安
基
準

に
準
拠

(車
検
証
の
記
載
値
)

自
重
十
最
大
定
員
の
体
重

(
一
人
当

た
り
五
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
)
+
貨
物
の

最
大
積
載
量
が
、
軸
距
、
車
長
に
応

じ
て
二
0
-
二
五
ト
ン

バ
ン
型
な
ど
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
、
フ

ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
限
り
、
最
遠

軸
距
に
応
じ
て
、

高
速
自
動
車
国
道
は二

五
-
三
六
ト
ン

指
定
道
路
は

二
五
-
二
七
ト
ン

そ
の
他
の
道
路
は
二
四
-
二
七
ト
ン

規
定
な
し

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ

(被
け
ん
引
車
)
は
、

連
結
中
心
か
ら
最
後
軸
中
心
ま
で
の

距
離
に
応
じ
、
二
0
-
二
八
ト
ン

道
路
交
通
法
第
三
九
条
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車

や
、災
害
救
助
等
の
用
務
の
た
め
に
通
行
す
る
車
両

に
つ
い
て
は
、車
両
制
限
令
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

②

道
路
交
通
法
に
お
け
る
特
例

(制
限
外
積
載
許
可
)

最
大
積
載
量
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
発

地
の
警
察
署
長
が
車
両
の
構
造
、
道
路
の
状
況
、
交

通
の
状
況
を
勘
案
し
て
支
障
が
な
い
と
認
め
て
制
限

外
積
載
許
可
を
与
え
た
と
き
は
、
車
両
を
運
転
す
る

こ
と
が
で
き
る

(道
路
交
通
法
第
五
七
条
)。

ま
た
、
牽
引
車
の
長
さ
の
制
限
値
を
超
え
る
場
合

は
、
公
安
委
員
会
の
制
限
外
牽
引
許
可
が
必
要
と
な

る

(道
路
交
通
法
第
五
九
条
)。

③

道
路
運
送
車
両
法
に
お
け
る
特
例
(基
準
緩
和
車
両
)

保
安
基
準
の
制
限
値
を
超
え
る
車
両
に
つ
い
て
は
、

地
方
運
輸
局
長
が
車
両
構
造
や
使
用
の
態
様
を
勘
案

し
て
認
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
基
準
緩
和
車
両
と
し

て
連
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

(保
安
基
準
第
五
五
、

五
六
条
)。

高
さ
、
重
量
等
に
係
る
制
限

道
路
法
第
四
七
条
第
三
項
で
は
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
、
高

架
の
道
路
等
に
つ
い
て
、
重
量
ま
た
は
高
さ
の
制
限
を
付

す
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
制
限
を
付
す
場
合

は
、
道
路
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(第
四
七

条
の
四
)。

制
限
を
付
す
べ
き
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
昭
和
五
三
年

一
二
月
一
日
付
け
道
路
交
通
管
理
課
長
通
達

｢道
路
法
第

四
七
条
第
三
項
に
よ
る
通
行
制
限
に
つ
い
て
｣
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。
以
下
、
同
通
達
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
。

な
お
、
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
橋
、
ト
ン
ネ
ル
で
そ
の

制
限
値
を
上
回
る
車
両
を
通
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

特
殊
車
両
の
通
行
許
可
が
必
要
と
な
る

(第
四
七
条
の
二

第
一
項
)。

重
量
に
係
る
個
別
制
限

①

次
の
諸
元
の
標
準
車
両
を
用
い
、
特
殊
車
両
通
行

許
可
限
度
算
定
要
領
に
従
っ
て
許
可
限
度
重
量
を
算

定
す
る
。

百
田即

二

･
五
メ
ー
ト
ル

最
遠
軸
距

五
メ
ー
ト
ル

隣
接
軸
距

一
･
一
一メ
ー
ト
ル

軸
重
配
分
比
α

一
一
･
五

②

①
の
標
準
車
両
が
A
条
件
で
通
行
で
き
る
限
度
を

許
容
総
重
量
と
す
る
。

③

②
の
値
が
二
〇
ト
ン
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
現
地

に
標
識
を
設
置
す
る
。

問
軸
重
配
分
比
と
は
、
車
両
総
重
量
を
最
大
軸
重
で
除
し
た
値
を
い
う
。

ま
た
、
A
条
件
と
は
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
限
度
算
定
要
領
に
よ
る

通
行
条
件
を
い
う
o

高
さ
に
係
る
個
別
制
限

①

車
道
中
心
の
高
さ
図
の
⑬
か
ら
○
･
一
m
を
減
じ

た
値
と
車
道
端
の
高
さ
図
の
@
の
う
ち
、
小
さ
い
方

58 道行セ 94.11

車
両
通
行
上
の
特
例

①

特
殊
車
両
の
通
行
許
可
が
い
ら
な
い
車
両

(車
両

制
限
令
第
一
四
条
)



を
制
限
値
と
す
る
。

②

①
の
値
が
三
･
八
メ
ー
ト
ル
未
満
の
と
き
は
、
標

識
に
よ
り
制
限
を
行
う
。

車
両
制
限
令
で
は
車
道
部
分
に
は
路
肩
は
含
ま
れ

な
い
の
で
、
A
の
値
を
計
測
す
る
と
き
は
、
道
路
端

で
は
な
く
、
車
道
端
に
お
け
る
高
さ
を
求
め
る
こ
と

に
な
る
。

Q

高
さ
の
個
別
制
限
が
あ
る
箇
所
で
の
特
殊
車
両

の
取
扱
い
は
?

A

一
般
的
に
は
②
の
値
を
限
度
と
す
る
が
、
ト
ン

ネ
ル
中
央
を
通
行
す
る
等
、
条
件
を
付
し
て
通
行

を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

トンネ ル中央端
線

道
側

車
外

車
両
の
通
行
に
関
･す
る
そ
の
他
の
規
定

1

車
両
の
幅
等
の
制
限

①

車
両
幅
の
制
限

車
両
制
限
令
の
一
般
制
限
で
は
、
車
両
の
幅
の
最

高
限
度
は
二

･
五
メ
ー
ト
ル
と
な

っ
て
い
る
が
、
狭

小
幅
員
の
道
路
に
お
い
て
は
、
通
行
で
き
る
車
両

の
幅
が
制
限
さ
れ
る

(車
両
制
限
令
第
五
条
、
第
六

条
)。
す
な
わ
ち
、
車
両
の
幅
は
、
市
街
地
区
域
で

は
車
道
幅
員
か
ら
○
･
五
m
を
引
い
た
値
の
二
分
の

一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
車

道
幅
員
五
･
五
m
未
満
の
道
路
で
は
、
車
両
幅
員
が

二
･
五
メ
ー
ト
ル
の
大
型
車
は
通
行
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
市
街
地
区
域
以
外
で
は
、
車
道
幅

員
の
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

な
お
、
車
道
幅
員
が
狭
小
の
道
路
は
、
ト
ン
ネ
ル

等
に
お
け
る
高
さ
、
重
量
の
限
度
と
は
異
な
り
、
あ

る
程
度
認
識
で
き
る
こ
と
か
ら
、
幅
の
制
限
を
特
に

明
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
標
識

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(道
路
法
第
四
七

条
の
四
第
二
項
)。

幅
の
制
限
が
あ
る
道
路
で
制
限
値
を
超
え
る
車
両

を
通
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
殊
車
両
の
認

定
が
必
要
と
な
る

(車
両
制
限
令
第

三
一条
)。
な

お
、
車
両
の
幅
が
二
･
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合

は
、
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
と
な
る
。

②

そ
の
他
の
個
別
制
限

個
別
制
限
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
舗
装
の
不
完
全

な
道
路
、
融
雪
や
完
水
な
ど
に
よ
り
支
持
力
が
低
下

し
て
い
る
道
路
に
つ
い
て
の
重
量
制
限
の
規
定
が
あ

る

(車
両
制
限
令
第
七
条
)。

2

道
路
法
に
お
け
る
そ
の
他
の
規
定

車
両
の
重
量
等
の
制
限
以
外
の
通
行
規
制
に
つ
い
て
は
、

道
路
法
に
以
下
の
規
定
が
あ
る
。

①

異
常
気
象
時
に
お
け
る
通
行
制
限

(道
路
法
第
四

六
条
第
一
項
、
第
二
項
)

②

危
険
物
積
載
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
等
に
お
け
る

通
行
制
限

(道
路
法
第
四
六
条
第
三
項
)

③

積
載
物
の
落
下
防
止
策
(道
路
法
第
四
三
条
の
二
)

(
つ
づ
く
)



は
じ
め
に

『鳥
取
県
ヲ
置
ク
ニ
決
セ
バ
、
同

時
ニ
又
道
路
ノ
改
築
ニ
従
事
シ
車
道

ヲ
開
キ
、
交
通
運
輸
ノ
便
ヲ
謀
ル
事

第

一
起
手
タ
ル
ベ
シ
。』
云
々
。
明

治
一
四
年
七
月
、
時
の
参
議
山
県
有

朋
が
鳥
取
県
を
訪
れ
た
際
の
復
命
書

の
一
文
で
す
。

山
県
有
朋
の
来
県
の
目
的
は
、
鳥

取
県
再
置
運
動
に
伴
う
、
地
方
巡
視

の
た
め
の
も
の
で
し
た
。

鳥
取
県
が
一
時
的
に
せ
よ
、
島
根

県
に
併
合
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
今

･、を
　　
　
　
　
　
　

.な
“‐＼
な

ん
、

で
は
知
る
人
も
少
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
の
復
命
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、

当
時
の
鳥
取
県
は
要
害
の
地
で
あ
り
、

特
に
山
陽
側
と
の
往
来
に
は
、
東
西

に
横
た
わ
る
中
国
山
地
の
急
峻
な
脊

峻
を
越
え
ね
ば
な
ら
ず
巡
視
の
一
行

も
難
渋
し
、
山
県
参
議
も
実
感
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
復
命
を
綴
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

以
来
、
県
政
の
発
展
に
は
、
道
路

の
整
備
が
重
要
と
の
観
点
か
ら
、
こ

れ
を
県
の
重
点
施
策
と
し
て
取
組
、

特
に
昭
和
三
〇
年
以
降
、
経
済
成
長

　　　　
　

　　　

　

ぎ
み
鳥 紙に書かれた鳥取県開庁届

と
も
あ
い
ま
っ
て
、
道
路
の
整
備
を

積
極
的
に
進
め
、
五
〇
年
代
後
半
に

は
、
｢鳥
取
は

『道
路
県
』｣
と
い
わ

れ
る
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
一
世
紀
を
目

の
前
に
し
、
地
球
規
模
で
の
世
界
情

勢
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
わ
り
、
そ

れ
と
と
も
に
社
会
情
勢
も
目
ま
ぐ
る

し
く
変
わ
り
、
大
都
市
へ
の
一
極
集

中
の
是
正
、
地
方
の
活
性
化
が
大
き

く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
中
、
本

県
に
お
い
て
も
、
高
速
道
路
の
立
ち

遅
れ
、
道
路
へ
の
ニ
ー
ズ
も
多
様
化

す
る
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
抱
え
て

い
ま
す
。

一
鳥
取
県
の
概
要

人
ロ
は
約
六
二
万
人
、
県
土
面
積

約
三
、
五
〇
〇
幅
と
全
国
の
四
七
都

道
府
県
の
中
で
も
、
人
ロ
は
、
最
も

少
な
く
、
広
さ
で
も
四
一
番
目
と
小

ぢ
ん
ま
り
と
し
た
県
で
す
。

中
国
地
方
の
日
本
海
側
に
位
置
し
、

東
西
三
一○
如
、
南
北
二
○
-
六
0

m
の
東
西
に
細
長
く
、
中
国
山
地
か

ら
流
れ
込
む
三
つ
の
河
川
(千
代
川
、
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天
神
川
、
日
野
川
)
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
平
野
を
中
心
に
生
活
圏
が
形

成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
鳥
取
市
、
倉
吉

市
及
び
米
子
市
が
経
済
、
文
化
の
中

心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

気
候
は
、
対
馬
海
流
の
影
響
も

あ
っ
て
、
比
較
的
温
暖
で
、
梅
雨
期
、

台
風
期
に
雨
量
が
多
く
、
ま
た
冬
期

の
積
雪
量
が
多
い
山
陰
地
方
の
特
徴

を
有
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
県
は
自
然
環
境
や
観
光

資
源
に
恵
ま
れ
、
全
国
一
の

｢鳥
取

砂
丘
｣
に
代
表
さ
れ
る

｢山
陰
海
岸

国
立
公
園
｣、
最
近
は
ス
キ
ー
場
と

し
て
ば
か
り
で
な
く
り
ソ
ー
ト
地
と

し
て
も
脚
光
を
浴
び
て
い
る
大
山
を

核
と
す
る

｢大
山
隠
岐
国
立
公
園
｣、

さ
ら
に
は
、
二
つ
の
国
定
公
園
や
三

つ
の
県
立
公
園
と
と
も
に
、
｢三
朝

温
泉
｣、
｢皆
生
温
泉
｣
な
ど
一
〇
箇

所
の
温
泉
を
有
し
、
一
年
を
通
じ
て

多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

産
業
、
経
済
面
に
お
い
て
は
、
古

く
か
ら
関
西
経
済
圏
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
、
農
林
水
産
業
を
中
心
と
す

る
一
次
産
業
の
就
業
割
合
が
全
国
に

比
べ
高
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
若
年

就
業
者
の
減
少
と
と
も
に
、
二
次
、

三
次
産
業
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

三

道
路
の
現
状

大
都
市
に
較
べ
相
対
的
に
公
共
交

通
機
関
の
立
ち
遅
れ
て
い
る
本
県
で

は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
交
通
･
交
流

手
段
を
自
動
車
に
依
存
し
て
お
り
、

そ
の
交
通
の
基
盤
と
な
る
道
路
が
、

日
常
生
活
か
ら
産
業
･
経
済
活
動
を

支
え
る
最
も
大
切
な
社
会
施
設
と

な

っ
て
い
ま
す

(表
1
)。

表 1 道路整備の必要性

1

高
規
格
幹
線
道
路

(高
速
道
路
)

本
県
の
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
国

幹
道
と
し
て
中
国
横
断
自
動
車
道
岡

山
米
子
線
、
姫
路
鳥
取
線
及
び
山
陰

自
動
車
道
の
三
路
線

(
一
七
〇
如
)

が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
県
西
部
の
岡
山
米
子
線

は
平
成
四
年
一
二
月
、
中
国
縦
貫
自

動
車
道

(落
合
J
C
T
)
に
つ
な
が

り
、
本
県
も
よ
う
や
く
全
国
高
速
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
入
れ
ら
れ

白
ロ

白
ロ

動車輸送のシェア

た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
道
路
の
開
通
に
よ
る
企
業
進

出
な
ど
県
西
部
圏
域
へ
の
恩
恵
に
は

目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
あ
ら
た

め
て
高
速
道
路
へ
の
県
民
の
期
待
を

募
ら
せ
ま
し
た
。

残
る
岡
山
市
ま
で
の
区
間
は
現
在

建
設
中
で
あ
り
、
県
西
部
の
重
要
港

湾
境
港
の
あ
る
境
港
市
で
開
催
さ
れ

る
平
成
九
年
夏
の
ジ
ャ
パ
ン
･
エ
キ

ス
ポ

(図
-
)
ま
で
の
開
通
が
待
た

世帯当た

東 京 :0 .95台 全国平均 :1,57台

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
路
線
が
完
成
す
る
こ
と

に
よ
り
、
四
国
横
断
自
動
車
道
と
合

わ
せ
太
平
洋
･
瀬
戸
内
海
･
日
本
海

の
三
つ
の
海
･
地
域
が
結
ば
れ
、
環

日
本
海
交
流
な
ど
の
新
た
な
交
流
を

創
出
す
る
地
域
連
携
軸
と
し
て
の
期

待
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

中
国
横
断
自
動
車
道
姫
路
鳥
取
線
、

山
陰
自
動
車
道
は
、
昭
和
六
二
年
の

国
幹
道
法
の
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ

た
路
線
で
あ
り
、
県
内
区
間
は
予
定

路
線
あ
る
い
は
、
基
本
計
画
の
段
階

で
そ
の
整
備
は
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ

で
す
。

そ
の
う
ち
、
直
轄
国
道
と
並
行
す

る
区
間
に
つ
い
て
は
、
国
道
九
号

(青
谷
･
羽
合
道
路
、
北
条
道
路
、

米
子
道
路
)、
国
道
三
七
三
号

(志

戸
坂
峠
道
路
)
な
ど
当
面
機
能
代
替

路
線
と
し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
県
域
全
て
が
高
速
道
路
網

の
恩
恵
を
受
け
る
に
は
、
し
衾
ら
く

時
間
が
か
か
り
ま
す

(図
2
)。
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2

幹
線
道
路

国
道
は
、
日
本
海
沿
岸
を
東
西
に

貫
く
国
道
九
号
を
基
軸
と
し
て
、
こ

れ
に
南
側
か
ら
つ
な
が
る
、
関
西
･

山
陽
地
域
と
の
交
流
軸
と
な
る
国
道

二
九
号
な
ど
八
路
線
、
九
号
か
ら
分

か
れ
日
本
海
沿
岸
を
京
都
府
舞
鶴
市

に
結
ぶ
一
七
八
号
、
境
港
市
を
経
て

中
海
北
岸
を
走
り
松
江
市
を
結
ぶ
四

三

一
号
、
さ
ら
に
は
中
国
山
地
を

縫
っ
て
中
山
間
地
域
を
東
西
に
結
ぶ

四
八
二
号
が
あ
り
ま
す
。
(
一
二
路

線
五
二
五
師
)

ま
た
、
こ
れ
ら
を
補
完
す
る
県
道

二
一
九
路
線
一
、
五
六
四
如
、
市
町

村
道
一
三
、
六
三
二
路
線
五
、
七
七

一
如
で
道
路
網
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

本
県
の
道
路
は
改
良
率
、
整
備
率

と
も
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す

が
、
県
道
で
は
、
未
供
用

(交
通
不

能
)
区
間
の
率
が
高
い
こ
と
や
、
急

峻
な
地
形
の
割
に
ト
ン
ネ
ル
が
少
な

い
な
ど
、
中
山
間
地
の
行
き
止
ま
り

道
路
の
解
消
、
線
形
の
改
良
、
降
雪

期
の
安
全
性
の
向
上
、
交
通
の
確
保

な
ど
地
域
振
興
を
促
進
す
る
た
め
の
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課
題
は
多
く
、
そ
の
整
備
が
急
務
と

な
っ
て
い
ま
す

(表
2
)
。

三

道
路
整
備
の
視
点

本
県
で
は
、
二
一
世
紀
を
見
据
え
、

｢活
力
と
出
会
い
に
あ
ふ
れ
た
美
し

い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
｣
を
基
本
目
標

　O 道路整備の現況

道 路 種 別 路 線 名 等

高速自動車国道

-計画路線

中国横断自動車道 ｢岡山米子線｣ 11
3路線

中国横断自動車道 ｢姫路鳥取線｣ 山陰自動車道 リム

一 般 国 道 (建設大臣管理) QU

鰊(知事管理) qゾ
県 道 主要地方道 35

鰊22一般県道 187

線撥芻計

に
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
支
え
る
の
が
高
速
道
路
か

ら
市
町
村
道
に
至
る
ま
で
の
道
路
網

で
あ
り
、
将
来
の
鳥
取
県
の
あ
る
べ

き
姿
を
的
確
に
と
ら
え
た
視
点
か
ら
、

道
路
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

1

環
日
本
海
交
流
圏
の
形
成

東
西
冷
戦
構
造
の
終
焉
と
と
も
に
、

日
本
海
が
緊
張
の
海
か
ら
、
協
調
の

海
へ
と
移
り
変
わ
り
、
二
一
世
紀
の

我
が
国
の
発
展
に
は
、
『環
日
本
海

交
流
』
が
重
要
な
鍵
と
な
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

幸
い
、
本
県
は
日
本
海
を
挟
む
対

○道路整備 (国道 ･県道) の現状 (平成 5年 4月 1日現在)

項 目 鳥 取 県 全国順位 備 考

道 路 延 長 2
,
089

.
6km 鱸 実延長

道 路 率 1
.
31 % 38位 道路面積/県面積

高速道路 延長

獄 範 薇に篠
H

道 路 整 備 率 58
.
4 % 位RY

交通不能区間率 4
.
8 % 鑪 嗽毀饑混雑道路延長率 13

.
1 % 粒 薇皺資料 :1994道路統計年報

作戦な開発地区

　海ノーノ
ク

　

中華人民共和
省
o
春

　
　

±□
~＼

岸
諸
国
と
の
交
流
と
い
う
面
で
見
て

も
、
地
理
的
に
恵
ま
れ
た
位
置
に
あ

り
、
背
後
に
関
西
･
山
陽
と
い
う
大

き
な
経
済
圏
を
控
え
、
日
本
海
側
有

数
の
拠
点
で
あ
る
重
要
港
湾
境
港
を

有
す
る
と
と
も
に
、
県
の
東
西
に
広

域
交
流
の
拠
点
と
な
り
う
る
鳥
取
、

米
子
空
港
を
も
有
し
て
い
ま
す
。

を
塀
』
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I豆満江開発構想 !
･国連主導の開発プロジェクト

･

･自由経済貿易国境地帯の形成

じ大連港自由貿易趨圓
･新港建設、 後背開発区と連携 ノ
･開発区に電気機械工業が集積 /

‐

国際定期便の開設ア
ノ《、、、、＼

＼
＼ 国際分業化の進展日本海航路の開設

ダイナミックな経済圏の形成

多彩で多様な交流圏の形成

塘"本海酵作の
　　　　　　　　　　

本海最大
中四国九州 2位の出荷額

･
ク

ジ

帯

区

　　　

圏西関圈腸山
が

こ
れ
ら
拠
点
相
互
、
拠
点
と
大
都

市
圏
な
ど
を
有
機
的
に
つ
な
ぎ
、
本

県
が
名
実
と
と
も
に
環
日
本
海
交
流

の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
な
る
た
め
に
も

日
本
海
国
土
軸
の
形
成
、
中
で
も
高

速
道
路
網
の
整
備
を
促
進
し
、
交
流
、

連
携
を
深
め
、
強
化
す
る
こ
と
が
、

本
県
発
展
の
生
命
線
と
も
い
え
ま
す
。
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2

地
域
づ
く
り

(ジ
ゲ
お
こ
し
)

大
都
市
へ
の
一
極
集
中
の
進
行
と

と
も
に
、
地
方
に
お
い
て
は
過
疎
化
、

若
年
層
の
流
出
に
よ
る
高
齢
化
な
ど

が
進
み
、
産
業
、
経
済
の
停
滞
が
大

き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
強
い
地
方

圏
の
形
成
が
地
方
に
お
け
る
最
も
重

要
な
命
題
と
な
り
、
本
県
で
も
地
域

の
活
性
化
を
促
す
種
々
の
地
域
づ
く

り

(ジ
ゲ
お
こ
し
)
を
行

っ
て
い
ま

す
。
こ
の
地
域
づ
く
り
の
成
否
は
、

よ
り
広
い
地
域
と
の
活
発
な
交
流
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
支
え
る
の
も
道
路

の
果
た
す
大
き
な
役
割
で
す
。

3

全
県
公
園
化

全
国
に
誇
れ
る
豊
か
な
自
然
や
観

日本海国土軸構想

中国縦貫自動車道

山陰圏

導ききまき:: ｢地域連携軸｣ 構想等の圏域

にコ 地方拠点都市地域の中心都市

図 4 環日本海時代における鳥取県のイメージ



光
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
本
県
に

と
っ
て
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
美

し
い
自
然
環
境
を
守
り
育
て
、
人
々

の
生
活
に
う
る
お
い
や
や
す
ら
ぎ
を

供
与
す
る
こ
と
も
道
路
整
備
を
す
る

上
で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
大
切
な

要
素
で
す
。

本
県
が

｢暮
ら
し
や
す
さ
｣
で
全

国
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
も
、

こ
の
恵
ま
れ
た
環
境
へ
の
配
慮
が
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

4

や
さ
し
さ
･
ゆ
と
り

ま
た
、
高
齢
者
社
会
に
対
応
し
た
、

高
齢
者
、
身
障
者
等
へ
の
配
慮
、
道

路
を
一
つ
の
生
活
空
間
と
し
て
と
ら

え
る
よ
う
な
視
点
も
必
要
と
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

四

道
路
整
備
の
目
標

そ
こ
で
本
県
で
は
、
こ
れ
ら
の
視

点
か
ら

｢活
力
と
出
会
い
に
あ
ふ
れ

た
美
し
い
ふ
る
さ
と
｣
を
実
現
す
る

た
め
、
次
の
よ
う
な
道
路
の
整
備
目

標
を
定
め
て
い
ま
す
。

ず
、
鱸
鐵
醸
識
圈

　
　

灘

た

　　

　

　　
　

　
　

　

　養

図
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分
封

区
道　　

燃
規高規格幹線道路 賤騒漣謎箋議 供用及び整備計画区間(事業中区間を含む)

醉軽萬鰻轉 基本計画及び予定譜繞区間
整備の目搬として特に構造上の強化を

広 広域趙路(交潟促進型) ㈱纜鰹織纜 困るうとする質の高い籏路
鐙広域濾路鰊形成勘 治遺からのアクセス撒配慮した遺路
　

　　　　
　
寿僻鵺椰漣Q 路総構造について今後検討する区間
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1

交
流
圏
の
拡
大

環
日
本
海
交
流
に
向
け
て
、
京
阪

神
･
山
陽
･
四
国
地
域
と
の
一
日
交

流
圏
の
拡
大
や
生
活
圏
相
互
が
連
携

し
て
新
た
な
地
域
集
積
圏
の
形
成
の

た
め
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

を
図
る
。

0
高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備

0
県
の
東
西
を
一
時
間
で
連
絡

0
県
外
近
隣
都
市
を
概
ね
一
時
間

で
連
絡

2

地
域
の
活
性
化

生
活
圏
域
が
一
体
的
に
機
能
す
る

た
め
、
中
心
都
市
と
周
辺
市
町
村
を

連
絡
す
る
道
路
の
機
能
を
強
化
す
る

と
と
も
に
、
中
山
間
地
域
の
町
村
相

互
を
連
絡
す
る
道
路
の
整
備
を
図
る
。

0
中
心
都
市
と
周
辺
市
町
村
を
概

ね
三
〇
分
で
連
絡

o
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支

援
0
各
市
町
村
と
I
C
を
三
〇
分
で

連
絡

o
各
市
町
村
と
空
港
･
港
湾
を
一

時
間
で
連
絡

o
中
山
間
地
域
の
交
通
不
能
区
間

の
解
消

o
観
光
拠
点
相
互
の
連
絡
強
化

0
雪
に
強
い
道
路
づ
く
り

3

都
市
機
能
の
充
実

中
心
都
市
の
機
能
を
強
化
す
る
た

め
、
都
市
内
の
交
通
渋
滞
、
環
境
、

防
災
の
改
善
を
図
る
。

o
都
市
の
放
射
道
路
･
環
状
道
路

の
強
化

0
面
的
整
備
と
一
体
と
な
っ
た
街

路
の
整
備

4

多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

高
齢
化
社
会
に
対
応
し
、
人
々
が

豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
道
路
の
整
備

を
図
る
。
ま
た
、
県
が
進
め
る
全
県

公
園
化
構
想
の
推
進
を
図
る
。

0
人
に
優
し
く
使
い
や
す
い
道
路

づ
(
こ
りノ

o
親
し
み
と
潤
い
の
あ
る
道
路
づ

o
景
観
形
成
に
配
慮
し
た
道
路
づ

(図
5
鳥
取
県
広
域
道
路
網
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
)

五

日
本
海
国
土
軸
の
形
成

日
本
海
国
土
軸
は
、
環
日
本
海
交

流
及
び
地
域
間
交
流
の
基
盤
と
し
て
、

多
極
分
散
型
国
土
を
形
成
し
、
均
衡

あ
る
国
土
の
発
展
を
図
る
上
で
不
可

欠
の
も
の
で
す
。

こ
の
国
土
軸
の
基
幹
を
成
す
の
が

山
陰
自
動
車
道
等
の
高
速
道
路
で
す

が
、
全
国
の
高
規
格
幹
線
道
路
網
図

に
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る

の
で
す
が
、
鳥
取
市
か
ら
東
側
、
京

都
府
舞
鶴
市
に
至
る
ま
で
の
間
が
、

高
速
道
路
網
の
空
白
区
域
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
日
本
海
国
土

軸
の
形
成
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。

取

･
豊
岡
･
宮
津
道
路

(仮
称
)｣

の
整
備
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い

ま
す
。
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お
わ
り
に

山
県
有
朋
の
地
方
巡
視
か
ら
、
既

に
一
世
紀
以
上
を
経
て
、
本
県
の
道

路
事
情
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
･

『(鳥
取
県
の
活
性
化
を
図
る
に
は
)、

同
時
ニ
又
道
路
ノ
改
築
ニ
従
事
シ
車

道
ヲ
開
キ

(立
ち
遅
れ
て
い
る
高
速

道
路
網
等
の
整
備
を
行
い
)、
交
通

運
輸
ノ
便
ヲ
課
ル
事
第
一
起
手
タ
ル

ベ
シ
。』
と
抱
え
る
課
題
は
、
変
わ

っ

て
い
な
い
の
で
は
と
さ
え
思
わ
れ
ま

す
。二

一
世
紀
、
｢活
力
と
出
会
い
に

あ
ふ
れ
た
美
し
い
ふ
る
さ
と
｣
を
め

ざ
し
、
ま
た
鳥
取
県
が
環
日
本
海
交

流
の
拠
点
と
し
て
発
展
し
て
い
く
た

め
に
も
、
道
路
整
備
に
課
せ
ら
れ
た

使
命
は
重
要
で
あ
り
、
今
後
と
も
積

極
的
に
整
備
を
推
進
し
て
行
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
方
々
の
ご
理
解
と
ご
支
援

を
お
願
い
し
ま
す
。

l

鳥
取
･
豊
岡
･
宮
津
道
路

そ
こ
で
、
古
く
か
ら
交
流
の
盛
ん

で
あ
っ
た
、
鳥
取
東
部
と
但
馬

(兵

庫
北
部
)、
さ
ら
に
は
京
都
北
部
間

の
交
流
、
連
携
軸
を
つ
く
り
、
自
立

し
た
地
域
集
積
圏
の
形
成
を
図
る
う

と
、
鳥
取
、
兵
庫
、
京
都
の
三
府
県

が
協
力
し
、
地
域
高
規
格
道
路

｢鳥
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9
･
30

m
･
1318れ

月
･日

世

界

の
動

き

○
日
本
と
欧
州
連
合

(E
U
)
と
の
自
動
車
協
議
は
、
今
年
の
日

本
車
の
対
E
U
輸
出
監
視
枠
を
九
、
○
○
0
台
拡
大
し
て
、
九
九

万
三
、
0
0
0
台
と
な
る
こ
と
で
合
意
。
販
売
が
好
調
な
フ
ラ
ン

ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
英
の
枠
を
拡
大
し
た
。

○
中
国
の
今
年
-
-
九
月
期
の
輸
出
入
統
計
に
よ
る
と
、
輸
出
七

九
四
億
ド
ル
、
輸
入
七
八
一
億
ド
ル
で
一
三
億
ド
ル
の
黒
字
。
昨

年
が
三
一二
億
ド
ル
の
貿
易
赤
字
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
国
政
府

は
輸
入
を
厳
し
く
規
制
し
た
。

○
中
国
の
今
年
-
-
九
月
の
国
内
総
生
産
(G
D
P
)
は
二
兆
六
、

○
七
五
億
元

(
一
元
=
約
三
一円
)
で
、
前
年
同
期
比
で
実
質
一

一
･
四
%
の
増
加
。
四
半
期
ご
と
の
伸
び
率
は
鈍
化
し
て
い
る
が
、

依
然
速
い
ペ
ー
ス
で
の
成
長
。
消
費
者
物
価
の
上
昇
率
は
二
三
･

三
%
と
高
い
水
準
に
あ
る
。

○
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
の
核
開
発
疑
惑
を
め

ぐ
る
米
朝
高
官
会
議
が
合
意
。
北
朝
鮮
は
核
不
拡
散
条
約

(N
P

T
)
へ
の
復
帰
と
国
際
原
子
力
機
関

(I
A
F
A
)
の
査
察
受
け

入
れ
義
務
の
履
行
に
合
意
。

○
ソ
ウ
ル
市
の
漢
江
に
か
か
る
聖
水
大
橋

(全
長
一
･
一
六
キ
ロ
、

幅
員
一
九
･
四
メ
ー
ト
ル
、
四
車
線
が
、
中
央
部
分
の
五
〇
メ
ー

ト
ル
前
後
に
わ
た
っ
て
落
下
。
死
者
四
八
人
、
負
傷
者
二
三
人
を

超
え
る
犠
牲
者
を
出
し
た
。 事

項

10 9

媒
月
･日

国
内
の
動

き

○
連
立
与
党
三
党
が
税
制
改
革
要
綱
を
決
定
。
消
費
税
率
は
一
九

九
七
年
四
月
か
ら
五
%
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
、
九
五
年
以
降
の

所
得
税
･
住
民
税
減
税
と
一
体
の
議
案
と
し
て
国
会
に
提
出
、
年

内
成
立
を
目
指
す
。

○
日
米
新
経
済
協
議
を
め
ぐ
る
河
野
洋
平
副
総
理
･
外
相
、
橋
本

龍
太
郎
通
産
相
と
カ
ン
タ
ー
米
通
商
代
表
と
の
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の

閣
僚
交
渉
で
、
政
府
調
達
と
保
険
の
二
分
野
で
合
意
、
板
ガ
ラ
ス

分
野
も
原
則
合
意
。
自
動
車
･
同
部
品
分
野
は
、
物
別
れ
に
終
わ

っ
た
。

○
北
海
道
を
中
心
に
東
北
、
関
東
な
ど
で
強
い
地
震
。
釧
路
で
震

度
6

(烈
震
)
を
記
録
。
M
7
･
9
で
気
象
庁
は

｢北
海
道
東
方

沖
地
震
｣
と
命
名
。
負
傷
者
と
土
木
施
設
に
被
害
。

○
政
府
が
閣
議
で
新
公
共
投
資
基
本
計
画
を
正
式
に
決
定
。
新
計

画
の
総
投
資
額
は
一
九
九
五
年
度
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
で
の
一
〇

年
間
に
六
三
〇
兆
円
。
前
計
画
は
丸
一
年
か
ら
一
〇
年
間
に
四
三

〇
兆
円
。

0
本
年
度
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
に
作
家
の
大
江
健
三
郎
氏
(五
九
)

が
決
定
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
の
発
表
。

○
東
京
外
国
為
替
市
場
は
、
取
引
開
始
直
後
か
ら
一
ド
ル
=
九
六

円
台
に
突
入
。
一
時
は
一
ド
ル
=
九
六
円
五
五
銭
と
な
っ
て
、
七

月
三
一日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
場
で
付
け
た
世
界
の
最
高
値

(
一

ド
ル
=
九
六
円
六
〇
銭
)
を
更
新
し
た
。

事

項

0猛
月
･日

道
路
行
政
の
動

き

○
中
央
自
動
車
道

高
井
戸
I
C
-
八
王
子
I
C

｢集
中
工
事
｣

実
施

(の
べ
日
数
九
日
間
)。

○
東
名
高
速
道
路

東
京
I
C
-
小
牧
I
C

｢集
中
工
事
｣
実
施

(の
べ
日
数
三

日
間
)。

○
J
H
日
本
道
路
公
団
経
営
改
善
委
員
会
第
一
回
委
員
会
開
催
。

委
員
長
に
篠
原
三
代
氏
(東
京
国
際
大
学
経
済
学
部
教
授
)
決
定
。

○
上
信
越
道
に
佐
久
平
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
開
設
。
北
陸
道
の

徳
光
P
A
、
道
央
道
の
砂
川
P
A
に
つ
い
で
こ
れ
で
全
国
三
番
目
。

事

項

70 道イテセ 94.11
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鸚道燐

　
　

　

ミ
路
男
野
"

セ
道
春賃
舶
鰹
節

政
省　

　
　
　　　

道

!

,
東
円
料

｢
修

八

の
送

　
　
　
　　　

セ ンタ ー

連
載
し
た
象
潟
は
旅
行
記
に
な
ら
な
い
よ
う
、
毎

回
の
後
半
部
分
は
マ
イ
ペ
ー
ス
な
主
張
を
心
掛
け
た
。

そ
の
結
果
、
今
日
の
象
潟
の
叙
述
が
不
充
分
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
追
記
で
補
い
た
い
。

一

な
ぜ
象
潟
だ
っ
た
の
か

六
月
中
旬
に
本
を
整
理
し
て
い
た
ら
、
荻
原
井
泉

水
著
｢芭
蕉
名
句
｣
な
る
古
い
文
庫
本
が
出
て
来
た
。

頁
を
め
く
っ
て
い
た
ら
、
“象
潟
や
"
の
句
は
感
心

し
な
い
と
書
い
て
あ
る
。
理
由
と
し
て
、
第

一
に

｢蘇
東
城
の
詩
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

こ
と
。
第
二
に
｢松
島
は
笑
う
が
如
く
、
象
潟
は
う

ら
む
が
如
し
の
地
の
文
を
補
足
し
な
い
と
、
“雨
に

西
施
が
徽
放
の
花
"
と
い
う
象
徴
的
な
表
現
が
･

一

人
合
点
に
お
ち
て
し
ま
う
｣
と
い
う
の
で
あ
る
。
果

し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
人
合
点
の
句
が
、
今

な
お
名
句
と
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
急
に
象
潟

と
い
う
土
地
を
見
た
く
な
っ
た
。

二

ね
ぶ
の
花

岩
波
文
庫
の

｢お
く
の
は
そ
道
｣
を
持
っ
て
象
潟

駅
に
降
り
た
の
は
、
七
月

一
一
日
の
午
後
。
駅
前
広

場
に
あ
る
広
告
塔
に
は
、
“象
潟
や
雨
に
西
施
が
ね

ぶ
の
花
“
と
大
書
し
て
あ
る
。
町
花
も
こ
の
花
と
知
っ

た
。
駅
舎
に
向
っ
て
右
は
観
光
案
内
所
、
左
は
線
路

沿
い
に
芭
蕉
小
公
園
が
あ
っ
て
･

そ
こ
に
蝕
糠
の
木

が
あ
っ
た
。
町
を
歩
い
て
い
る
と
至
る
と
こ
ろ
に
、

幻
想
的
な
こ
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
芭
蕉
も
ご
く
自

然
な
か
た
ち
で
句
の
中
に
、
こ
の
花
を
入
れ
た
と
思
っ

た
。
二
泊
し
た
旅
館
の
ト
イ
レ
に
も
こ
の
花
が
あ

っ

た
。
手
に
と
っ
て
見
る
と
造
花
だ
っ
た
。

三

鮒
滴
寺

干
満
珠
寺
、
干
満
寺
、
甜
満
寺
と
表
札
は
変
っ
て

も
、
こ
の
寺
が
象
潟
の
風
光
の
ヘ
ソ
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
例
の
山
門
附
近
か
ら
眺
め

る
島
々
は
、
水
を
た
･
え
た
往
時
を
偲
ば
せ
る
に
十

分
な
景
観
を
保
っ
て
い
る
。
今
、
島
々
は
天
然
記
念

物
に
指
定
さ
れ
、
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

寺
を
中
心
と
し
た
開
発
促
進
派
と
、
自
然
保
護
派
の

争
い
は
口
で
述
べ
た
。
入
場
料
を
払
う
と
寺
城
に
入

れ
て
く
れ
る
。
方
丈
の
南
面
に
北
条
時
頼
公
手
植
の

っ
･
じ
や
、
舟
つ
な
ぎ
石
な
ど
が
残

っ
て
い
る
。

四

象
潟
町
郷
土
資
料
館
と
象
潟
町
史

眞
新
し
い
建
物
の
中
に
は
、
陸
化
す
る
以
前
の
象

潟
が
大
型
模
型
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。
九
十
九
島
そ

れ
ぞ
れ
の
名
の
ラ
ン
プ
が
あ
り
押
せ
ば
つ
く
。
こ
の

地
を
訪
ね
た
古
今
の
名
士
の
書
も
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

現
地
見
物
の
前
に
、
こ
･
で
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
と

よ
い
だ
ろ
う
。
象
潟
町
史
は
宿
で
読
ん
だ
。
三
○
○

頁
は
あ
る
大
著
だ
が
、
汐
越
村
が
な
ぜ
象
潟
に
な
っ

た
の
か
、
と
の
説
明
は
今

一
つ
不
充
分
の
よ
う
な
気

が
し
た
。
難
と
い
う
の
は
貝
の
名
だ
が
、
そ
れ
が
沢

山
獲
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
甜
方
に
な
り
、
甜
潟
と
転

化
し
た
と
い
う
。
そ
れ
が

｢も
の
知
り
｣
に
よ
っ
て

鮒
が
象
の
字
に
書
き
直
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
辺
に
な
っ
て
く
る
と
判
ら
な
っ
て
来
た
。
そ
の

は
づ
み
で
H
を
書
い
た
。

五

名
残
の
う
た

水
を
湛
え
た
往
時
の
象
潟
は
、
干
上
っ
て
青
田
と

な

っ
た
現
在
よ
り
も
っ
と
鰯
々
し
い
風
景
だ
っ
た
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
日
で
述
べ
た
。
鎌
倉
時
代
名
執
権

と
言
わ
れ
た
北
条
時
頼
公
は
、
出
家
後
全
国
を
行
脚

し
、
見
聞
を
幕
府
の
治
世
に
生
か
し
た
と
い
う
。
こ
、

甜
滴
寺
に
つ
･
じ
の
大
木
と
、
和
歌
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
和
歌
が
実
に
や
さ
し
い
。
こ
れ
を
掲
げ
て
象
潟

を
終
り
た
い
。

(経
)

“命
あ
ら
ば

ま
た
も
来
て
見
ん
象
潟
の

心
と
ど
め
し
松
の
み
ど
り
に
“




